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平成22年知立市議会12月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成22年12月13日（月） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     杉山 千春     杉原 透恭     水野  浩     高木 千恵子 

     川合 正彦     石川 信生     中島 牧子     三浦 康司 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     福祉子ども部長   毛受 秀之      福 祉 課 長   成瀬 達美 

     子 ど も 課 長   島津 博史      保 険 健 康 部 長   伊豫田 豊 

     長 寿 介 護 課 長   山口 義勝      国 保 医 療 課 長   加藤  初 

     健 康 増 進 課 長   清水 辰夫      市 民 部 長   蟹江 芳和 

     市 民 課 長   神谷 雅俊      経 済 課 長   水嶋  広 

     環 境 課 長   平野 康夫 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第61号 平成22年度知立市一般会計補正予算（第２号）         原案可決 

     議案第62号 平成22年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）     〃 

     議案第65号 平成22年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２号）       〃 

     議案第66号 平成22年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）    〃 

     議案第68号 平成22年度知立市一般会計補正予算（第３号）           〃 

     陳情第15号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書   不 採 択 

     陳情第16号 
 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を求め 

 る陳情書 
  〃 

     陳情第17号 
 後期高齢者医療制度の廃止および国民健康保険制度への財政措 

 置などを求める意見書の提出を求める陳情書 
  〃 

     陳情第18号 
 介護保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を求める意 

 見書の提出を求める陳情書 
  〃 

     陳情第19号 
 安心して子育てできる制度の確立を求める意見書の提出を求め 

 る陳情書 
  〃 

     陳情第20号 
 医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求める意見書の 

 提出を求める陳情書 
採  択 
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     陳情第21号 
 障害児・者の福祉・医療制度の緊急改善を求める意見書の提出 

 を求める陳情書 
不 採 択 

     陳情第22号 
 任意の予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提出を求め 

 る陳情書 
  〃 

     陳情第23号 
 医療・介護・福祉などの充実を求める意見書の提出を求める陳 

 情書 
  〃 

     陳情第24号 
 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書の提出を求める陳情 

 書 
  〃 

     陳情第26号 保育制度改革に関する意見書提出を求める陳情書         採  択 

     陳情第27号 
 国に「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的に 

 改善することを求める意見書」提出を求める陳情書 
  〃 

     陳情第28号 
 国に「国の責任による社会福祉施設の充実を求める意見書」提 

 出を求める陳情書 
  〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○水野委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は18件、すなわ

ち議案第61号、議案第62号、議案第65号、議案第

66号、議案第68号、陳情第15号、陳情第16号、陳

情第17号、陳情第18号、陳情第19号、陳情第20号、

陳情第21号、陳情第22号、陳情第23号、陳情第24

号、陳情第26号、陳情第27号、陳情第28号です。

これらの案件を逐次議題とします。 

 議案第61号 平成22年度知立市一般会計補正予

算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 お願いします。 

 予算説明書の26ページ、緊急連絡装置撤去手数

料についてお尋ねします。 

 昨年度は921万4,933円ということで予算が使わ

れておりました。ことしの４月におきましては

712万円という予算でしたが、この現在52万5,000

円というまた予算が組み込まれていますが、見込

みが外れたのか、どうしてこのようなまた数字に

なっているのかお聞かせください。 

○長寿介護課長 

 今の緊急通報装置の関係の御質問でございます

が、緊急通報装置は設置をいたしますと、まず設

置の手数料、そして業務の委託料、それから機器

の借上げ料等々の予算が先ほど高木委員が言われ

ました金額でございまして、今回この補正で52万

5,000円あげさせていただきましたのは設置手数

料でございまして、平成22年度、これは毎月おお

むね４台の新規の設置が見込まれるということで、

平成22年度当初、年間48台分を計上させていただ

きました。 

 そして、ことしの実績としまして、４月から９

月まで43台のお申し込み、たくさんのお申し込み

がありまして、上半期におきまして、もう既に１

年の予算分のおおむね48台分当初予算に計上させ

ていただいたものの43台分を設置いたしましたの

で、後半下半期におきまして40台分の設置が見込

まれるということで52万5,000円を補正で計上さ

せていただいたものでございます。 

○高木委員 

 先年度の報告書によりますと、台数が315台、

設置342台という数字になっております。ことし

今お聞きすると、またここにふえてきているわけ

ですけれども、この書き方ですと手数料が幾らと

いうことがこの設置に対して何もわからないんで

すけれども、どんどんふえていっているのか、今

現在何人の方がこの装置を利用されているのか、

知立市内において。お願いします。 

○長寿介護課長 

 平成22年度当初の数字でございますが、平成21

年度主要成果報告書の中で、平成21年度末現在

342台ということで報告をさせていただいており

ます。 

 そして、平成22年度に入りまして342台設置を

してございましたものが、先ほど報告させていた

だきました４月から９月までの間に43台というこ

とで新規の設置がございました。 

 当然その４月から９月の間には、撤去の分もあ

りましたので、その分を差し引きますと平成22年

度９月現在で361台の緊急装置が設置されてござ

います。 

 以上です。 

○高木委員 

 緊急連絡装置につきましては、市の要綱で独居

ということがうたわれております。独居老人がこ

のようにふえていっている中、どんどんと費用が

これからかさんでいくのでしょうか。どこかもう

ちょっとほかのシステム、この利便性というのが

この緊急通報装置が果たしてほんとに役立ってい

るのかどうかということを検証されたことはあり

ますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 今の緊急通報システム、私どもは安全センター

のほうに委託しているわけでございますが、その

中で、平成21年度緊急通報システムの事業報告と
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いうことでいただいております。 

 まず、その緊急通報装置を稼働させまして、実

際にその救急車で搬送された件数が14件、そして、

その安全センターのほうから緊急装置が設置して

ある各家庭に問い合わせ等々確認の業務が6,837

件、そして緊急装置が設置してあるおたくから、

その安全センターのほうに相談と言いましょうか、

相談、連絡等々で273件というようなことで報告

をいただいております。 

○高木委員 

 今後この装置が知立市の老人たちを救うものに

なるかどうかはまだ未定だと思いますけれども、

今、先ほども言いましたけれども、要綱の中には

独居ということが主に書かれておりますので、高

齢者、そして家族はいても日中独居という家庭が

ありますので、その辺のところはこれから検討し

ていっていただきたいと思います。 

 続きまして、33ページ、生活保護費ですけれど

も、非常に多くなっていると思います。先日来よ

り私としては、何歳の方たちということをお聞き

したかったものですから福祉課のほうでお聞きし

ておりますけども、年齢別は出してくださったで

しょうか。 

○福祉課長 

 申しわけありません。 

 実は、今ここにはその資料を持ってませんので、

すぐに資料をそろえたいと思いますので、あとで

お願いしたいと思います。 

○高木委員 

 どうして私が生活保護のことをと思いますと、

本当に生活保護を受けなければならない方はもち

ろんあると思います。年齢的に働けない方、体が

不自由で働けない方、しかし、先日10月でしたか

ね、福祉課のほうへ行きましたら、10代でも生活

保護を受けてみえる方があるということをお聞き

して尐し個人的に驚きました。 

 10代から生活保護を受ける理由があるならそれ

も仕方がありませんけれども、先日も新聞により

ますと、生活保護の家庭で育った子供は、また生

活保護を受けるというそういう実態ということに

なっております。何とか知立市もいい方法で働く

ということをしていただいて、尐しでもこの生活

保護者を減らしていって、働く喜び、自分で勝ち

取ったお金で生活していっていただきたいなとい

うことでお聞きしましたので、また後でお聞かせ

ください。 

○福祉課長 

 今、人数世帯ではちょっと出てないんですが、

人数で年齢別の形で出てますので尐し御紹介させ

ていただきます。 

 まず、単身世帯というのは20歳以上の方でとい

う形をとらさせていただいておるんですが、今出

てるのが平成21年度の形の数字になります。 

 まず、20代の方42人、30代の方23名、40代の方

が83人、50代の方102人、60代の方が45人、あと

それ以上の方という形になってくるんですが、そ

の当時ですべて566人の方が生活保護を受けられ

ています。細かいやつがちょっとまだ細かくまで

は出てないですが、今の形が20代から60代までの

数字になりますので、よろしくお願いいたします。 

○高木委員 

 ケースワーカーをふやされて小まめに指導をし

てくださっているというふうにお聞きしておりま

す。 

 先日10代ということをお聞きしたんですけれど

も、この10代の方の保護ということはどういうこ

とになるか、ちょっと説明していただけませんで

しょうか。 

○福祉課長 

 ちょっと戸別にどういったものというのは確認

をとってないんですが、要は、単身でということ

で一人で生活してみえてということで、当然18人

になれば通常働くこともできますしということな

んですが、家族の方から援助を受けれないという

ような形でなってる方ということですね、そうい

った方について、一応こちらのほうへ相談を受け

て、助けてほしいということであれば申請を受け

てという形でという形だと思います。 

 ただ、戸別にどういった方かというのは私のほ

うでつかんでませんので、申しわけありません。 
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○高木委員 

 私たち市会議員としましても名前を公表しろと

は言いませんけども、ひとつ事例研究じゃないで

すけれども、こういう問題は早くとっかからない

といけないことになってくる。いけないというこ

とは、その子の将来においても若い子がそういう

生活をしているということが社会全体においては

いいことではないように思えますので、何とかみ

んなで支援していけたらと思いますので質問させ

ていただきました。 

 次に、環境問題で次のページ、35ページお願い

いたします。 

 環境衛生費ということで、住宅用太陽光発電設

置補助金と、先日間違えまして、すみませんでし

た。低公害車購入費補助金ということで予算が出

されております環境衛生の中のＣＯ２この点につ

いて削減関連に補助が出て得おります。大きな意

味で知立市が取り組まれることは、とてもすばら

しいことだと思います。 

 ここで市長にお聞きしたいと思いますけれども、

知立の駅前のあの鳥ですけれども、私は私なりに

考えてきました。ＣＯ２の削減は大きな問題で大

気汚染を減らすんですけれども、この鳥のふんに

よって、そのふんが乾燥して私たちに人間が吸う、

子供が吸うということで、ウイルス、バクテリア、

かび、そういうものがもう40種類ぐらいの寄生虫

を持っておりますので、そのことによって大きな

病気になることもあります。アレルギーの原因に

なることもありますので、直接それを触る、食べ

るということはなくても、そのものが私たち知立

市民の健康を害することは多いようです。 

 そして、このふん害というか、そのバクテリア

というか、そういうウイルスがインフルエンザの

原因となっていくということもこれは研究でわか

っております。知立市の健康を考えると早急にこ

のことを考えていかなければならないと思ってい

ます。 

 この今、ムクドリ、スズメの害ですけれども、

私も知りませんでしたけれども、何か越冬するた

めに建物の中に巣をつくることもあるそうです。

そして、それがねぐらとなっても１年じゅう知立

の駅前のムクドリが発生するということも多いと

聞いております。専門家は５年ぐらい前から知立

市でも対策にいろいろ考えましたけれども、知立

市が駅前、知立の顔を言われる割には、ちょっと

あまりにも今の状態は不健康だと思われます。 

 全国この問題は起きておりまして、ムクドリの

害で新幹線の福島駅、広島、埼玉、イタチごっこ

の状態であるということで、富山県におきまして

も、あんな緑の多そうな富山におきましても同じ

ような問題が起きています。何とかいい方法を考

えたいと思いますけれども、市長どのように思わ

れますでしょうか。 

○林市長 

 駅前のムクドリは、前から大きな課題でありま

して、その中で、いろいろな方策が考えられ、実

行されております。ムクドリは、にぎやかなとこ

ろに行くという習性があるような話でありまして、

自然の静かなところですと、ムクドリより大きな

鳥にやられちゃうということで、人気の多いとこ

ろに寄ってくるという習性があるということであ

ります。 

 そうした中で、ああした駅前みたいなところに

寄ってくるということでありまして、従来からい

ろいろな音をですね、例えば新潟ですと、たしか

長岡だったと思いますが、鉄砲の音をテープか何

かで録音させて、時間を見つけて鳴らしたことと

か、あとは黒猫だかフクロウだかの人形というん

ですかね、あれをきわに寄せてというようなこと

もほかの市で聞きまして、それも実行させていた

だきました。 

 なかなかそれぞれいっときは効果があったのか

なという思いがある中で、なかなかそれが有効だ

ということはまだ検証できないわけであります。 

今現在のところは、けやきのところにネットを張

ってムクドリが休まないようにしている。そうし

た中で、そのムクドリはどこへ行っているかとい

うと近所の電線にとまっているということで、地

域の方々にふん公害等御迷惑おかけしているとい

うことであります。 
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 いずれにしましても、今も環境部に限らず、市

民部に限らず都市整備部のほうも問題課題として

検討はしているわけでありますが、これからもよ

り有効な手だてをしっかりと検討していかなきゃ

いけないのかというふうに今も思っております。 

○高木委員 

 ＣＯ２の問題よりも、まず私たち市民は目に見

えることから、きれいという、清潔ということで

道を歩いて行くおじいさん、おばあさんたちは上

を見て歩けません。何とか鳥のふんに当たらない

ようにということで下を見ながら鳥のふんが真新

しいと思うの嫌だなと思いながら歩いているのが

現状です。 

 環境衛生という面で、ここに知立市の中には項

目はこのふん害なんていう言葉はありませんでし

た。しかし、共存しなければならないということ

が、もうどこのまちでも、愛知県のほうの環境の

ほうでも共存という言葉、殺してしまうわけには

いかないし、死んでしまうわけでもない。ムクド

リは害虫ではありません。知立市の農業にも役だ

っていることも多いものですから、何とか共生で

き、知立市の玄関口である木が、もう尐し自由に

伸びれるように何とか工夫していっていただきた

いと思います。 

 これで終わります。 

○杉原委員 

 それでは、予算説明書の12ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 左側の科目７商工費、現在補正額前が２億

7,814万円、補正額としては764万1,000円、補正

後の金額としては２億7,049万9,000円ですね。そ

のことがなぜ補正に至ったかということが38ペー

ジの第７款商工費という中でうたわれているわけ

ですが、この764万1,000円という分に関して、な

ぜこの補正になっているかということをごひれき

いただきたいと思います。 

○経済課長 

 この説明書にありますように、職員給与費764

万1,000円、内訳以下あるわけでございます。こ

の部分におきましては、給与関係、秘書課のほう

の関係でございますので、中身については商工費

関係担当しております経済課でございますが、実

際の中身については承知はしておりません。 

○杉原委員 

 わかりました。 

 所管外ということなので、詳細はわからないと

いうことなんですけど、全体の予算から先ほど12

ページのところをごらんいただくと、補正額前か

ら申し上げれば全体の予算が199億円の中で約200

億円の中の商工費全体としては２億7,814万円と

いうことで、全体から見ると商工費全体は今補助

金と出されているのが1.3％という中ではござい

ますけど、それに関連する事項にちょっとなって

しますけど、商工振興の発展という部分の形で当

局のほうにお尋ねをしたいなと思います。 

 現在知立駅の鉄道高架事業及び駅周辺土地区画

整理事業は中心市街地の経済活性化の柱の一つと

して推進をされていることかと思いますけども、

その整理の目標が土地の合理的かつ健全高度利用

を行うことをもとに駅前広場及び道路拡充整備を

行って、時代に対応する都市整備の魅力に備えた

商業市街化を形成しようという形で中心市街地の

活性を図ろうと今されておられるわけです。 

 そこで当局のほうにお尋ねをしたいわけですけ

ど、今ハード部分は鉄道高架及び区画整理で今ず

っと進んできているわけですけども、今後のそれ

と並行して私が考えるに、ソフト面に関しても経

済課としても考えていかなくちゃいけないと、商

工振興の発展の中で。その点に関して、どのよう

に当局の御見解をもっておられるかということを

ちょっとまず御披瀝、御見解を聞きたいんですけ

ども。 

○経済課長 

 今、商工費の予算の中では商工振興費というこ

とで商工振興補助事業を行っておるわけでござい

ます。その中では、今御質問の中で、中心市街地

活性化事業という部分で実施をしております。市

街地の改善及び商工業の活性化のための部分でご

ざいまして、現在西新地地区というふうで指定を

させていただいておりますが、そういったところ
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の部分への補助であります。 

 それとまた、まちづくり株式会社、リリオの部

分ではございますが、そういった知立駅北部を中

心とした部分への拠点施設へ市民が生かされるよ

うな見守りをしていく集客施設への補助でござい

ます。そういったところを通じ、鉄道高架後にも

なるかと思いますが、そういった部分でのより一

層な活性化をしていかなければならないものかと

いうふうには思っております。 

○杉原委員 

 課長のおっしゃるとおりにやっぱり西新地地区

とかいろいろ工事が始まって、そこのソフト部分

に関してやっていかなくちゃいけないということ

がうたわれてますけど、私自身が考えるに当たっ

ては、商工振興の観点の一つ、これはあくまでも

一つの案なんですけど、中心市街地の商店街を活

性化するソフトの一案として商工会と連携して駅

前のイベントができる事業のステージを創設する

といったことも一つ考えれるんじゃないかなと思

うわけです。これがステージの創設をされること

によって市内外から外来者がいろいろこの駅に集

まって来ていただくというような要素があるんじ

ゃないかなということを考えるとともに、商店街、

今空き家等々が出てきてるというようなこともあ

るわけですけれども、商店街の結束力を図ること

もできるんじゃないかなということも一つ考えら

れます。あと、まちのコミュニティの拠点として

整備することができるんじゃないかなということ

で、この駅前にお金を別にかけろと言っているわ

けじゃないです。ステージのようなものを設けて

イベントができる部分があってもいいじゃないか

なというふうに私は考えています。 

 また、商工振興の発展だけではなくて、今、最

近、まちかど音楽会とかできておりますよね。そ

ういった事業にそういったイベントを利用してい

ただくとですね、川合議員も言っておられまして

けれども、今度12月17日に愛教大、締結をされる

ということで事業を行っていただくということも

ございますよね。そういった事業の展開の中にそ

のステージ、イベントを使っていただくようなこ

とがあってもいいんじゃないかなというふうに私

自身感じておりますけども、私、今御提案申し上

げる部分に関して、当局の御見解と副市長のほう

の御見解をちょっとまずお聞かせいただきたいと

思います。 

○経済課長 

 駅前にステージ、イベントのできるようなもの

をということでございまして、一つ今例を出され

ました、まちかど音楽会がどこか何かできるよう

なということでございます。これも先日の質疑の

中であったかと思います。駅前の一部分でもどう

かというところでございます。 

 今、駅前、御存じのように、できるかという部

分のところもございますが、そういった商店街の

魅力あるいはそういったことが商店につながって

ということであれば大変喜ばしいことなのかなと

思いますので、できるできないは別といたしまし

て、研究なりそういった部分で考えていきたいな

とは思います。 

○清水副市長 

 駅前の中心市街地の活性化という観点での御提

案ございます。 

 まず、駅前にそういったイベントステージとい

うんですかね、そういったものを設置してはどう

だという御提案でございますけども、この辺につ

きましては、現在進めております駅周辺の区画整

理事業の中で駅前の広場をどのような形にしてい

くのかというところとこれは大いに関連している

ところでございまして、この辺につきましては、

今後現在の完成予想図と言うんですか、パースで

は一定の広場に何となく見ますと１段高くなって、

そこが何かをやれるようなそういうような完成予

想図みたいなものが今は紹介されているわけです

が、そういう形に最終的になるのかどうか、まだ

今後の皆さんの御意見を聞く中でかたまってくる

構想かなというふうに思いますが、今の御提案は、

知立駅１日に６万人程度の方たちが利用していた

だく駅でございますので、そういった方たちが一

人でも多く知立駅改札口を出て駅前をにぎやかに

御利用いただければと、そういったことでの一つ
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の力になるのではないかなというふうに理解して

おります。 

 また、中心市街地そのもので言いますと、御承

知のとおり、今ございますリリオコンサートホー

ルですとか、クラウンパレスホテルですね、そう

いったものも知立の駅前の魅力、集約施設として

今もしっかりやっといていただくわけですけれど

も、そういったことも含めて、知立市全体の駅前

の全体のそういう活性化につながればいいのでは

ないかなというふうに思います。 

 そういった際は、やはりこれは行政だけがとい

うことよりも、やはり商工会、また今、まちかど

音楽会等々そういったボランティアでいろんな方

たちが、いろいろな試行をしとっていただくわけ

ですが、そういったものと相まって駅前が活性化

すれば非常に私たちも大変いいことだというふう

に理解しております。 

○杉原委員 

 そこで市長の見解も求めたいんですけど、やは

りこのステージ、まずもって今後平成35年完成予

定、その前の駅周辺区画整理、公園スペースです

ね、新たにできる中央広場というところに副市長

御披瀝いただいたとおりに、段ができたようなス

テージといったようなことが今お話がございまし

た。 

 ぜひ前もってやっていく。お金を別にかけなく

ても結構なんですよ。ステージの場所をあそこの

中で設ける場所は私はあると思うので、それは調

査研究していただきたいと思います。前もってや

っていただいて、いざその広場ができたときに、

その現在から始めていって、商工会初め先ほど申

し上げさせていただいたとおりに、まちかどの音

楽会とか、あと、愛教大の事業等々も御相談をし

ながら、この事業を進めていっていただいて、い

ざこの駅前の中央広場ができたときに、ほんとに

これがいいんだというような形のものが私はでき

ると思うんですよね。ですので、ぜひこれは実践

していただいて、お金をかけろと私は言っている

わけじゃなくて、実践していただいて、中央広場

ができたときに、こうやっていったらいいじゃな

いかという模索ができると思うわけですけれども、

市長いかがですかね、そういった見解お持ちじゃ

ないですかね。 

○林市長 

 今の御提案でございます。先回の一般質問だっ

たかと思います。川合議員の御質問いただきまし

た。また、たしか９月議会にもそのような趣旨の

ことを御指摘いただきました。 

 私もこの知立の駅前の活性化、そしてにぎわい

づくり、それが知立の文化として認知されていく

という方向がいいのかなというふうに思っており

ます。 

 今、高架事業をやっている、そして駅前どうな

るかということでありますけれども、私どもが示

させていただいている案が、やはり舞台的なもの

を広場につくって、そこで何か催しものができる

ような形、これも先ほど副市長申し上げたように、

これからも変わっていく、皆様方の意見をいただ

きながら、よりよい形にしていくんですけど、そ

ういう形も今考えているわけでありまして、その

一つとして、まず手始めに今のところでそうした

ものをつくる。なかなか立派なものはスペースの

関係上、難しいのかなと思いますけれども、今の

御提案、一度ここが実際やるところは都市整備部

というところになりますので所管外になるんです

けれども、一度商工会とか、あと観光協会、また

先ほど御披瀝いただきました、まちかど音楽会、

文化協会等々いろんな方々の御意見等をお聞かせ

いただきながら、にぎわいづくり、文化づくりの

一つとして何かできんものかなと、やれないもの

かなというふうに考えております。またよろしく

お願いいたします。 

○杉原委員 

 市長、前向きな御答弁ありがとうございます。 

 ぜひそういった形で、今後できる中央広場の模

索を考える意味でも、また今、鉄道高架が始まっ

てこれからにぎやかしくなってくるわけですけれ

ども、知立駅は何か盛り上がっておるぞといった

ような見解の中で、商工会初めまちかど音楽会、

これから愛教大と締結される事業等々あるわけで
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すから、そういった形で御検討、所管外の中で都

市整備部もかかってきますので、ぜひとも課長、

部長におかれましては、当局におかれましては、

前向きに進めていっていただきたいなと思います

ので、お願いしたいと思います。 

 次に、先ほど高木委員も御質問あったわけです

けども、予算説明書の34ページの環境衛生面のム

クドリ、この鉄道高架の部分のところですね、ち

ょっと私、高木委員が質問されとってはっきりち

ょっとわからなかったんですけど、あそこの駅前

の商工会の商店主の方からクレームがきてます。

どういったクレームかというのは、まちづくり委

員会が今回ネット、けやきのところにネットを被

されて、一時はムクドリがいなくなってとかいろ

いろやっていただいてることに関しては、非常に

感謝を申し上げてます。 

 が、しかし、ムクドリも最近は電線にとまって、

その下にふん害があって、早朝または仕事が始ま

る前に片づけるといったような状況が今出ている

ようなお話を商店街の方からお聞きしておるわけ

ですけども、この今の対策に関して、当局のほう

はどのように対策を打たれて、今実際どのように

動いておられるかということと対策をどのように

考えて今おられるのかということを御披瀝をいた

だきたいと思います。 

○清水副市長 

 駅前のムクドリ対策につきましては、これは公

園担当の方が中心になって、もちろん駅前の商店

街の皆さんも御意見も聞きながらということでは

ございますけども、先ほども高木委員の御質問に

市長も御答弁しておりますけども、なかなかこれ

といった決定だと言いますか、名案がないという

のが実情かなと。これはどこの全国の都市も高木

委員がさっきも御披瀝になりましたけども、同じ

ような悩みのある非常につらいところだなという

ふうに思います。 

 現在の方法をとってるというのは、これもいろ

んな方法を試す中で、私も豊橋市のあれなんです

が、中心の商店街ですね、あの大きな商店街にも

そういったネットがやってあるのも見ましたけど

も、やはり皆さん苦労してですね、それが当面の

一つの一番の対抗策かなということでいろいろ試

行錯誤されているんだなということが思ったわけ

ですが、そういった意味で、知立の駅前も現在あ

あいう形で対策をさせていただいておりますけど

も、やはり見た目にもあれでいいのか、また、木

もあんな窮屈な格好でいいのかとかいろんな御意

見もある中で、とりあえず駅前広場のふん害だけ

は何とか今抑えられるということなんですが、そ

の反動として、今おっしゃるように周辺の商店街

の電線にムクドリが移動して、そちらではまた新

たな皆さんに御迷惑おかけするようなことなので、

ほんとにイタチごっこのことで何ともあれなんで

すけども、これはほんとにそういう生き物との鳥

との共存を図るという部分では、非常にいろんな

意味で永遠のテーマかな。ことしはＣＯＰ10なん

ていうようないろんなあれもあったわけですが、

そういった観点も含めて、私としてどうしたらい

いんですかというような、なかなかないわけです。

皆さんからいろんな御提案をいただく中で、そう

いうものを試しながら試行錯誤していくというこ

とが当面努力の範囲内なのかなというふうにも思

わざるを得ないのかなという、ちょっととりとめ

のないお話をしているわけですが、そんな思いで

ございます。 

○杉原委員 

 このことに関して申し上げたいのが、商店街の

皆さんに、電線があって、皆さんが処理をされて

いると、商店主の皆さんが。一つの素案、今、副

市長がおっしゃられるとおりにイタチごっこなん

ですよね。私もそう感じますが、今のけやきのネ

ットを一つなり二つなり外して駅前広場の中で最

終的に行政所管の中のところになると思いますの

で、実質上の中では商店街の方がすごく苦慮され

て、飲食をされている方が特に多いわけですよね。

ですので、そういった形の中で、これも模索検討

課題の中の一つなんですけど、駅前広場を再度取

って最終的に市のほうが管理をしてやっていくと

いうことも一つ考えられる部分もあると思うわけ

ですね。だから市民の皆さん、商店街の皆さんに



- 10 - 

は御迷惑はかけられない部分もあると思いますの

で、これはあくまでも御提案です。こうしろとい

うことではありませんので、一度ほんとに検討し

ていただいて、商店街の皆さんの御意見も行政側

のほうも聞いていただいて、どうしていったらい

いのかなということを模索しながら決めていって

いただきたいなということが私自身感じましたの

で、一言高木委員に続いて御提案申し上げたいな

と思います。 

 続いて、商工振興の観点から、もう一つすみま

せん、ちょっと戻りましてお話をさせていただき

たいと思います。 

 ホテルクラウンパレスの固定資産税の減免に関

して、私、前委員会のときにもお話をさせていた

だきました。前回の委員会においては、クラウン

パレスがもし撤退をしてしまったらといったよう

な話、これは事実ひょっとしたらあり得ることな

んですよね。大変リーマンショックが起きてから、

今の収入に関しても半減してるという話もお聞き

をしております。 

 そこで、前回の委員会でもお話させていただい

たとおりに、国際観光ホテル整備法に基づく地方

税法台６条第２項の優遇措置、この固定資産税の

減免が受けられるということも前回、私お話をさ

せていただきました。副市長の見解とされまして

は、今年度企業の超過課税をお願いしなくちゃい

けないと、その中で、一部の企業の皆さんには課

税、増税をお願いしなくちゃいけなくて、もう一

つのところに関して税金を低くするということに

関しては考えづらいというお話がありましたけれ

ども、私自身あの後もよくよく考えてみました。

ちょっと違うんじゃないかなって。確かに今回超

過課税をする企業のほうには、知立市の発展のた

めならいいですという副市長の御答弁がありまし

たとおりに、これはできるというところに達した

と思います。が、しかし、ほんとにホテルクラウ

ンパレスに関しては、そういった御要望が市長あ

てに出てるわけですよね。その中で、ほんとにこ

のホテルが大変なんだという中で、知立市が前回

に申し上げたとおり、あそこはゴーストタウン、

出ていってしまって、ほんとにゴーストタウンに

なったらどうなっちゃうのかなという観点のこと

を考えられたことがあるのかなと。そうなれば超

過課税はお願いしなくちゃいけない。でも固定資

産税の減免もしなくちゃいけないと。大変苦しい

今、行政、財政が厳しい中なので考えなくちゃい

けないとこだとは思いますけども、前回お話した

とおりに、何回も言って申しわけないんですけれ

ど、リリオ駐車場に関しても、今ホテルクラウン

パレスが1,000万円払ってるんですよね。もしな

くなったら1,000万円だんと減ってしまうわけで

すよね、その収入の分が。じゃなくても今案内の

とおり１回100円ショップがなくなってしまって

逼迫しておるわけです、リリオコンサートホール。

リリオコンサートホールももっと逼迫されちゃう

といった要素につながるということも私、考えら

れるわけですね。 

 あと、前も話したとおりに、駅の商店街の飲食

に関してもホテルを利用されている方が、ちょっ

と高いから、ホテルが、外に行って食べられると。

特に外国人の方もふえてきて東南アジアの方々は

そういったお値打ちな、要は、ホテル周辺のそう

いった飲食を使われるといったお話も聞いており

ます。 

 そんなことを加味すると、もしそれがほんとに

なくなってしまったらということを考えると、前

も話したとおり、豊田市に関しては、通常固定資

産税1.4％です、建物。それに関しては半分の

0.7％にされたと。碧南に関しては1.0％にされた

と。こういった法の中で国際観光ホテル整備法の

中で、要は、できますよと。固定資産税は前も話

したとおりに市町村税だって市長が決められるわ

けですよね。そういったことを加味して、市長は

今回どのように今見解を持っておられるかという

ことを、また改めてお聞きをしたいんですけど。 

○清水副市長 

 まず、私のほうから、先ほど御質問者がおっし

ゃったような連立駅周の関係で今回条例をお願い

している超過課税の話ですね。だからそれがやり

にくいという話で私、公式の場では多分そういう
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発言してないかなと。ちょっといろんな雑談の中

ではそういったこと言ったかもしれませんが、質

問者おっしゃるように、一つは、連立駅周をきち

っとやっていくということでの一定の規模の企業

に御理解をいただいてお願いをしていくという部

分と、それから、やはり先ほど来出てます駅周辺、

駅前の中心市街地の活性化、そういったものは、

やはりそれぞれの考え方があるのかなというふう

にも思いますので、それをすべてリンクして、そ

れは駄目ですよというようなことを申し上げるつ

もりはございません。 

 ただ、今のそういった固定資産税の減免措置に

つきましても、これはいろんな企業がある中で、

確かに法でもってそういった減免措置ができると

いう規定がありますので、そういうものを適用し

てやっていくということは、もちろん可能なわけ

でございます。ただ、これもいろいろ市民の皆さ

んのコンセンサス、そういったものを得ながら進

めていくことが大事だというふうに私ども思って

おります。 

 もちろん先ほど申し上げましたように、今進め

ています駅周辺の整備事業も今ありますリリオ、

あるいはクラウンパレス、あの一体と今後それは

一体となってあの辺が活性化していかなくてはい

けないということでは、あれが今後駅周辺の整備

が進んでいく中で、あちらが衰退していくという

ことでは、これは全く本末転倒な話でございます

ので、そういう事態になっては絶対にいけないと

いうふうに思っておりますから、そういうふうに

はならないように私どもも努力したい。その意味

では、そういった御要望もいただいてますので、

内部検討はさせていただいておりますが、現時点

まだまだちょっと今結論が出せないというところ

でございますので、御理解をいただければという

ふうに思います。 

○林市長 

 ホテルについては、その必要性、今御質問者っ

しゃられた認識、私も同様であります。あそこが

なくなったときには、やはりホテルの格好になっ

ておりまして、なかなかかわりのものが入ってく

ることはまず難しいんじゃないかということを言

われております。 

 あと、あの施設は鉄道高架のまちづくりと一体

化したですね、当然建物、拠点であるというふう

に思っております。またそうした視点。 

 そして、隣のリリオもあのホテルがあるからこ

そ一定の利益が出てるという点などなどから、私

は、あそこのホテルが突然いなくなるということ

は避けなければいけないという認識は非常に強く

思っております。そうしたことをしっかりと問題

意識等持ちながら、今、副市長答弁させていただ

きましたように、いろいろな角度から視点から検

討をさせていただいているというところでござい

ます。 

○杉原委員 

 ぜひこの点に関しては、委員会の中で今回２回

目ですけど、法の中でやってもいいでよという、

なおかつ今のホテル事業に関しても厳しくて、撤

退せざるを得ないというお話も生の声もお聞きを

しています。そうなったら知立市に対しても大変

打撃を受けるではないかと大変私、危惧をしてい

るので、今回警鐘を鳴らさせていただきました、

再度。 

 ぜひこれは早急に市長、けちけち大作戦もいい

んですけど、けちけちをするところとやらなくて

もいいところ、守らなくちゃいけないところはあ

るはずなんですね、政策課題の中に。 

 ですので、それを分けて一律内々に話を聞く限

り、10％カットだと行政ということじゃなくて、

カットできるものはカットする。進めなくちゃい

けない、なおかつ減税しなくちゃいけないその他

もろもろもあると思います。政策課題なんか、も

ろもろ知立市の場合は財源が厳しい折、あると思

いますけども、その中で、事業仕分けじゃないん

ですけど見きわめてやっていっていただきたいな

と思いますので、ぜひとも市長、前向きにですね、

副市長におかれても、副市長とは個々に話してる

んで、ごめんなさい。どこで話したかというとこ

ろがわからなくなってしまって、ちょっと言いす

ぎた部分もあっかもしれませんが、ぜひともそう
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いった形で話を前向きに検討をいただきたいなと

思います。 

 最後に御質問させていただきます。 

 高木委員もちょっと御説明されましたけど、生

活保護に関して、現在の状況を教えてください。

平成22年の８月末現在に関して、32ページにおい

て、平成22年８月末現在、421世帯の約８億円、

負担においては市が４分の１の国が４分の３、約

市の負担が２億円だというお話をお聞きしました。

これは市長、２億円に関しては、たしか教育費の

中の中学校の１年間の経費であるというお話もご

ざいました。これに関して、非常に知立市は多い

ような気がいたしますけども、まずその今の現段

階の数字と平成23年度３月末に生活保護は受けら

れるじゃないかという予測に関して、まず数字を

御披瀝いただきたいと思います。 

○福祉課長 

 今、生活保護の話ということで、まず11月末現

在の数値発表させていただきます。今、11月末現

在で保護世帯が世帯数で408世帯、人数で578人で

すね。保護率でいうと8.31ということで、８月よ

りも若干下がってきております。というのは、当

然いろんな廃止関係、当然申請を月に数件という

形で出てくるわけなんですが、それよりも廃止の

ほうを重点に置かさせていただいて、やはり生活

指導等かけて、そういったことでもなかなかやっ

ていただけないような方については廃止していく

ような方向で今やらさせていただいてますので、

そういう関係もあって廃止が多くなってきている

ということで伸びがおさまっている状態でありま

す。 

 それで、一応今年度の予測ということなんです

が、基本的には今現状の11月でこの形で減っては

いますが、やはりまだまだ世の中状況が悪いとい

うことで、どうしても皆さん頼ってくるという形

で、やっぱり生活困窮になってくるということで、

ぎりぎりまでほとんどの方が生活してみえて、そ

れこそ貯金も手持ちもなくなった段階で来られま

す。そういった方については、やはり受けないと

ということで、そういった方がどうしても月に５

件ずつぐらいふえてくという、５人ずつふえてく

んじゃないかということで予想させていただいて

今回の補正でさせていただきました。やはり金額

的にはどうしても大きな数字になってきてしまい

ます。 

 特に、この中で多いのは、やはり通常の生活の

関係の扶助と、あと多いのが医療扶助ですね。か

なり医療扶助というのは、すべての医療費につい

て、うちのほうの保護費のほうで出させていただ

いています。その関係もあって、やはり体の調子

の悪い方というのは、うちのほうに相談があった

ときには、すぐに病院行ってくださいということ

で指導させていただいて医療券のほうを発行させ

ていただいて医療のほうをやっていただいてます

ので、そういったこともあって医療費については、

かなり多目に見積もりをさせていただいてという

ことでやらさせていただいております。 

 今回、一応補正でかなり大きくあげさせていた

だきました。最終的には全体見積もって９億

1,200万円強ですね、この数字になってます。当

然それで一般財源でいうとこれの４分の１という

ことで、やっぱり２億円何ぼという形の数字が出

てきてしまいます。やはりうちのほうもいろいろ

とにかくまず廃止という形、減らしていくという

ことを前提にいろんな訪問等やらせていただいて、

今後急激に減ることはないですが、着実に減らし

ていっていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○杉原委員 

 この件に関しては、皆さん前回の委員会でもい

ろいろお話聞かれたと思います。確かに中島委員

がおっしゃられたように、ほんとに補助をしてあ

げなくちゃいけない方に関してはしなくちゃいけ

ないと思います。なおかつ近隣市のほうも、知立

市は生活保護が受けやすいといって来られるよう

なお話も聞いております。それによってふえてる

ような話も聞いてるわけですけども、それがほん

とかどうかわかりませんが、市長に前回もこれに

関しては、２億円という金額、まだこれふえそう

なんですね。医療費の部分でまたふえそうだとい
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うことで、知立市の負担がふえてくるといった現

状があるわけですけども、この対策というのか、

国へ求めていくのか、県へ求めるのか、我々自身

もちょっとよくわからないわけですけれども、市

長、今後のこれを市の負担を減らさなくちゃいけ

ないわけなんですよね。そうすればいろいろな部

分でケチケチ大作戦をやらなくてもいい部分が出

てくるわけですけども、市長の見解としては、ど

のようなこれを対策として市の負担を減らしてい

きたいなと考えておられるか、ちょっとご見解を

お聞きしたいんですけども。 

○林市長 

 この生活保護の制度については、この議会のな

かでも出ておりますように、ほんとに必要とされ

る方にはしっかりと受けていただくということは

まずは基本であります。 

 一方で、非常に財政的に費用が圧迫している知

立市にとっては大きな負担になっているわけであ

ります。いずれにしましても、この生活保護者が、

ほんとにその保護者としての生活をしているのか

どうだかというこの実態調査を常にしていくとい

う姿勢で今おります。 

 これ今、職員がほとんど毎日のように当番を決

めて各御家庭に実態調査に参っております。これ

をこれからもちょっと強化をすると申しますか、

やり方も変えながら、ほんとに生活保護者として

の生活をしているかどうかということをしっかり

と見ていくということが大事であるというふうに

思っております。 

 そして、尐しでも自立、先ほど高木委員もおっ

しゃられました自立していただくことが一番この

社会にとってもいいわけでありまして、自立の支

援を指導をしっかりとしていくということを今、

力を入れさせていただいております。 

 あわせて今、扶助費については４分の１が市負

担でありますが、それにあわせて忘れてはいけな

いのは人件費であります。人件費は丸々市負担で

ありまして、これが扶助者がふえればふえるほど

当然ながらそれに携わる職員もふえるわけであり

まして、やはりそうした財源も非常に大きなこと

でありまして、こうした財政を尐しでも軽減して

いただくように、国、県、市長会通じて働きかけ

をさせていただいております。 

 いずにしましても、この費用、今回の補正でも

一般財源ベースで三千数百万円の形でお願いをさ

せていただくわけでありまして、これはほんとに

しっかりと今見させていただいて、的確な生活保

護の運営をしていかなければいけないというふう

に思っております。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午前10時58分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前11時08分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 失礼いたします。 

 先ほど年齢別ということで８月末の資料ができ

てありますので、それをちょっと発表させていた

だきます。申しわけありませんでした。 

 一応稼働年齢、20歳から64歳以下の方の別をさ

せていただいて、それ以下の方とか扶養の方とか、

あとそれ以上の方については数字的に入ってない

んですが、一応働くことが可能な年齢ということ

で、20歳から64歳までの５歳刻みで発表させてい

ただきます。 

 まず、20歳の方11名ですね。25歳以下10名、30

歳以下18名、35歳以下が32名、40歳以下が38名、

45歳以下が41名、50歳以下が32名、55歳以下が41

名、60歳以下で58名、64歳以下で30名、以上５歳

刻みの間隔の人数の方になります。 

 それで今、全体でこれが311人という形ですね。

この方たちが通常働ける方ですね、通常の生活を

できる方ということですね。その中で、今これ全

体拾ってしまいましたので、その中で病気だとか

そういった方で働くことができない方というのが

含まれています。この方が69名全体でいます。 

 それであと、就労中、今働いているんですが収

入が尐ないために保護も受けてるよという方が５
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名います。それとあと、休職中の方、これについ

ては残りの237名、これがすべて仕事を探しなが

らやっているという、保護を受けているという形

になりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○川合委員 

 それでは、補正予算の中で２点ほどお聞きした

いんですが、まず35ページの衛生費の中で、予防

接種費に係ることですが、967万7,000円が計上さ

れているわけですが、これ、新しい接種事業関係

かなと思いますが、それだけか、もしくはほかの

ものが含まれているかにつきましてお答えいただ

きたいと思います。 

○健康増進課長 

 今回の予防接種の補正につきましては、定期接

種であります日本脳炎予防接種と、あわせてイン

フルエンザ、まだ10月から始まったばかりであり

ますけども、増額が見込まれるというところで補

正をさせていただきました。 

 一つには、日本脳炎でありますけども、今まで

平成17年度からワクチンが副作用があるというこ

とで一たん積極的な勧奨が中止され、それ以降、

この平成22年度までずっと積極的な勧奨がされて

こなかったわけですけども、この平成22年の４月

に国から初回の接種に関しては新型ワクチンで接

種をしてくださいという通知が来まして、それに

基づきまして３歳児のお子様、初回を打ってない

お子様に５年間打ってなかったわけですけども、

そういう方々が一斉に打ち始めましたので、当初

予算を組んでいた金額より非常にふえてきました。 

 さらに８月27日付で２回目の追加の部分につい

ても接種できる通知が来まして、これにつきまし

ては、９歳から13歳の方についても接種可能とい

うことで通知が来まして、この部分についても戸

別で通知を800人程度させていただいて、そのこ

とに伴って今の予算では賄えないというところで、

日本脳炎としましては823万円ほど補正を組まさ

せていただき、インフルエンザにつきましては今

までの季節性のインフルエンザにプラスして昨年

から接種しております新型インフルエンザを含め

た３価ワクチンというものが今年度新しくできま

して、それを季節性も合わせた形で接種できると

いう利点と、今まで10月から12月までの３カ月間

について高齢者の接種をしておったわけですけど

も、国が今年度３月いっぱいまでこの接種事業を

しなさいというところで期間も３カ月延びますと

いうところで今の790人の高齢者の接種対象人数

よりもふえるのではないかという予測のもとに

140万円ほどインフルエンザについても補正を組

まさせていただいたということであります。 

○川合委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっと私、新しい接種事業を勘違いしまして

質問したわけですが、ちょうど今、日本脳炎の話

が出まして、日本脳炎の予防接種において、平成

17年度でしたかね、今言われたように、接種した

方の中で後遺症というか、よくない状態になって、

それが一時中断されたということで、平成21年度

６月でしたかね、新しいワクチンが。ということ

はその間の空白期間の対処についてどのように。

今回こうやって補正やっていただいたわけなんで

すが、対象人数が非常に多い、もしくは１回やっ

たけど２回目からやってないとかいろいろあると

思うんですが、その辺の問題点についてどのよう

にやってみえるか、ちょっと御確認したいと思い

ますが。 

○健康増進課長 

 確かに５年間という積極的な勧奨をやらずに今

まできておりまして、そういう中で、接種をされ

てない方が非常に多いわけであります。そういう

点で、市としましても、広報等で周知をさせてい

ただき、できるだけ摂取できるような形で今後と

も、今現在打ってない方々について接種を呼びか

けていきたいというふうに思っております。 

○川合委員 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 そういう広報的なもの、もしくは周知について

はいろいろ方法あると思うんですが、対象となら

れる方の抽出作業とかですね、かなりハードな仕

事になっていると思いますが、その辺しっかりと
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やっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それから、今ちょっと思い出しました子宮頸が

ん等ワクチン接種事業につきましてちょっとお聞

きしたいんですが、これについての予算措置はど

のようになっていくかについて御確認したいと思

います。 

○健康増進課長 

 子宮頸がんワクチンにつきましては、追加補正

をする中で予算づけを考えておりますので、また

そのときにお話をさせていただきたいというふう

に思うんですけども。 

○川合委員 

 ちょっとここで聞くべきじゃなかったかもしれ

ませんが、予防接種という面で関連でお聞きした

わけでございますが、これで平成22年、平成23年

の国の緊急経済対策の中でやられることでありま

すが、これがその後どうなっていくかということ

は非常に危惧されるわけですね。平成24年以降せ

っかく２年度したものがやめることは多分できな

いだろうし、それをどういうふうにしていくか、

定期接種化していくとなればそれなりの予算措置

といっても国のほうからはなかなか難しい。すべ

て市単のことになってくるので、その辺は今後も

議論になってくることだというふうに認識してお

りますが、いずれにいたしましても、今定期接種

しておりますジフテリアとか日本脳炎、風疹、百

日咳、破傷風とか高齢者インフルエンザ、今新た

なというか高齢者用のインフルエンザ、そして日

本脳炎もまた再開されたということで、いろんな

ものがワクチンによって改善され医療体制が整っ

ていくということでありますが、今回の新接種事

業につきましては、今後の平成24年以降のことも

含めて、できるだけ前向きにやっていかないかん

事業だとは思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから、39ページ、先ほど杉原委員のほうか

らもちょっとお話がありましたが、商工費につき

まして、７款商工費、補正で764万1,000円、これ

ほとんど職員給与関係のことで補正されているわ

けですが、そのほかの補正ということでは補正は

なくて、新しい商工振興事業については補正がな

いわけですね。 

 しかし、この間も本会議で言いましたが、空き

店舗対策で今やっております知立の中央通りの店、

あそこの店が新しい方にかわりましたよね。そう

いうことについて新たな出費とか補正を組まなき

ゃいけなくなるような事態はなかったですか。 

○経済課長 

 駅のというところの空き店舗の対策の事業でご

ざいます。今、質問者おっしゃられましたように、

11月からかわっておりまして、一応この空き店舗

の要綱によりまして３カ月という部分で行ってお

ります。実際次の方が申し込みがなかった場合、

１カ月、１カ月ということで延長もして利用いた

だいておりましたが、今回次の方の利用があると

いう中で、前利用者におきましては終了いたし、

この月より新たにかわって実施をしております。 

 以上です。 

○川合委員 

 ありがとうございます。 

 この中に補正であがっているわけではないので

関連でお聞きしたいわけでございますが、ひょっ

としてそういった人がかわったりなんかすれば店

の中もいじらないかんだろうし、新たな費用も出

てくるわけだと思うんですが、その辺は当初の予

算の中でクリアできたということでよろしかった

ですか。 

○経済課長 

 申しわけございません。ちょっと今、質問の中

でお答えできず申しわけございませんでした。 

 その中では新たにかわったということでは特に

はございません。もし店舗の中でそれ以外に必要

なものがあれば、利用者のほうで飾り棚等利用し

ていただくことになりますので、その部分はござ

いません。 

○川合委員 

 わかりました。 

 このことについて何で触れたかと言いますと、

やはり中心市街地の活性化、商店街の活性化とい
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う意味で空き店舗に取り組んでみえるという中で

ございますが、本来だと、もう尐しその空き店舗

については前向きな取り組みが、非常に費用が必

要だと思うわけでお聞きしたわけでございます。 

 本会議におきましても、今後その一つの店に、

今は中央通り１軒だけですが、そこに絞ることな

く広く知立市内の店に対象を広げて、必要であれ

ばそちらのほうにも支援をしていくような方向を、

時間の関係であまり細かく聞かなかったんですが、

部長のほうからそういう方向性を若干お聞きした

ような気もします。その辺につきまして、もう一

度今後の空き店舗につきまして対策内容、それか

らお考え等をお示しいただきたいと思いますので、

お願いいたします。 

○経済課長 

 先日の質疑のほうでは一般質問のほうでも出た

かと思いますが、空き店舗ということで、現在駅

のところでちりふやということで実施をしており

ます。こういったことで空き店舗の利用を広くい

ただくことは大変ありがたく思っております。そ

ういうことも考え、商店街の皆さんが出店してい

くことを応援するという中身においても重要なこ

とではないかと考えております。 

 どこという地域に限らず、そういった空き店舗

を利用して起業しようとする方においては、何ら

かで支援をしていく必要があることも中でもござ

いますので、どこというところに限らず手あげと

申しますか、言っていただく中で対策として考え

ていきたいと思っております。 

○川合委員 

 ありがとうございます。 

 大きくとらえれば空き店舗対策もしっかりいろ

んなそういう商工振興のことにつきましては、中

心市街地の活性化、そして将来の知立のまちづく

りに対して非常に大きな影響があることであるわ

けでございます。 

 その中の事例として、先ほど杉原委員からのお

話もありましたが、駅前の新しいにぎわいを創設

するということにつきまして、私、一般質問でか

なり具体的なところで質問しましたので、なかな

か問題点も多く、賛成を得られるかどうかという

ことも非常に懸念しておりました。 

 と言いますのは、具体的に出させていただいた

ことにつきましては、噴水のある駅前のロータリ

ーの一部にそういった市のＰＲコーナー、いろん

なイベントができたり、若者が音楽をできるよう

なそういうにぎわい創設をできる施設を具体的に

言えば一角にステージをつくるというようなこと

を出させてもらいました。 

 それにつきましては、明らかに市の管理、それ

から運営となりますと多くの方が集まって来て、

夜までやかましすぎるとか、交通安全の問題、も

しくはごみの散乱とかいう心配もあるわけですが、

それにまさる経済効果、まちの活性化というもの

が期待できるわけでございます。 

 本会議では文化振興ということで僕言いました

ので、今回は所管外になりますのでそういう角度

ではなくて、中心市街地活性化、やはり商工業の

振興という意味でそういったものをつくったらど

うかということで今回は提案させていただくわけ

でございますが、この件につきまして、ちょっと

ダブるかもしれませんが、副市長お考えがありま

したら、ちょっとよろしくお願いいたします。 

○清水副市長 

 駅前中心市街地の活性化につきましては、先ほ

ども杉原委員にも御答弁申し上げたわけですが、

一般質問等で川合委員からも御提案をいただきま

した。そういったことにつきましては、先ほどの

話と重なりますけども、知立市を１日６万人の方

が利用される、また、愛知教育大学の学生も数多

く駅前を利用して通学をされてる、こういった状

況もございます。そういった意味では、若い方た

ちも、ぜひ知立の駅前を活用したそういういろん

なイベント、そういったことにもぜひ参画をいた

だく、そんな企画ができればいいのではないかな

というふうに思います。 

 そういったことでは、若干そういうハード面の

整備、そういったことも必要になってくるわけで

ございますが、現時点での駅前広場の使い勝手の

中では、なかなか御提案の向きがどのようにすれ
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ば実現するのか、なかなかちょっと難しい面もあ

るのかなという思いもいたしますけども、今の周

辺整備の中での駅前広場、そういったものをどの

ように活用していくか、そういったことも含めて

周辺の商店街の皆さん、あるいは市民の皆さん、

いろんな方の御意見をもとにそういった方向が出

ればいいのではないかなというふうに思います。 

 それと、もう一点、やはりそういったところを

活用していろんなイベントをやっていくというこ

とになりますと、どうしてもいろんな音の問題で

すとか、明かりの問題ですとか、いろんなことも

ございます。そういった意味では、周辺の商店街

の皆さんともどもが、やはり御理解をいただく中

で、一緒にやっていくというようなことになって

いかないと、片やではそういうことは盛り上がっ

ていても、片やまたそれに対して支障を来すとい

うような部分があってはこれいけないことでござ

いますので、そういったバランス、調整もとりな

がらのそういう検討ということも大変重要なこと

かなというふうに私は考えております。 

○川合委員 

 ありがとうございました。 

 つくるほうのは小さくても与える影響はかなり

大きいので、その辺はしっかりとしていかなきゃ

いけないことはそのとおりだと思います。 

 いろいろ市の歳出もかかることなので、本格的

なものをつくる前に仮設のものをつくっていろい

ろと準備期間を設けるのもいいかなというふうな

こともちょっとは考えております。 

 ちょっと話が飛んじゃうかもしれませんが、ま

ちづくり条例、こういう条例整備、それから今回

のようなものをつくってハード面を整備していく

ということ、これは行政としてやっていくべきこ

となんでしょうが、結局問題になるのは、その後

なんですよね。まちづくり条例もこれに関連する

ので提言させていただきたいんですが、そういっ

たものを整備して委員会制度をつくって皆さんの

意見を聞くということも、これはいいことだと思

います。それからハード面整備してこういうのを

つくったと。でもそれからのところが市民団体に

任せることもいいんでしょう。それから文化協会

とかそういう専門協会もあるからそれもいいんで

しょうが、行政として一番抑えとかないかんのは、

例えばまちづくり条例なんかでも委員会制度をつ

くって皆さん集まってもらって委員会運営するわ

けですが、市としての指針とか、方向性とかこう

いうテーマであるとか、こういうものを求めると

いうものがやっぱり必要なんですよね。ですから、

そこから出てきたもので方向性を決める、テーマ

を決める、これもいいんでしょうが、市として今

回はこういうテーマで集まっていただきたいとか、

例えばね。そうしないと全く畑違いの人が集まっ

てきて、ばらばらな展開になっちゃって、結論も

出にくいと、運営しづらいと。テーマを決めるだ

けで半年かかっちゃったとか、これは一つの例で

すが、こういうこともあるわけです。 

 それから、今回のこういったハード面の整備に

おきましても、つくって運営はどうするか。これ

は市民の文化協会とかいろんな市民団体の協力が

得られると思います。また、得られるようにもっ

ていかなきゃいかんわけですね。そういう方策が

今度は行政に課せられてくると思うんですね。つ

くってじゃあどうぞということでもないわけだと

思いますので、やはりここで協働という認識がし

っかりとしてないと、いろんな条例整備やらハー

ド面の整備していっても、そのあとが続かなくな

って責任の譲り合いになっちゃうようなことが若

干懸念されますので、こういったことにつきまし

ては、その辺をしっかりと抑えていただきたいと

思います。 

 以前、ＴＭＯというタウンメーキングオーガニ

ゼーションというまちづくりの施策があって、い

ろんな方が集まって、またそのときに愛知教育大

学から関連する教科の教授の方やら生徒が賛同し

ていただいたんですが、やっぱり単年度事業で終

わって、何のためにやっておるか、どうもいまい

ち見えてこないところがあって、成果はありまし

た。一定のものはあったんですが、なかなかそれ

以上の進展しづらいと。まちづくりにずっと定着

することではないものですから、やはり集める側、
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招集する側、もしくはまちづくりに対してこの制

度がこのものがどう生かされていくかということ

はしっかりと抑えてやっていただきたいと思いま

す。 

 つくってくださいよってこっちが要望しておい

てこういう言い方も変なことかもしれませんが、

やはり制度設計やらものをつくっていくというこ

とはそういうものだと思いますので、例えばパテ

ィオなんかだと、つくってからそこのボランティ

ア団体がですね、パティオウエーブという団体が、

これは協会の中に所属されているのか、関係はあ

りますので運営は随分思慮をされたと思いますが、

民間の方たちとうまく運営されておる一つの事例

だとは思います。 

 そこで、今回17日に愛知教育大学との協定があ

るわけですが、その中で、一つまちづくり関係の

内容があったように思うんですが、新しい発想す

る方たちと市の協定後どのようにやっていくかと

いうことは、非常に市としても、ある程度方向性

やらテーマやら、最近の若い子たちはこんなふう

だとか、こうやったらおもしろいだろうというよ

うなことをある程度研究していく必要があると思

うんですね。このことにつきましては、市からの

要望ではなくて、公立大学が法人化して、その中

でいろいろ運営していかないかんものですから、

大学のほうからのオファーでこういうことがあっ

たようにも聞いておりますが、市民部長、まちづ

くり関係で大学との提携において、今後何か求め

るべき指針というようなものがお考えがありまし

たらお聞きしたいと思いますが。 

○市民部長 

 愛教大と提携されるということで企画課のほう

からお聞きしておりますけれども、今まで愛教で

すとパティオの玄関の後ろに像が幾つか並んでい

るというようなことで、それなりのその地域の活

性化には大変有効だと思っております。 

 今後、企画課が12月17日ですか、締結されると

いうことで、その内容を見ながら私どもも活性化

につながるようなことは協力していきたいなと考

えております。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっとテーマが広がりすぎましたが、商工振

興につきまして、今回いろんな人件費以外のもの

がふえまして、いろいろと頑張ってはいただいて

おると思いますが、今後とも空き店舗のこと、駅

前のことについてはしっかり取り組んでいただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○杉山委員 

 一点だけになるかと思いますけれども、教えて

いただきたいと思います。 

 34ページ、保健衛生費の中で、今回保健衛生総

務費が補正予算のところに出ておりますけれども、

関連事項になるかと思いますが、今回の浄苑費の

補正のほうは見込まれておりませんが、前回定例

会で逢妻浄苑に関しまして豊明市のアンケートを

いただいた以降でまた検討ということで、それ以

降の私が聞いてないだけかわからないんですけれ

ども、その内容を尐し教えていただきたいと思い

ますが。 

○市民課長 

 実は、豊明市のほうからアンケートの回答が出

たということで、10月19日にあちらの部長と課長

とおみえになりまして、こちらで副市長と市民部

長と私とで対応させていただきました。 

 その中で、アンケートの回答の結果も出てると

いうことで豊明市のほうから言われまして、詳細

のものについては、これ以上出せないと。前回９

月のときに私のほうお話をさせていただいた回答

率ということになりますので、再度その回答率に

ついて今からお話をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、周辺自治体の施設を使用する今回の状態

を継続すべきであるが、これは回答率が21.1％、

それと周辺自治体の施設に依存するのではなく市

単独で火葬場を整備すべきである、これが回答率

が17.3％、それと、複数の自治体で連携して火葬

場を整備すべきである、これは回答率が37.1％、
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わからないの回答率が21.6％、それから無回答が

2.9％ということで、豊明市のほうからこういっ

た回答率で、それ以上のものはないというお話で

ございました。 

 ただ、私のほうは、今後火葬場もそのアンケー

ト結果が出ましたので、その出た回答の建設の是

非につきまして、早急に豊明市のほうの方向性で

すよね、それを示していただきたいということで、

今後早急に話をしていきたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○杉山委員 

 ありがとうございました。 

 ということは、前回のアンケートを受けて豊明

市の方向性を見て知立市のほうも決めていくとい

うことでございますね。 

 前回は特にこの問題について９月定例会では話

題になっていて、また一般質問もあったかと思い

ますけれども、市民の皆様のこの声というのは、

もうこの何年間でずっとお葬式があるたびごとに

市民の皆様は、私もことし何人の方のお話をいた

だいてますかね、最低20人の80代の方、また、70

代の方等にもお話を聞きましたが、浄苑自体が今、

民間でいいところがたくさんありますので、ああ

いうところでやってほしいとか、一般のＣＭでも

ありますけれども、最後とにかく逢妻のあそこで

燃やしてほしくない。生々しい声で大変恐縮です

が、そういうふうに言われた方がたくさんいらっ

しゃいました。御親せきの方、親族の方、市内、

市外、また県外からおみえになった方も知立市の

財政の最後を見たかというような思いでいらっし

ゃって帰られた親せきの方もみえて、何か他市の

刈谷知立環境組合のような形で組合をもってのそ

ういった浄苑をつくられるのかわかりませんけれ

ども、今のこの状況のままで私はこの補正もなか

ったので、決して今の予算の中で今の状態の中の

浄苑を維持されるとは思いますけれども、これが

当然予算のことを思えば、いくら豊明市からの回

答があったとしても建設的にためには、かなりの

年数がかかると思います。今の状況の中で、もう

ちょっと市民の目線に立ったそういった設備とか

ということを考えていらっしゃる部分ではありま

すでしょうか。 

○市民課長 

 実は、豊明市のほうに、これは平成15年のとき

から総合計画の中に浄苑の関係を載せてほしいと

いうことで、平成15年のときから話をさせていた

だいております。 

 その中で、平成18年の第４次総合計画の中で豊

明市が話を総合計画の中に浄苑の建設の関係を載

せさせていただくということでずっときたわけな

んですが、たまたまことし、第４次総合計画の中

間年でございまして、その中間年に合わせてアン

ケートをとられたと。それについて、そういった

市民の方の回答率が今お話したとおりですが、や

はりこれからは私のほう、豊明市にそういったこ

とで平成15年からお話をして、ようやくアンケー

トの回答が出ましたので、あとは豊明市のほうが

何らかの方法を、方向性ですよね、それを早いう

ちに示していただくということが一番私のほう大

切でございますので、その作業を早いうちに豊明

市のほうにお話をして方向性を示してほしいとい

うことを伝えていきたいというふうに思っており

ます。 

 ただ、市民の皆様方には、浄苑も私のほう、大

分古いということでいろんなお話があると思うん

ですけど、一番私のほうは、今あそこの中で古い

といってもそれなりの清掃だとかきれいにさせて

いただいて、皆様方が終焉されるということで、

非常に私のほうも気を遣いながら行わさせていた

だいております。そうした中での知立市の浄苑で

すので、その辺はもう尐し見ていただきたいなと

いうのが私の率直な意見でございます。 

 以上でございます。 

○杉山委員 

 ありがとうございます。 

 まず、豊明市のほうには期限的にはいつぐらい

まで回答をいただけるとかという期限は決まてい

らっしゃいますか。 

○市民課長 
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 ことしのこの結果、アンケートにつきましては、

６月から７月にかけてされたということで、９月

の末に一応アンケートの結果が出たということで

私のほうに報告がございました。それで10月19日

に改めて電話でなく直接向こうの方がおみえにな

りまして、こちら先ほども言ったように、副市長、

市民部長という方お会いしてお話をさせていただ

きました。 

 ただ、私のほう、豊明市のほうに期限的なもの

は区切っておりません。だけど再度私のほうも、

こちらのほうから早急に建設の是非についてのこ

とをお願いしたいと、早いうちのその方向性を出

していただきたいということで、再度お願いをし

ていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○杉山委員 

 ありがとうございます。 

 きっと期限というか、こういった行政というの

は豊明市の方向の中での総合計画の中でまた決め

ていく内容であれば、だんだんとおくれていくと

いう可能性もあるわけで、やはりこちらも市長、

また副市長交えての総合計画の中にしっかり取り

組んだ方向を知立市としても示していかなくては

なかなか進まないのではないかというふうに思い

ますが、市長のお考えをお聞かせください。 

○林市長 

 浄苑の問題というか、もっとよくしてほしいと

いう声というのは、私のところにも届いておりま

す。 

 議会の中でもたびたびそうした議論の中で、今

この豊明市にお願いをさせていただき、そして、

豊明市が一定の方向で動いているわけでありまし

て、知立市としてはどういうふうにしてるかとい

うのをなかなか悩むところでありまして、新しい

ところに浄苑をつくるのかということ、また、あ

そこを大改装していくのかといろいろ考えはする

わけですけれども、まだ一定の知立市では今現在

のところ豊明市に何とか施設をつくっていただい

て、そこでお願いができんもんかということで今

はお願いをさせていただいているという状況であ

ります。 

○杉山委員 

 豊明市の方向性に合わせて知立市もこの計画に

乗っかっていくというか、そういった形で進めて

いくわけなので、そうなるとよけいに平成15年か

らのお願いでやっとアンケートが前回の定例会以

降に出たということで、７年越しですね。ですか

ら、また今から返答いただくまでにもまたしばら

くかかるかというふうに感じます。 

 知立市もここの部分の土地もここがこういうふ

うですよとか具体的な意見をまた豊明市のほうに

求めていきながら、やはり知立市民だけの問題で

はないかもわかりませんけれども、一番そういっ

た周辺地域の中では、そういった部分では市民の

皆様に御苦労かけている浄苑でありますので、い

ちはやくここまで来てるとよか、また、こういう

状況にありますということが市民の皆様にもわか

っていただきながら、その中で今ほんとに大事に

使っていこうという市の姿勢がもっともっと示さ

れればいいかなというふうに思いますので、また

積極的に市長、副市長ともどもに豊明市の市長へ

当たっていただきながら早期の建設をと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○石川委員 

 私は、37ページにあります塵芥処理費について

お尋ねしたいと思います。 

 刈谷知立環境組合の分担金大幅な減額なんです

が、ちょっとこの背景等をまず説明してください。 

○環境課長 

 刈谷知立環境組合の分担金の補正ですけども、

当初予算が５億6,693万5,000円計上しました。今

回9,963万6,000円減額で４億6,729万9,000円に変

更しました。 

 減額の主な理由につきましては、まず、前年度

の繰越金１億3,697万4,000円が出ました。当初予

算が1,000万円の計上でしたので、１億2,697万

4,000円の増です。これ、環境組合の予算で今言

ってますので、最初の当初予算のところは知立市

の予算ですけども、今前年度繰り越しにつきまし

ては環境組合の予算になっております。 
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 資源ごみの売却収入は4,724万2,000円見込める

ため、当初予算が727万1,000円のため、約3,900

万円の補正を計上しています。 

 それから、歳出では３款のクリーンセンター管

理費の需用費で当初予算２億3,117万円ですが、

3,000万円の減額計上、委託料につきましては当

初予算９億9,759万2,000円ですが、１億円の減額

計上をしています。 

 この12月補正は12月15日、刈谷知立環境組合の

議会のほうで議決されると思いますけども、その

中で、明細を簡単に言いますと、例えば需用費の

消耗品、薬品代で約1,800万円の減、燃料費、都

市ガス代等ですけども1,200万円の減、委託料で

すと施設運営管理委託料で1,300万円減、施設設

備点検業務委託料2,700万円の減、運搬処理等委

託料で、これは埋め立て処理等の関係の委託料で

すけども約4,000万円減、それから粗大ごみの前

選別の委託料で1,300万円の減というように入札

差益等も結構出ております。その関係もありまし

て、環境組合の減額すべき経常臨時的経費となる

当初予算が１3億5,142万4,000円でしたが、２億

8,584万2,000円減額されて10億6,558万円になり

ました。 

 経常臨時的経費は均等割が25％、人口割が40％、

搬入割が35％ですので、知立市の負担割合は約で

すけども35.86％になります。その関係で今回の

減額補正となりました。 

 以上です。 

○石川委員 

 大変細かく説明してもらったんですが、刈谷環

境組合のほうの議会のほうで細かいことはやられ

るわけですが、総体的に言ってこれだけになった

のはどういうことかということを聞いておるわけ

でありまして、中の内訳は結構なんですが、今ち

ょっと聞いていますと、なかなか理解できなかっ

たんですが、わからなかったんですが、細かくず

っと言われるんですけど、何で9,963万6,000円の

減額になったかということで当初の分担金が５億

6,000万円だというところを言っておられたんで

すけど、繰越金がどうこうなんていう話もされる

もんで、何かごちゃごちゃになっちゃってわから

ないわけで、環境組合のほうの議会ならそうやっ

て細かくやってもらえばいいんですけど、全体的

にどういうことだということを言ってもらえれば

いいんですが。 

○環境課長 

 刈谷知立環境組合が新しい施設になりまして、

予算を明確に出すことがまずできなかったという

のがまず一点で、ある程度大ざっぱな予算で当初

予算を組んでおります。特に委託業務に関しまし

ては、入札差益がこれだけ出たということも一点

あります。 

 それから、もう一点、運搬処理施設というよう

なことで衣浦ポートアイランドに運んでおる関係

の埋め立ての費用に関しまして、スラグを知立の

不燃物処理場のほうの工事で使っております。そ

の関係の減額が約4,000万円ありますので、それ

に関しても35.86％、4,000万円の1,500万円に関

しては知立市の埋め立てに関して減額になってお

るというような状況もあります。 

 それから、歳入のほうでは資源ごみの売却収入

が結構大幅に計上されております、上がっており

ますので、その関係の補正があるということ、繰

越金が多かったのも平成20年度の決算における、

こうやって12月補正で減額しとるんですけども、

最終的にまた残が出てくる状況があります。だか

ら事故等があったときの予備費等もあるんですけ

ども、工事請負に関しましては減額を尐し見合わ

せておる分もありますので、そういう関係で非常

に大幅な減が出てきたということです。 

 以上です。 

○石川委員 

 いろいろな新しい施設に変わったということで、

なかなか予想できないような分もあったかなと思

いますけども、ここでは環境組合の議会ではあり

ませんので、当初は５億6,000万円の総体的予算

だったと、分担金のね。今度のこの減額のことに

ついては、いろんな要素があったのでこういうふ

うに大きく出ちゃったと。入札の差額等いろいろ

なものがあったということなんですが、私はここ
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で聞いておきたいのは、当初この平成22年度は５

億6,000万円ですね、当初予算ね。来年度はどれ

ぐらい見込まれるんですか。 

○環境課長 

 来年度の当初予算に関しましては、まだ予算の

査定の段階ですけども、実計で約７億円強の予算

を組んでおりますんので、その７億円強の形には

なっていくのかなと今、予想はしております。 

 その関係ですけども、まず、地方債の償還金が

来年度また大幅に増加します。そういう面と、そ

れから新しく施設点検したんですけども、定期的

にやる点検業務等が増加する関係と、それから、

もう一点が、ポートアイランドの埋め立てが衣浦

の３号地に変わる関係の増額部分のこの３点が大

きな面だと思われております。 

 以上です。 

○石川委員 

 来年度はかなり大きくなるということですが、

地方債については、結局建設のときの返済という

ことではないんですかね。新しい施設を建設した

ときに地方債もこうして借金をしながらやってい

るということで、もうその返済が始まるわけです

からこの負担がふえるということになりますか。

ちょっと来年度のことで申しわけないんですけど。 

○環境課長 

 刈谷知立環境組合の地方債は３年据え置き15年

償還という形ですので、３年の利子だけが平成21

年で終わりました。平成22年からは元金が入って

きます。その関係で元金の償還が始まることによ

って大幅な、地方債としては50億円以上抱えてお

りますので、その償還は非常に大きな額になって

きますので、よろしくお願いいたします。 

○水野委員長 

 ここで午後１時まで休憩します。 

午前11時57分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後０時57分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○石川委員 

 午前中に引き続きまして、今、平成23年度はあ

まり詳細について言えばあれですが、その中で一

番問題と言いますか、それが埋め立てして、その

費用が幾らぐらいになるのということ。それじゃ

あどうしたらいいかという話になってきますが、

今、分担金の割合が35.86％ぐらいということで、

その中には人口割、均等割というような、それは

知立市と刈谷市ではわかりますか。あと問題は、

この搬入どうするのかですね。 

 今の現状として、知立市の人口で割った一人頭

の搬入の量というものは刈谷市と知立市とどんな

ふうな状況ですか。 

○環境課長 

 搬入量平成21年度実績で言いますと、知立市が

２万13トン、刈谷市が４万5,265トン、合計で６

万5,278トン、これが今の積算根拠になっており

ます。 

 ここでいうときの人口割のほうも参考に言いま

すと、人口割は平成22年１月１日現在の住民基本

台帳人口で積算しております。知立市は６万

5,211人、刈谷市は14万1,324人、計で20万6,535

人、これで積算しておるんですけども、刈谷市が

４万5,000トン、知立市が２万トン、人口等で割

った場合のこれは単純に搬入量で言いますと今

30.66％。ですから、全体の負担割合からいった

ときの搬入量では知立市のほうが今尐ない率にな

っておるという状況です。 

○石川委員 

 もう一つね、１人当たりどれぐらいになるかと

いうのは出てますか。刈谷市と知立市。 

○環境課長 

 １人当たりの数字は、今の搬入量を人口で割れ

ば出るんですけども、刈谷市が320キロ、知立市

が306キロ、割った数字がですね。 

 以上です。 

○石川委員 

 この１人当たりの数字を見れば、この分担金の

中で私がかねがね思っていることがあるんですが、

搬入量減らせば当然ということはわかるんですが、

ここをずっと近年の間で、ごみを減量せないかん
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という言葉は出てきておるんだけども、具体的に

方針と言いますかね、あるいは市民に呼びかける、

あるいは10％とか20％とかそういうのもあると思

いますけども、そういうようなことは一つも見え

てこないんですが、そういう方針というか何か考

えていますか。 

○環境課長 

 廃棄物処理基本計画の中間見直しを今やらなけ

ればいけない時期に来ています。それをやりまし

て、平成18年に向けた目標を新たに設定していく

ということが今、早急にやらなければいけない、

平成28年でしたかね、目標にやっていかなければ

いけないのがありますので、それで平成21年と比

較して何％の減量をやっていくというような形、

当初の目標は当然当初の計画ありますけども、見

直しをして、それに対して、ごみの減量の数値を

出してリサイクル率も何％に設定するのか、それ

から、ごみの減量をどうやってやっていくのかと

いうようなことを明記して、それに推進していき

たいと今考えております。 

 以上です。 

○石川委員 

 そうやって数字根拠をあらわせば出されるとい

うのはね、現実に具体的な目標と言いますか、そ

ういうものも掛け声もあげないというような状況

ですね。減量しましょうというのは、一部の方々

はそれぞれやっていますが、そう大きなことをや

られたということもないので、やはりそういう方

向に向けていかないと、これはいつまでたっても

現状が変わらない。今不景気でごみの量が尐ない

なというようなそういう状況もあるかもしれませ

んが、それはそれで、そういう質問をするとレジ

袋の削減。その程度のことしか言われないので、

もうちょっと市民の方々にしっかりと知立市はこ

ういうことで例えば10％削減こういう運動をやり

ますということを言わなければ、いつまでたって

もごみなんてそのままで減らない。一緒にいろい

ろと堆肥化しようと、こういうのものにしっかり

取り組んでもらいたいと。目標数値だけあげれば

いいなんてことはないと思いますので。 

○環境課長 

 ごみの減量に積極的に取り組んでいかなければ

いけないということは、十分環境課としても理解

しております。 

 今たびたび議会の中で言っていますように、可

燃ごみの中に占める紙ごみの割合が多いというこ

とで、古紙の見直しをしながら尐しでも紙ごみを

減らしていく方向で対応していきたいと今は考え

ておるんですけども、これも現実やってみないと

数字的にどれだけの減量になるかというのはわか

りませんので、まず古紙の回収の見直しを一点、

先ほど言われましたように、レジ袋の削減もやり

ました。それから不燃物処理場の埋め立てごみの

減量も今取り組んでおります。１つ１つ取り組ん

でいって、結果としてどういう形で数字が出てく

るか。 

 ただ、知立市の一般家庭から出るごみの量です

けども、これは県下でも非常に尐ないほうです。

今現在の数字自体は。ですから、ごみの数値を減

らしていくのはあくまでも目標でやっていきます

けども、周知徹底は必要ですけども、基本的には

１人１人個人の方のモラルの問題が一番大きなこ

とですので、このごみの分別をしっかりやってい

ただけるように広報等それからいろんなものを広

報だとかホームページ等を使って周知していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○石川委員 

 今お聞きした一般家庭が県下で低いということ

ですが、これはどういう背景があると思われます

か、担当として。 

○環境課長 

 背景といたしましては、あまりいい言い方じゃ

ありませんけども、ごみ袋が35リットルで13円と

いう金額が県下でも多分高いほうの部類に入りま

す、単価自体が。そういうようなことで、ごみ袋

が高いというのも一つの要因になっているのかな

と思います。 

 それから、一般の方のモラルがいいというふう

にも多尐は考えておりますけども、やっぱりごみ
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袋が一番大きな影響をしておると考えております。 

○石川委員 

 私は、ちょっとその答えは納得はしませんけど

ね。ごみ袋高いからといってごみの量は変わらな

いでしょう。だからそれは背景としては違うかな

と。それはモラルが高いというのはいいと思いま

すけど。 

○市民部長 

 数多くないんですけども、地区の集積所、町内

の方、役員の方のボランティアによるきちんとし

た分別収集、これが大きな原因ではないかなと思

っております。 

 以上でございます。 

○石川委員 

 食べ残しをなくすれば一番いいわけだから、全

部食べちゃえばほとんど出ないということですよ

ね。それは今の時代に難しい話かなと思いますけ

ども、その中で、これから分別をしっかりという

ことで、それでいいんですよ。そういう気持ちは

あるんですが、それはしっかりとただ広報で伝え

るだけでいいのか、ちょっとひとつこれから経費

を節減せないかんという中だったら全庁挙げて、

ひとつごみ減量ということに取り組んではいかが

ですか。副市長どうですか。 

○清水副市長 

 この庁舎から、またあるいは他の公共施設もそ

うですけども、そういうところから出るごみ、こ

れもできるだけ尐なくする、それから再利用、そ

ういったことができる等々いろんな紙類、新聞、

雑誌等々につきましても、ここの庁舎から出すも

のについては市民の皆さんにお願いしている同じ

ように分別をして整理をして出させていただいて

いるということでございますので、そういった部

分では職員の意識も上がっているというふうに理

解していますし、また、もう一つ前提は、やはり

無駄を出さないと言いますか、無駄な印刷にしろ

いろんなこれは紙類の話をしているわけですけど

も、そういったものでもできるだけ無駄なものを

出さないとか、そういったことも日々に業務の中

で大変重要なことだろうというふうに思います。 

 そういったものを排出する場合のしっかりした

分別、そういったことをしっかりやっていかなく

ちゃいけないというふうに思いますし、職員もそ

れぞれの行動計画の中でもこれは、環境課のほう

が呼びかけてやっとっていただきますけども、１

人１人がそういったことを心がけながらやってい

るというところでございます。 

○石川委員 

 全庁の取り組みはわかりましたけども、いまひ

とつ市民に対してそういう全町思い切った運動を

起こすとか、そういうものが今までどっちかとい

うと知立市の場合いろんなことをやろうとしてい

るんですが、あまりそういうのは積極的に取り組

まないですね。市長も盛んに今、子育て日本一と

言っているんですが、どういうふうにいくんだと

いうものですね、そういうものです。 

 今、ごみの件につきましては、ほんとに単純な

ことでありますので、ごみを目標値を立てたら、

立てるのは一生懸命担当等で今、計画の中で立て

ていこうということですので、これはその目標は

できたらですね、これは市民に呼びかけるなんて

いう大運動をしないことには全然意味がないんで

すよ。これだけ減らしますよって言葉で言ってお

ってもなかなか難しいことだと思います。あとい

ろいろ分別等しっかりやりながらということであ

りますけども、どうですか。もう一度、市長も副

市長も。 

○清水副市長 

 全庁の庁がちょっと違っておったかもしれませ

んけども、今の石川委員御指摘のとおり、今、環

境課のほうでも今後の廃棄物の処理の減量の計画、

そういったものを具体的な数値目標を掲げながら

しっかり取り組んでいきたいということを思って

いるわけでございますが、今それをやるについて

は、やはり今、石川委員おっしゃるように、全市

民のほうが共通の目標ということで、同じ認識で

取り組んでいただくことが必要だというふうに思

っております。そのためには、やはり何かにつけ

ていろんなそういうごみの減量に関する市民の皆

さんの意識を高めていただけるような行政として
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の問いかけ、呼びかけ、そういったこともしっか

りやらなくてはいけないと思いますし、今、各町

内で御苦労いただいているそういう分別、そうい

ったものもそういう目標の中で皆さんが意識的に

しっかり取り組んでいただける、そんな環境をつ

くるということも大変重要なことだというふうに

考えております。 

 いずれにいたしましても、どの辺の目標がとい

うことは、またこれいろいろ議論のあるところで

ございますけども、やはり一定のレベルの高さの

そういうハードル、そういったものをしっかり設

定をして、それをしっかりそれを目標に全市民で

取り組んでいただける、そんな環境整備を行政と

しても考えていく必要があるというふうに理解し

ております。 

○石川委員 

 そういう取り組みなんですが、要するに、ひと

つ減量のキャンペーンをやろうじゃないかという

ことがあっても、これは１年で終わることじゃな

いものですから、ある時期、ある時期に年間のう

ちに、例えばですよ、私の提案ですが、その時期

を一定にしながら、そのときにみんながそういう

思いを見直すという部分を持ちながら継続的にい

かなくてはこれは絶対ごみはゼロにはなりません

ので、一回だけキャンペーンやったって、それは

絶対駄目なんで、ぜひそういう例えば何月がいい

のかわかりませんけど、ごみの中での、夏はちょ

っとごみもくさいかもわかりませんけど、その時

期に１週間でも１カ月でも取り組みましょうとい

うようなものをぜひつくって頑張ってもらいたい

と思いますが、まず要望はしておきます。あとど

のようにされるか、ずっとこれ見ておきたいと思

いますので、担当のほう、よろしくお願いします。 

 それから、いろいろ減量の中で、可撚ごみの中

に、確かに紙がようけ入っております。それが非

常に大きな重さですね、トンで言っていますから、

重さで換算してますからね、雑誌類やとか段ボー

ルの一部も入ってるかと思いますし、新聞も入っ

てるわというようなごみをいっぱい持って行けば、

それはかなり搬入量がふえちゃいますからね、確

かにそれを分別しようということで今取り組まれ

るんだと思いますが、それで新聞ですか、古紙に

ついて９月でしたかね、路線収集をしようかどう

しようかということで区長会にあがってというこ

とですが、その後の経過はいかがですか。 

○環境課長 

 古紙の回収につきましては、９月議会のときに

は路線収集ということでお話させていただきまし

た。 

 ですけども、区長、役員会の中で路線収集は議

会のほうの一般質問でもありましたように、いろ

いろ問題があるということで見送る形を今とらさ

せていただいております。古紙に関しましては、

今現在実施しています集積所収集の継続か、戸別

収集、新聞屋が実施していますように家の前へ出

す方法のどちらかの選択という形で区長全員のほ

うに金曜日の日に通知を今出させていただいたと

ころで、その結果を見ながら対応を検討していき

たいと考えております。 

 ですから、今まで市が実施していました２カ月

の一度の集積所での収集を見直しまして、区独自

で実施していただく形をとらせていただくという

形で戸別収集か地区の集積所を使った集積所収集

という選択で１カ月に一度以上の実施をお願いし

ていく方向で今検討をしております。２カ月に一

度、１カ月に一度以上ということで。 

 以上です。 

○石川委員 

 ということは、その区によって集積所でやると

ころもあれば戸別収集、戸別収集というのは路線

収集とどう違うかあまりよくわからないんですが、

家の前へ出しておいてとか、そういうことでの収

集もしてもらえるということなんでしょうか。も

う一度ちょっとお願いします。 

○環境課長 

 路線収集というのは、今、可撚ごみを出されて

いるのが路線収集という方法です。ですから、路

線を決めまして、そこまで持って行っていただく

形になっております。可撚ごみに関しましては。 

 戸別収集というのは、基本的にまだはっきりし
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ませんけども、２トン車が通れるのか、軽トラが

通れるのか、これ業者と話し合いしなきゃいけな

いですけども、軽トラか２トン車が通れるかどち

らかになると思いますけども、通れる家の前であ

れば、すべてそこは回ります。ですから、基本ベ

ースは車が通れるところに面した家に関しまして

は、家の前に出していただければ、すべて回ると

いう方向で対応する形になります。 

 ですから今、新聞店がやってる収集にほとんど

近いと思います。その方法をとっていただく場合

には、うちが出しています報償金はもらうことは

できませんけども、区は、役員が出てやることも

ありませんので、どっちが得かということははっ

きり言えないと思いますけども、ただ、まだそれ

を選択してやっていただく区がどんだけあるかと

いうのもわかりません。今先ほど出したところで

すので。今度12月24日までに出していただくよう

にお願いしましたので、それを見ながら１月の区

長会で、また再度説明したいと思っておりますの

で、それで来年度の対応を決めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○石川委員 

 戸別収集というのはよくわかりましたけど、２

トン車が入る道ということならいいということで

すが、私ちょっと今、頭にひらめくには、その２

トン車が入る道なのかどうかわからない。出たら

出っぱなしになるというようなこともこれは可能

性はありますね。そこへ回って来てくれるのか、

回って来てくれないのかというのはなかなかわか

らない場合もあるかと思うんですがね。 

○環境課長 

 道の太さによって回るか回らないかわからない

と思いますので、初めに業者と打ち合わせの段階

で、どこは回る、どこは回らないというのは完全

に決めてしまいます。そうしないと回らないとこ

ろに出していただいても取れませんので。 

 今一番うちが心配しているのは、取り残してい

るのがどうしても出るそうです。それの対応をど

うやってやるかということは戸別収集に関しては

問題が常に出てきます。 

 ですから、町内会がやった場合でも取り残しを

どういうふうに対応していくのか。一度やってみ

ないことにはその結果が出ませんものですから、

どうやってやっていったらいいかというのもやり

ながら検討していくという形になると思います。 

 以上です。 

○石川委員 

 わかりました。 

 多分取り残しがあって、電話がかかってきて残

っておるわとかいうことがあるかなとは思います

けど、それはそれでやっていただいていいわけで

すけど、あとちょっと費用面の話になりますが、

集積所にためてあって、それで業者が運んでいく

と、これずっと戸別収集するということになると、

業者のほうにはどちらも同じ費用というか、そう

いうのでやれるわけですか。 

○環境課長 

 参考で資料を言わせていただきます。平成22年

９月の平均売却価格で言いますと、新聞がキログ

ラム単価ですけども4.2円、雑誌が2.5円、段ボー

ルが4.4円、牛乳パックが7.8円、この価格でキロ

グラム当たり業者が購入していただいております。

これがどういう価格かというと、うちに登録して

あります再生資源回収奨励団体ですね、ＰＴＡと

か子供会とかそういうところが売っている単価の

平均価格です。 

 ですから、今の市が集めておる価格じゃありま

せんので、これは団体の平均価格ですけども、こ

の金額で売られております。 

 ですから、これに地区集積所で区が回収した場

合には、地区報償金の５円がプラスされます。で

すから、新聞でいえば4.2円に５円がプラスされ

て、今まで区のほうには報償金としては市から出

る５円だけでしたけども、区の収入としてはキロ

グラム当たり9.2円になります。 

 これもあくまでも参考価格で言いますけども、

戸別収集の場合は、今の売却単価の半額になるそ

うです、大体。半額以上になることはないという

こと。例えば新聞の4.2円は約２円ぐらいになる
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そうですけども、今の価格でいえばキログラム当

たり戸別収集をやっても区のほうには新聞では約

２円ぐらいがもらえる形という形で、ですから報

償金の５円はなくなりますので、戸別収集やった

場合は、人が全く出るわけではありませんので、

業者が回って集めていくという形になりますので、

そうした場合には、集積所で回収すれば９円超え

ますけども、地区で戸別収集でやれば約キログラ

ム当たり２円というような価格で地区のほうに収

入が入るという形になるという今、方向を検討し

ております。 

 以上です。 

○石川委員 

 そういうような積算の中でやっておられるわけ

で、それはわかりました。 

 ですから、戸別でやれば半分ぐらいのお金はあ

るよということですね。それはその計画で一応ま

たやっていただくという形だけども、区長会のこ

れから同意を得るということかなと思います。 

 それで、そのほかですが、これは中身の問題で

質問したわけですけど、今、分別をかなりやって

おりますね。かなりというかちゃんと決まったや

つをやっておりますね。プラスチックもそうだし、

包装ごみとかね、それからあと、缶のほうはアル

ミとスチール、そしてまた、瓶がいろいろあると

いう中で、先般の本会議の中だったと思いますけ

ど、瓶が新しい分別か何かあるんですか。ちょっ

とその辺のことを聞いたような気がしますが、違

いましたか。ちょっと確認したいと思います。 

○環境課長 

 新しく分別を平成23年度から予定してますのは、

ガラス、陶器類をリサイクルに回す方向に。今ま

ででは埋め立てしていました。第２不燃物処理場

に埋め立てしてましたけども、ちょっと金はかか

りますけども、逆に金を払ってリサイクルに回す

形をとって不燃物処理場の埋立量を尐しでも減ら

したいと、リサイクル率も向上させたいと、そう

いう形でガラスと陶器類を平成23年４月から地区

の集積所においても分別をしていただいてリサイ

クルに回すという方向で今、検討をしております。 

○石川委員 

 わかりました。それが新しい分別が始まるとい

うことですね。 

 それで、その中で、また基本に戻っちゃうかも

わかりませんが、例えばアルミ缶とかスチールの

缶それぞれ今回収していくのは中間業者という業

者が入ってるんですね。今スチールとアルミはそ

うだったかどうかというのはちょっと違うかもわ

かりませんけど、中間業者と称する人が、称する

人といったらおかしいですが、そういうほうが間

に入ってますねというようなことがあるんですが、

ちょっとその点、お聞かせください。 

○環境課長 

 仲介業者が入っているというのは、プラスチッ

ク製容器包装ごみとペットボトル、これに関しま

しては仲介業者が入っております。それはそこで

汚れとか不良品を除いて一つのこういうこん包し

たやつをつくりますので、固まりを、それをまた

使う業者のところに持って行く形になりますので、

ペットボトルとプラスチック製の容器包装ごみに

は仲介業者が入って、それから使われるところに

持って行くという形をとっております。 

 以上です。 

○石川委員 

 わかりました。 

 仲介業者のほうがそういうふうにきれいにして

渡すということですね。それはわかりました。 

 それで、そういう仲介業者とかそれぞれ分別し

たごみを持って行くときに、かなり市場の価格が

変動もしてますので、随分価格が違うかと思いま

すが、例えば１年ごとに契約してるんですか。 

○環境課長 

 このペットボトルだとかプラスチックだとか、

これはリサイクル業界のほうにのって動いており

ますので、その協会が契約を結んでいただいて単

価等全部国単位統一的な動きでやっておりますの

で、知立市独自で売却しとるとかそういうものじ

ゃありません。 

 ですから、容器包装リサイクル法にのったやり

方で売却のほうを手続とっておりますので、市が
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単独で動いているというものじゃないということ

で御理解いただきたいと思います。 

○石川委員 

 今のプラスチックとかそういうのはわかりまし

た。 

 だけどスチールとかアルミとかいうのは、かな

り市場価格の変動はあるかなと思いますね。非常

にアルミだとこのところずっといいものですから、

結構山にして積んで持って行かれる人はあります

ね。やみの、やみだといったらおかしいですが、

そういう形になっておるわけですが、そういうも

のについてはどんなふうな契約の形態ですか。 

○環境課長 

 市のほうで独自に売却しています缶だとか瓶類

に関しましては、３カ月に一度入札をやりまして

単価を決めて、一番有利なところに売却するとい

う形で実施しております。 

○石川委員 

 わかりました。 

 ３カ月に一度やってみえるんですけど、そのと

き応札するのはどれぐらいの業者がおるんですか。 

○環境課長 

 今ここに資料持ち合わせておりませんので、後

ほど回答させていただきたいと思います。業者数

ですよね。 

○石川委員 

 そのときによって違うからそんなんいいんです

よ。大体でいいんですけど、どれぐらいの人が入

札するのかなと思いましてね。 

○環境課長 

 約３社から４社で入札をしておる形です。業者

数ですよね、一つのものに関して。 

 ですから、なるべく市内業者があれば市内業者

も入れて対応しとる形でお願いしております。 

○石川委員 

 それで、そのリサイクルのやったものね、集積

所でみんな集めておるわけですが、これは市のほ

うへ収入入るわけでしょう。それからあとは今の

報償金等でまた出てくるんですかね、そこの仕組

みはどういうふうになってますか。 

○環境課長 

 リサイクルで入札したものに関しましては、市

の雑入のほうですべて収入になっております。単

価がいいときと悪いときと金額が非常に大きくず

れてきますけども、雑入の決算を見ていただくと

数字が出てくると思いますけども、古紙やアルミ

缶にしても、いいときと悪いときではもう半額ぐ

らいずれますので、大きな金額の変動になってお

ります。 

○石川委員 

 私、それ雑入で全部入っちゃうのわかるんです

けど、それが町内、区のほうで集積所で一生懸命

やってみえるんだけど、そういうところへはどう

いう形の還元でしたか。ちょっと確認したい。ど

んな還元があったんですか。 

○環境課長 

 区のほうには分別地区報償金という形で約

1,800万円の報償金を支払っております。それを

区のほうに支払っておるというのが今の現状です。 

○石川委員 

 報償金の形になるんだけども、今聞こうとして

いるのは、しっかり分別してそういうものをちゃ

んとたくさんそろえたほうがいいのか、報償金が

どんなふうにして払われるのかというところです

が、そうやらなきゃやらなくてもいいのかという

ことになっちゃうし、そこのとこら辺を教えてく

ださい。 

○環境課長 

 区のほうが分別したものに関しましては、古紙

類に関しましては分別地区の報償金を払っており

ますけども、金属類や瓶類に関しましては支払い

しておりませんので、それに関しましては、量で

どこの集積所からどんだけの量が出たという数字

は つかまえておりません、正直言いまして。 

 ですから、それが集積所から不燃物処理場のほ

うへ持って来て、そこでまた売却している形とっ

ていますので、確かに子供会、ＰＴＡ等の報償金、

資源回収奨励報償金を支払っているところに関し

ましては金属類に関しましては、１キログラムに

つき３円、それから瓶類については１本につき３
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円の報償金を支払っております。これは子供会や

ＰＴＡというようなところで独自に集めてる団体

です。地区の集積所で集めている形のところには

支払ってません。 

 今、古紙類に関しましては２カ月に一度集めて

おりますけども、これは地区集積所も使っており

ますけども、違うところも使う団体もありますし、

古紙だけに関して地区に報償金を今出しておるか

という形、今現在はそういう状況です。 

○石川委員 

 報償金もいただけるし、そちらのほうのところ

も一生懸命分別してるから、確かにたくさん集め

ようよなんて言ったって、何もそれの報償金もな

いなんていう形なら、そう集めんでもいいや、ほ

っとけという形も、これは極端な話ですが、なっ

てしまうんですよね。 

 これも何かいい方法はないのですかね。古紙に

ついては報償金があるので、それでは古紙はとい

うことにもなるわけで、やはりいろいろそれぞれ

区によっては大変そのことをやることに対しても

随分いろいろな意見がありまして、なかなか人が

集まらないとかいろんなことがあるわけですけど

も、その中で、ちょっと頑張れば区のほうにも大

分収入が入るよということになれば、またこれは

随分話が違うんですが、ここら辺はなかなか難し

いところがあるんでしょうかね。そこら辺のとこ

ろどうですか。 

○環境課長 

 分別地区の報償金の約1,800万円払っておるん

ですけども、この金額に関しましても今までの長

年のいきさつで、この金額を他市と比べてもこの

金額は非常に多い金額を支払っております。です

から、この分別地区の報償金の見直しをかけて、

ただ、地区の今、正直言いまして、うちの分別地

区の報償金は地区の町内の活動費にも活用されて

おるんではないかなというのが多尐思い当たる節

がありますので、すべてこれがうちが払っておる

1,800万円がごみの収集に関するところで使われ

ているとは思っておりません。 

 ですから、ある程度見直しも必要だと思います

けども、この前、話がありましたけども、町内会

に払っている費用、町内活動費補助金だとかいろ

んなものの絡みが全部ありますので、それの全体

的なものから見直していかないと、どういう形で

地区にお金が回っていくのかという形を見直すこ

とができるかどうかというのもわかりませんので、

今ちょっと検討させていただいてる最中なんです

けども、言われたとおりに空き缶を集めたら幾ら

とかいうような形で金をもらえればやる気もまた

なるかもしれませんけども、そういう金がないか

わりに今1,800万円の報償金を払っているという

ふうに理解していただきたいと思います。 

○石川委員 

 報償金の分が1,800万円ということであります

けども、それはどういう基準で払われるんですか。

区費のあれと何とか割とか、人口割とか、面積割

とかああいうやつでいっちゃうんですか。 

○環境課長 

 今の報償金の額ですけども、均等割が１町内会

当たり24万円、人口割が１人当たり30円、世帯割

が１世帯当たり300円、これは年間１世帯ですけ

ども、人口も年間１人当たりですけども、均等割

24万円、人口割30円、世帯割300円という形で積

算させていただいております。 

○石川委員 

 今やっておられるのはわかりますけども、それ

はそれでまた結構なことかと思いますけども、そ

れはそういっちゃいけませんけど、いろいろ区に

よってもそれぞれ温度差もあります。一生懸命や

ってみえるところと、そうでないといっちゃ御無

礼だけど、皆それぞれ知立市の場合は分別として

はうまくいっているんじゃないかと私は思ってお

りますけども、そのように報償金1,800万円とい

うのは非常に大きな額を出しているのではという

ことでありますけども、何かそこにそれぞれ励み

になると言いますかね、一生懸命やればやるだけ

こういうことがあるよというものがあれば、また

それなりの違いがあるかなと思うんですが、その

ようなことを見直すというのか、考え方でいくと

いうようなことはありますか。 
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○環境課長 

 今回実験的に古紙でそれがたくさん集めればた

くさんもらえるという形をやっていますので、こ

の結果を見てまた考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○石川委員 

 それでそれを見てやられるということで結構な

んですけど、こういう今かなり分別の種類があり

ますのでね、それがすぐそうやって対応できるか

どうかということもあるかなと思うんですが、そ

こら辺どうですか。あと、金属類、一般とかそん

なんになっちゃったら全然違いもあるかと思いま

すので。 

 なぜそういうことを言うかといいますと、アル

ミ缶というのは、結構御存じだと思いますが、集

積所へ置いてあって、持って行かれちゃうとか、

そういうようなケースもあるわけですね。だもん

ですから、そういう持って行かれちゃったという

場合は、これはそうやって均等割だとか何だって

もらえれば別に何ともないんですけども、そこら

辺のところも考えられるし、しっかり集めようか

どうしようかというふうなところで違いがあるか

なと思うものですから、そういう分別の種類がか

なりありますからね、それをどこまでどういうふ

うにやるかというのはなかなか難しいといえば難

しいかもわかりませんが、そういうような見直し

とかいうことは考えておられますか。 

○環境課長 

 非常に今、分別の種類が知立市が最高とは言い

ませんけども、ある程度知立市も分別が細かくな

っております。これ以上分別をふやすことは考え

ておりません。今現在におきましては。 

 ただ、今回またガラス陶器類の分別が始まりま

すので、その分がまたふえます。来年度から。で

すから、もうちょっとかごもどんどんふえていく

方向になっておりますので、集積所のスペースも

限られております。ですから、なかなか分別の種

類をふやすということはできないと考えておりま

す。これ以上の数はふやしていきたくないという

ような形で、ただ、今でも相当量なっております

ので、瓶でも４種類に分けるような形で。ですか

ら、先ほど言われましたこの分別に関しましては、

ちょっとまた今回２種類ふえるような形をとって

いきますので、実際決まりましたら、今度区長会

諮りますので、区長会諮って決まりましたら、ま

た来年度からどうなるということはカレンダーに

も書かせていただきますし、対応していく方向で

おります。 

 正直言って、今地区に役員がいますので分別で

きますけども、個人で来られた方はかなかなか多

分わからないと思うんですよね、分別の仕方が、

持って行って。役員がおって、ここに入れて、こ

こに入れて言えばわかりますけども、ほんとに精

通した人じゃなくて、よそから引っ越してきた人

や何かが結構わかりづらいといって分別の仕方が。

やっぱり市ごとに違うということもありまして、

ごみカレンダー渡しても、これはどこ、これはど

こという役所にもよく電話かかってきます。です

から、うちは丁寧に答えて、これはこちらに出し

てください、これはどこどこに持って行ってくだ

さいというような形で回答しております。ですか

ら、分別はやればいいことはわかっておるんです

けれども、これ以上の分別はなかなか難しいのか

なということを思っております。 

○石川委員 

 今ちょっと質問がおかしかったかもわかりませ

んけど、分別を原則とかそういうのじゃなくて、

そういう金属類なんかの分別をしたときに、そう

いう一生懸命やればやっただけの報償金的なこと

がやることができるかなと、そういうことの可能

性を聞いたわけですよ。 

○環境課長 

 それは考え方の相違があるかもしれないですけ

ども、子供会とかＰＴＡでも空き缶、空き瓶集め

てます。それと同じような形で、例えば町内会の

方がみんなやると言われれば、それはそのときに

考える内容になってくると思いますけれども、今

は集積所で集めてますので、それは難しいという

状況です。 

○石川委員 
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 あまり長くなってもいけませんけど、今、地区

でやる今の分別とかそういうものは、非常に市民

の方々の認識が非常によくなっていると思います。

先ほども課長言われたように、ほかから変わって

来られた人たちはそこがどうかわかりませんけど、

平生出される方々は、ほとんど分別にもなれてみ

えます。ですから、立ってる人もかなり尐なくて

もやれるような状況にはあるわけですね。だから、

それはそれでいいんです。非常に分別が定着して

きたということなものですから、その中において、

今私が申し上げたのは、そういう報償制度がもう

ちょっとあれにならないかと。そうすれば、それ

だけのまた励みになると。もちろん今、山屋敷の

ほうのところへ直接持って行って随分きれいに搬

入できますので、車に積んで持って行かれる方も

随分おりますけども、そういうところをちょっと

どんなもんかなということで、古紙の場合はこれ

で報償制度にのっかるということですので、たく

さん出せば出すほどいいなということですし、そ

こら辺のところの見直しを考えられるかどうかな

ということなんですけどね、金属類についても。 

○環境課長 

 今、空き缶だとか、瓶類だとか、２週間に一度

集めております。その今のやり方で報償金をつけ

ていくというのは非常に難しい状況だと考えてお

ります。 

 一遍古紙で各町内会がどういうふうに動かれる

かそれを確認して、それでまた町内で集められる

ところがありましたら、それを古紙を頑張って集

めて報償金がたくさんもらうような方向で動かれ

る町内もあれば、今までどおりにやられる町内も

あるかもしれません。それを一遍量等を見まして、

それからいろいろ研究させていただきたいと思い

ます。 

○石川委員 

 これ以上あれしてもいけませんけども、ぜひ何

かそういうことを私のことも可能性があるなら、

しっかりと分別でやるところとそうでないところ

と、それでも世帯の数が多い、人口が多いからそ

れじゃあという形もこれはいかがなところがある

かなという部分も思います。 

 というのも、やはりそれぞれ区に加入しないと

いう方が今ふえてきておるわけですね。そういう

現状からいくと、ただその地域に人口がおるから

それじゃあというものではなくて、やはり区のそ

ういう人たちが地域でそういうことをしっかりや

らないかんのかという方向がみえるものにしてい

ったほうがいいのではないかなと思うんです。 

 だんだん町内会の加入が減りつつある中ですの

で、今後またどうなっていくかなという基幹的な

部分もかなりあるわけです。そんな中で、報償制

度がそれがいいのかどうかということもさらに検

討しなければいけませんけども、そういうもので

ある程度区のほうの会計、先ほど言いましたよう

に、区への加入者がだんだん減るということにな

りますと区費の回収もままならないというような

ことで、区の運営自身がなかなか難しいというと

ころで、それじゃあ何をするかということになる

中の一部分としてやって努力したら努力しただけ

のものがあるよということがいいのではないかな

と、そんなふうに思ったものですからいろいろ提

言をさせていただきました。 

 あと最後に、市長、このごみの減はどのように

お思いですか。今の分別とか、あるいは可燃ごみ

の収集の状況、知立市の状況を見ていかがな思い

でございますか。最後にお聞きしたいと思います。 

○林市長 

 今回のごみの関係の石川委員のお話、るる聞か

せていただきました。 

 今回もこの環境組合への補正減は１億円近くの

補正減ということで、非常に大きなお金が動いて

いる。補正だけでも大きなお金が動くわけであり

ます。 

 塵芥処理費を見ていただくと、もう10億円近く

になっているということで、かなりうちの一般会

計の予算の中でも圧迫をしてきているということ

でありまして、これについては、今までこのごみ

処理というところについては、クリーンサンデー

でありますとか、啓発活動やっております。 

 視点としましては、やはり地球環境にやさしい
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取り組みだよということも当然訴えていくわけで

ありますけれども、これからは、それとともに、

コストはこれだけかかっているよということをも

っと全面的に訴えていくときかなというふうに思

っております。 

 その一つとして、一般質問でも御指導いただい

たんですけれども、例えばこうした最終処分場の

形態が変わることによってコストがこれだけ上が

るんですよということを明確にしながら分別をさ

らに呼びかけていくということが大切かなという

ふうに一つ思っております。コストの面を訴えて

いくということかなと思っております。 

 私ども市としては、この啓発をやるわけであり

ます。今言った分別ということも当然今、古紙類

等のこれからさらに回数をふやすという視点で形

態を変えていく選択をしていただくわけでありま

す。 

 あと、先ほど来、瓶、缶という御指摘をいただ

きましたが、これについては法律として容器包装

リサイクル法に基づいて市として分別をしないか

んという項目ございまして、一定程度は多い尐な

いにかかわらずやっていただく、地域の方々に御

協力いただいてやっていただく。それのさらに多

くやっていただくために従量制でやったらどうだ

ということでありますけれども、これについても

今、担当申し上げましたように、古紙の例を見て

一度検討していくということであります。 

 もう一つは、環境組合の分担金の根拠が今、均

等割、重量割、人口割ありますけれども、私、前

から議員のときから申し上げている、今も問題提

起等はさせていただいておるときあるんですけれ

ども、均等割をできるだけ減らしたほうがですね、

重量割をふやすほうがお互いに分別の形態が進ん

でいくんじゃないかということで、これからも重

量割を負担金割合を根拠においてふやすような方

向でもっていったらどうかなというふうに私自信

思っております。 

 いずれにしましても、このコストの面で、コス

トということを考えながら、これからごみ処理と

いうこともしっかりと考えていかなければいけな

いと思っております。 

○石川委員 

 ありがとうございました。 

 確かにいろいろな面でコストの面はしっかりと

見ていくべきだと思います。 

 しかし、ある程度法律とかそういうものに縛ら

れますのでやむを得ないところもありますが、ま

た市民においてもそういうことを一生懸命考える

中で協働していかなくてはいけない。そうしなれ

ば、なかなかこういう財政危機と言いますか、厳

しいことを乗り越えていくためにはそういうこと

をしっかりやらないことには、乗り越えることは

なかなか難しいのではないかなと思います。 

 ぜひまた力強く全町挙げてそういう減量作戦と、

そういうものを繰り広げていただきたいと思いま

す。このことを要望いたしまして終わります。あ

りがとうございました。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後１時55分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後２時05分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○三浦委員 

 失礼します。 

 簡単に一つだけ質問させていただきます。 

 同じ環境であります。35ページ、住宅用の太陽

光発電施設設置費補助金960万円、この件に関し

て説明お願いします。 

○環境課長 

 住宅用太陽光発電設置補助金についてですけど

も、平成22年度の当初予算が120件分で1,920万円、

４キロワットが限度で４万円の120件分を計上し

ていました。 

 申請が非常に多くて、10月末時点で127件の

1,800万円、予算額1.920万円ですけども、1,800

万円まで申請がありました。12月補正におきまし

ては前年度実績を踏まえまして60件、960万円の

補正をさせていただいております。 
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 国の経済対策で円高デフレ対応のための緊急総

合経済対策ということで、当初は太陽光発電は12

月、国の方の補助金も４月26日から12月24日まで

が申請日でしたけども、これがこの補正予算で３

月末まで国も延びております。その関係もありま

して60件の追加補正ということで出させていただ

いております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 10月までに127件、これ大変多いですけど、こ

れですね、新築が多いと思うんですけど、既存の

住宅でもやるということはあるんでしょうか。そ

の辺の比率がわかればお願いします。 

○環境課長 

 基本的に非常に新築が多いんですけども、既存

宅でも屋根の上に乗せる場合もあります。今ちょ

っとここにその細かい資料は持っておりませんの

で、また後で割合は説明させていただきたいと思

います。 

○三浦委員 

 ありがとうございます。 

 これ計算でやってみればわかるんですけど、大

体最高額と言いますか、４キロワット４万円の最

高が16万円と、これがほとんどこの金額でしょう

か。 

○環境課長 

 ４キロワットの限度ですけども、非常に多いの

は3.5キロワットぐらいのものが非常に多いのが

現状です。 

 ですから、今言いましたように、120件の４キ

ロワットで予算組んでますけど、127件でもまだ

予算余っていますので、大体平均すると４キロの

やつも４キロ目いっぱいのところもありますけど

も、平均すると3.5ぐらいのものが多いものです

から、割り返しても3.5キロワットになります。 

 以上です。 

○三浦委員 

 そんな形で満額と言いますか、3.5ということ

であります。 

 今、来年度に向けて予算のほうやっておると思

うんですが、来年度何名というか、幾らまでとい

うか、その辺の方針はどうなんでしょう。 

○環境課長 

 平成20年度の実施計画のほうでは、この120件

という数字ではない数字、もっとたくさんの数字

をのせていく予定でおりますけども、まだ当初予

算の査定やる段階ですのではっきりした数字をこ

こで述べることは難しい状況ですので、お願いい

たします。 

○三浦委員 

 この延びがこのままこういった延び側でいくの

かちょっとわからないかと思いますが、ぜひ今年

度何かそれ以上のまた予算のほうをお願いしたい

と思います。 

 それから、これに関連しまして、太陽光発電は

ＣＯ２の削減とか省エネの対応ですが、この庁舎

とか中央公民館の庁舎関連しまして、そういった

ＣＯ２の削減、また省エネ、そんなようなことで

何か対策というのは今やってるんでしょうかね。

何か庁舎に向けてのあれがあればと思うんですが。 

○環境課長 

 市庁舎、市の施設に関しましては、エコプラン

というものを作成しまして、平成22年度までで今

実施してきました。今年度また今見直しまして、

来年度から平成23年度からの計画を策定中という

のか、作成する予定になっております。 

 ですから、庁舎に向けてのＣＯ２の削減の呼び

かけに関しましては、また今年度新しい計画を見

直してつくって、来年度以降の計画をつくる予定

になっております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 ほかの新しい庁舎とかいろいろ考えると思うん

ですが、壁面の緑化、屋上緑化、こういったのを

前にもちょっと言いましたが、こういったのの今

から計画ということですので、その辺の計画の予

定はあるんでしょうか。 

○環境課長 

 壁面緑化とか屋上の緑化というのは同じですけ

ども、うちの環境基本計画の実施計画等でもそち
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らを推進していきたいという言葉は実際は書いて

あります。 

 この市庁舎等に関しましても、今回の見直しの

中で、例えば刈谷市役所とかが実際やられてまし

たし、市庁舎でもやられておるところいろいろ見

させていただきました。ですけども総務課等も協

議いたしまして、どういう形でできるのか、一遍

研究させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 壁面とか各小学校でやっている例を見させてい

ただきましたが、やはり市庁舎もこれだけの庁舎

でありますし、南向きもありますので、ぜひこう

いったのを研究していただいて、その計画の中に

も取り入れていっていただきたいと思っておりま 

す。 

○中島委員 

 先ほど古紙回収の件でやりとりがありまして、

その点での質問を一つさせていただきたいと思い

ます。 

 現在アンケートを配って、各町内がどのような

方法を選択したいですかという二者択一のアンケ

ート用紙を区長に郵送されました。ステーション

収集月１回最低やること、または戸別収集月１回

最低やることと、各戸の収集、この二つでどうで

すかと。一覧表で先ほど言われました金額も書か

れてありました。古紙が今このぐらいの値段です

よ、報償金はこうなりますよというようなことで

ありました。 

 私は、一貫して高齢化の中での古紙収集が困難

になっているという発想からの見直しを求めてき

たわけなんですけれども、一つクリーンセンター

のほうで可撚ごみ袋の蘇生率というものを定期的

に調査しているということを聞いております。ど

のぐらい古紙が混入するのかというデータとして

一応抑えておきたいと思いまして、その点を伺い

たいと。それがふえているかどうかというその具

体的なデータがどうなのか、その点を御説明をい

ただきたいと思います。 

○環境課長 

 蘇生率の表自体ここに正直言って、今持ってお

りません。口頭で聞いておる数字で申しわけあり

ませんけども、いつも言わせていただくように、

40％前後で推移しているという話は聞いておりま

す。 

 以上です。 

○中島委員 

 可燃ごみ袋の中で、古紙類が重さで40％を占め

ていると、こういうことですね。これがふえてき

たかどうかということについての認識はどうなん

ですか。 

○環境課長 

 話の中では、ふえてきているというような言い

方はされておりません。前からずっと同じような

数字でということで聞いておるですけども、実際

数値を私が今ここで持ってるわけじゃありません

ので、環境組合に確認をとりまして、推移ですよ

ね、それに関しましては、また資料がここに今持

っておりませんのでわかりませんので、申しわけ

ありません。 

○中島委員 

 また後から教えていただきたいというふうに思

います。 

 あくまでも蘇生率、割合ですからね、他の分別

の進んでいくと、同じ量であってもパーセンテー

ジがふえていくとかいろんな割合、比率の問題で

すので、絶対量ということではないわけですが、

ただ、40％というと相当やっぱり多いですよね。

可撚ごみ袋出すのに古紙回収の対象になる資源と

して40％がそこに入ってしまっているということ

は、やっぱり重大問題というふうに思います。こ

れがやはり回収できるということが可撚ごみ、先

ほどの投入割というごみの比率も下げることにな

るというふうに思いますし、大変大きな効果が生

まれてくるだろう。効果だけでなく、市民は出し

やすくなるというここが一番ポイントだというふ

うに思いますね。出しやすいということで、ぜひ

その辺のポイントを押さえて私は区ともお話し合

いをしていただきたいなというふうに思います。 

 今回先ほど費用面のことを言われましたけれど



- 35 - 

も、二者択一ということで、一方は重さに対して

それぞれ売却の価格、単価というものが発表され

ました。新聞なら4.2と。それプラス１キロ５円

ということでは9.2円。戸別収集であるならば売

却が半額になるという言い方されまして、２円ぐ

らいになると。ちょっと５分の１というすごい格

差ということにもなってくるわけなんですね。戸

別収集なら半額という、この半額というのは、収

集しにくいからこうなるんだという業者の考えな

のかどうか、その点ちょっと確認をさせてくださ

い。 

○環境課長 

 当然戸別収集しますと、それだけ車もぐるぐる

回って人が集めておる今、姿見ますと、大体１人

が車に乗って、１人でおりて乗せて、また車に乗

って取って乗せるというようなやり方で今、集め

られているところが多いと思いますけども、そう

するとやっぱり人件費も１カ所で集まったのを一

遍に持って行くのとえらい違いが出てきます。そ

の関係で経費が単価が２分の１に落ちるというこ

とです。 

○中島委員 

 それは納得ですね。業者の側からしたら、集ま

った集積所へ行って持って行くだけと大違いとい

う点では、半額いただけるだけでもいいのかなと

いう逆に思いますけどもね、我が町内も、きょう

区長がおみえになりまして、この話をして行かれ

ましてね、今は全員にうちはアンケートをとると

いうことで回覧板を回した。皆さんどちらがいい

ですかというアンケートをとって、積極的に皆さ

んの意見を聞こうというふうにしてやっています。

出す側の１人１人の皆さんの意見はどうですかと

いうここのところを私、非常に大事な取り組みだ

なというふうに思いました。 

 私、一つだけ戸別収集、新聞なら２円ぐらいで

すけども、これが売却の価格というものが、がん

と減ってきちゃった場合、逆報酬、マイナスにな

ってしまうというときに区が負担しなければなら

ないのかと、こういうことにもなりかねないわけ

ですね。区がリサイクル率を上げていこうと。さ

まざまな市の施策に協力するという側面もありな

がら、逆にお金を出さなきゃいけないと、区がと

いうことだけは避けてほしいなというふうに思う

んですけれども、その辺についてのお考えはどう

ですか。 

○環境課長 

 以前にも市が売却しているときにも逆有償のと

きがありました、正直言いまして。ですから古紙

回収に関して、例えば売却単価が下がった場合に

関しましては、今の多分再生資源団体の報償金を

見直して、そこで考えていく必要があるというこ

とだけはわかっておりますので、区が金を払って

古紙を集めるというようなことだけは避けていき

たいと考えております。 

○中島委員 

 せめてそれは避けていただかないと、区民の皆

さんのために戸別にしようといって決断をした区

が、大変な赤字になってしまうと、こういうこと

になりますので、その点だけは見直してほしいと

思います。 

 また、今までの方法と違って、今まででいうと

集積所で集めた場合は報償金が市として１キロ５

円というものが支払われるだけというものが、今

度区が登録団体ということでステーションで集め

ると、新聞にすれば５円とプラス4.2円。4.2円は

今までにないプラス面として生まれてくるという

ことになるわけですね。約倍になると、収入が。

そのかわり月に２回、最低１回はやってください

よと、こういうことではありますけれども、２倍

になるというような方向が出てくるわけですね。 

 私やっぱり心配するのは、区費の活動費調達を

ここに焦点を当てるということがあまりにも重き

に置かれるということになると、収集される市民

の側の立場と多尐食い違ってくる面もあるので、

そこのところを私はあまりにも過度にこういうこ

とであれば多いんだよというふうな誘導策という

のはいかがなものかという感じもいたします。 

 子供会とかＰＴＡとかが年に３回とかやるとい

うこれはいいわけですけども、毎月市が設置した

集積所を使って区がやると。ちょっと市民には不
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便をかける。持ってらっしゃいという方式を引き

続きやると。回数はふえるけどもそうすると。そ

うすると２倍になっていくというのは、かえって

戸別収集を促進する上での妨げになるのではない

かという危惧も感じるわけなんですけれども、そ

の辺の兼ね合いですね、一般的な登録団体収集と

同じということでよろしいかどうかですね。ＰＴ

Ａは収集場所は使えません。基本的にはですよ。

ステーション、かぎをかってやる収集箇所は使わ

ない団体が独自のルートで収集すると同じような

やり方でいいのかどうかなというふうにも感じる

んですね。戸別収集が妨げられるんじゃないかと。

ちょっとその辺を危惧しますが、いかがですか。 

○環境課長 

 今、中島委員が言われたとおりに、正直言いま

して、今回団体として登録した場合、今までの５

円が9.2円という形で約倍近くまで上がるように

なります。でも市が収集する形で今までのやり方

で、例えば集積所を使ってやるというやり方を提

案させていただいたときに、各区ができないとい

う回答でした、正直言いまして。 

 市で次考えたのは、市で路線収集ができないか

というような形を検討しました。路線収集もいろ

いろ問題があってできませんでした。そうすると、

やり方、市ですと大体統一的な見解で動かないか

んわけですけども、区でやっていただく場合には

区が選択しますので、区が独自でやる場合であれ

ば二者択一でやっても区が古紙の回収をするとい

う形をとっていく方向にもっていくことにしまし

たので、そうした場合、売却単価を市がいただく

という形は非常に難しいのかなという考え方をと

らせていただいたわけなんですが、ですから、区

が一生懸命頑張ればたくさんお金がもらえますよ。

ですけども、その区がたくさんもらえるのもいい

んですけども、そうすると今言われたのは、戸別

収集を選択する区が尐し減っていくんではないか

という危惧だと思われますけども、市民の側から

見れば戸別収集が一番いいかもしれませんけども、

区は区でその辺の意見を皆さんの意見を聞いてい

ただいて考えていただければいいのかなというふ

うに私のほうは考えておるわけです。 

 ですから、区でも役員が出て、これ結構２時間、

３時間立ってますので、新聞の古紙の回収に関し

ましては。土曜日の今ですと９時から11時とか、

９時から12時とか結構な時間立っておられますの

で、古紙を集めるのには労力が要ることは事実で

す。ですから、その辺の検討を各区がしていただ

いて、ただ、金額がことしで言いますと約180万

円です、平成21年でいうと。古紙の回収の報償金

この５円の分、区が集めた分に関して。この180

万円プラス売却単価になりますので、まあまあの

金額がもらえるのかなとは思いますけども、その

倍近くまではいきませんけども、1.8倍ぐらいに

はなるのかなというようには思いますので、それ

を選択するかしないかは各区だという考え方で、

これをやったから新聞を区が集積所で集めるとは、

一遍出てきてみないとわからないですけども、出

てきた結果でしかわからないですけども、戸別収

集を選択するか集積所収集を選択するかは、まだ

出てきてない状態ですので返答がしづらいところ

がありますけども、この単価自体はこれでいいの

ではないかなと思っておりますけど。 

 以上です。 

○中島委員 

 ちょっと危惧をするということでね、足を引っ

張るような形になったら困るな、戸別収集が広が

るといいな、そんなふうな思いをしておりますの

で、区の役員の立場と、出す１人１人の区民の立

場がそこで対立する可能性もあるということもち

ょっと危惧をするというそういうことで、今後ど

ういうふうなことになるのかということを多尐は

見守っていかなきゃならないなというふうに思い

ます。 

 もう一つ、リサイクル率の向上ということが課

題ではあるんですけども、朝日新聞で、かつて大

学の教授が、プラスチックのリサイクルについて

は今見直すべきではないかという論文をね、論文

というか論説を載せておりました。 

 結局集めても燃やしているじゃないか。集めた

先どうやってそれをリサイクルしているのか、こ
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れが今、非常に問題があるんではないかと、こう

いうふうに言われているわけであります。その点

についてお考え聞きたいなと思うんですが、クリ

ーンセンターの所長、この間、巡視で行ったとき

にもプラスチック持って来ていただいても構わな

いようなことを言っていらっしゃいました。燃や

すごみにね、これについては。燃料になると、温

度が上がると、早くというようなこともあって、

全部ほうり込んでいいかどうか、それはちょっと

わかりませんよ。でもそういう傾向にあるという

ことは今、社会的な論評の一つになっているとい

うふうに思うんですが、二つある一つはペットボ

トルのリサイクルの行方は今どうなっているのか、

容器包装はどうなのか、ちょっと端的にお答えく

ださい。 

○環境課長 

 まず、プラスチックの話ですけども、今の新し

くできた環境組合のクリーンセンターの焼却炉に

関しましては、多分環境組合の所長が言われてる

ように、硬質プラが燃やせる状況にあると思いま

す。ですから、硬質プラを燃やしても多分炉はで

きるというようなことを言われたのではないかな

と想像はします。 

 今うちのほうのプラスチック容器包装ごみに関

しましては、三重県のほうでしたかね、会社のほ

うに行って、今は燃料としては、うちのプラスチ

ックは燃やしておりません。再生のほうに進んで

ます。昨年までは、正直言って燃料で燃やしてま

した、プラスチック容器包装ごみは。 

 ですから、集めて固まりにして、また燃やして

おるなら意味がないのではないかというような御

指摘はごもっともかなと思います。でも平成22年

度からはちょっと違う方向に進んでますので。会

社とどういうものになっているかということです

かね。ちょっとここの資料持ち合わせてませんの

で、すぐ下にありますので、それを持って、下に

ありますので、ここに今持ち合わせておりません

ので説明させていただきます。 

 物に関して、ですから、プラとペットボトルの

今の再生利用の現状に関しましては、ちょっとこ

こに今、資料を持って来ておりませんので、すぐ

持って来て、後でお知らせする形をとらさせてい

ただきたいと思います。 

 ただ、今現在は、燃やす方向じゃない方向で今

再生をしていることだけはお伝えしておきたいと

思います。 

○中島委員 

 また後からお示しください。 

 そういうちょっと本質的な議論も本来ならやら

なきゃいけないのかなというふうに思います。知

立市だけそれやめたというと、率がだんと下がっ

て最悪というね、その数字だけがひとり歩きして

しまう、そういうことが心配されるわけですけれ

ども、一つの理念をしっかり持つという上でやっ

ていく計画であれば、それはそれで市民に納得で

きるというふうに思いますので、またそれはテー

マにさせていただきたい、こんなふうに思います。

また後ほど教えてください。 

 それから次に移りますね。きょう、せっかくこ

の資料を出していただきまして、子ども手当の財

源と言いますかね、市がどれほど負担をするのか

ということを資料で出していただきました。本会

議の答弁のとおりだなと思って見ましたけども、

これまで児童手当で負担をしていた市の金額、こ

れが１億4,333万円ですか、全体でわからないも

の、個別の金額になっているのね。個別ですので

わかりません。児童手当で負担をしていたときの

金額をそのままスライドすると、今まで３分の１

という割合であったものが39分の１とかね、39分

の５とかわからないような数字が出てたんですけ

ども、結局これは数字をスライドさせて割合を逆

にひねり出したというこういうもののように見え

るんですけども、そういうとらえ方でいいんです

か。今後も人数が変わっていった場合でもこの割

合でいくと、こういうことでいいんですか。 

○子ども課長 

 まず、手元の資料を今、中島委員、39分の１と

言われたんですけど、39分の10、間の点が入っち

ゃって見えるので、ごみがついて。すみません。

39分の10でございますので、よろしくお願いしま
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す。これ見たら確かに１みたいですので、すみま

せん。それだけちょっと訂正させていただきます。 

 この割合でございますが、子ども手当を当初実

施するに当たり、まず当初は国がすべて全額負担

ということで始まった経過がある中で、なかなか

財源が不足しているという中で、結果的に市町村

が今まで実施していた児童手当の分を充てるとい

うふうな形で、その充てるという中で、充てるに

は充てるんですが、その市町村に地方に負担をか

けないということでイコールにするというような

形で、国からの数字、負担割合ということで示さ

れた負担割合ですので、逆算したような形でこの

13分の１だとか、39分の10だとかという割合が出

てるかと思います。 

 今後につきましてですが、今現在、新聞報道等

聞いておりますと、例えば未満児については２万

円にするとかいろんな話も出ておりますが、現時

点はっきりしない部分もありますので、今のとこ

ろこの負担割合は、知事会等もいろんなことを言

っておみえになるわけですけども、今の段階では

このままの数字で例えば当初等予算を組まなけれ

ばならないかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 逆算して割合を出したんだなということでいい

んだと思うんですけど、これ見る限りね。金額を

統一してこれは何分の何だというふうで後からこ

じつけて割合をひねり出したという感じがしまし

て、相当額分を子ども手当でも負担してくれと、

強引に国のほうがね、最低これだけはいいでしょ

うと。今までも負担してたんですよということで、

本来は国が全部もつと言ってたものをこういう形

で市に負担させているという結果、今後もこの割

合でしばらくいくのかどうか明確ではありません

けども、でも長い目で見る、長い目でもないです

ね。私が子ども・子育て新システムの中で尐し言

いましたように、子ども手当も地域の中で自由裁

量で使ってもいいようなやり方の中身に仲間にさ

れてしまう。現金給付のその代表になるわけです

ね。それは法律は２年後、来年としてその２年後

にスタートさせようという年度、2013年なんです

かね、2014年度ですけれども、そうなった場合に

は、この負担率ですら守ってもらえないというか、

交付金の計算がどうやってくるかわからない。こ

れすら守ってもらえないかもしれない、こういう

ものになると思うんですね。 

 ですから、新システムの問題は、市長も拙速に

幼保一体化はどうこうということも言われました

けども、この子ども手当についてもどれだけ市の

負担になってしまうのかということもかかわって

くるあのシステムの中で、こういうすごい大きな

問題だと思うんですね。すごい大きい金額ですも

んね、このお金、子ども手当は。市のほうでどの

ぐらい負担するか決めてどうするかというような

裁量がどうのこうのと言われるようになったら困

ってしまう。交付金であげたでしょう。これを最

優先するなら保育園の経費は減らしなさいと。児

童館もつくらなくてもいいわと、こういうような

圧迫材料にもなるかもしれない。だから今後の子

育て包括交付金でしたかね、こういうような名前

で一括してこの子ども手当も一括して国のほうは

お金をおろしてくるという方法に今切りかえよう

としている。ですから、この割合ですら守っても

らえるかどうかわからない。全額国どころか、そ

れもどうなるかわからないということでは、十分

に虎視眈々と動きを見て不利な方向に行ってはな

らないと。きっちりと歯どめをかけるようなそう

いう対応をしていかないと全体の子育ての施策が

おくれていく大もとになってしまうという心配が

あります。 

 ですから、その辺の今後の動きというものにつ

いての十分な警戒心を持っての、そして言うべき

ときはずばっと言うと。話が違う。そんな保障が

ないじゃないかというような対応を機をとらえて

ちゃんとやっていく、この姿勢をしっかりととっ

てもらわないといけないと思うんですね。いいで

すか、その点では。 

○子ども課長 

 大変重い答弁になっちゃうかなというような気

がしますけど、私としては。今、委員の言われる
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ように、市の負担、去年ですと児童手当、先ほど

中島委員の言われたように１億4,600万円程度だ

と思いますけども、それが市が負担するか、国が

負担してくるかというので大分違ってくるわけで

すけども、先ほどこれも言いましたけども、知事

会等もその負担について意見を言っておりますの

で、必要に応じてしっかり見ていくべきかなとい

うふうには思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 改めて補正後に総トータルの子ども手当、国・

県・市はどれだけ負担するか、改めてもう一度教

えてください。 

○子ども課長 

 今の段階で決算見込みということになりますの

で、国が10億6,490万円、県が１億4,887万3,000

円、市の負担ですけども、一般財源ですけども、

１億4,887万4,000円、県と同じですけども、若干

端数のあれがありますけども、１億4,887万4,000

円ということになります。あくまでも決算見込み

の数字ですけども、よろしくお願いします。 

○中島委員 

 マニフェストどおりじゃないという現状がここ

にあるわけですが、この子ども手当の支給されて

いる人数も言われましたけど、本会議でね。問題

になっていた外国にいる子供たちに支払われた人

数というのを述べで全体、そしてそれというふう

で、また施設に入っている子供たちとか、ちょっ

と特異な例、分類ですね、内訳ですね、そういっ

たところもわかればお知らせください。 

○子ども課長 

 手元にしっかりとした資料を持っておりません

のでわかる範囲で今とりあえず答えれる範囲とい

うことでお願いします。 

 海外に居住する子供に係る申請件数ですけども

３件３人ありました。内訳としては、外国のフィ

リピンの方が２件、海外に行っている日本人が１

件ということで、３件３人あったということでご

ざいます。 

 施設等については、申しわけございません。ち

ょっと今、資料持ってませんので、申しわけござ

いませんが。 

○中島委員 

 海外の方は以外に尐ないということですね。よ

く日系の方、向こうに子供がいるよというような

話を何件か聞いているんですけれども、申請をさ

れていないということなのかよくわかりませんが、

世の中騒然となったこの海外の子供という点では、

日系人が２人だけと。あとは日本人の子で向こう

にという件数は１件ですからね、日系人が海外で

いる子供にという件数は大変尐ないなという感想

ですね。制度的にはもっといるのかもしれません

が、周知されていないのかもしれませんね。ちょ

っとわかりませんが。 

 子ども手当については、今後国に対してきちっ

と地域の負担増にならないように市長も機を見て

声を上げていってほしいと、こんなふうに思いま

す。新しいシステム、制度ができるということも

踏まえると、さらにそのことについて注意深くや

っていただきたい。市長いかがですか。 

○林市長 

 この子ども手当については、やはり私は、趣旨

は尐子化対策、そして子供を社会で育てる等々で

すね、一つはいいなという思いがあるんですけど

も、私、三つの点で前から問題があるなと感じて

たんですけれども、一つは、非常に無理がある。

財源を出すについて事業仕分け等でやってるんで

すけども、非常に財源的に無理がきている。 

 二つ目は、トータル的なプランの中にない。前

回以前の本会議でも申し上げたんですけれども、

これはフランスの例でこの子ども手当があるとい

うふうに聞いているんですけれども、フランスの

場合は消費税が非常に高くして、この手当分にか

かわらず施設の充実化というのを図っていたわけ

であります。そうした中で、一定程度成功してい

る。トータル的なプランの中で、この子ども手当

があると今の段階で思えないわけで。 

 三つ目は、これも問題でありまして。地方の声

を全然聞いてないということが非常に問題である

わけであります。市長会も前回の厚生労働大臣の
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ほうから市のほうで今までどおり財源をもってく

れということで、全国市長会長の森さんのところ

に来たんですけれども断っておるわけであります。

町村会長も断っている。知事会も過日断ったとい

う新聞報道で見ました。やはり地方の声をもっと

聞き入れてやっていくべきだなと思っております。 

 そうした中で、この子ども手当にかかわらず、

子育て新システムについてもしっかりと見定めて、

これは私だけじゃなくて担当のほうもしっかりと

情報をのがさないように見ていきながら、言うべ

きときにはしっかりと機をもって言っていけない

というふうに思っております。 

○中島委員 

 そのとおりだと思います。地域主権ということ

を今しきりに国のほうは言っております。地域改

革というものをね、地域主権という言葉をがっと

出して言ってるんですけれども、この言葉自体は

本来は国民が主権という憲法の中に書かれてるん

です。地域主権って新しい言葉を国はつくりまし

て、何かすごく地域が大事にされる。１人１人が

大事にされるかのごとく言って地域主権というふ

うに言っておりますが、それらの改革の中の一連

の中で子どもシステムでもそうですし、やろうと

していることは地方がやりなさいよ、自分の金で

やりなさいよ、こういうような流れにもっていか

れそうな面が多々あるという点では、私は大変注

意深くこれは見ていかなければならないというふ

うに思いますので、担当部のほうも、ぜひアンテ

ナを高く対応をしていただきたい、このように思

います。 

 それから、31ページ、保育園の臨時職員の賃金

が2,743万6,000円ということで増額されておりま

すが、その内容についてお示しください。 

○子ども課長 

 当初臨時職員の賃金を組んだときに、人数が非

常に保育園11園ありまして、なかなか読みにくい

部分がありまして、見通しにくい部分がありまし

て、当初組んだ段階で財政に協議させていただい

て、12月補正で一応補正させていただくような形

で当初予算を計上させていただきました。 

 つきましては、これではっきり数字が出てきた

と言っても、10月の時点を基本に最後までの計算

をしておりますので、今の段階でですけど、やは

り見込みでございますが、臨時職員の賃金を今回

このように2,743万6,000円を補正計上させていた

だいたというのが現状であります。 

 以上です。 

○中島委員 

 ちょっと答えになってないですよ。具体的な内

容はと聞いているんだから、補正計上されている

ことは見ればわかりますよ。 

○子ども課長 

 補正した理由ということだと思うんですが、ま

ず一つには、障がいのお子さんが昨年に比べて非

常に多くなったというのが一番大きな理由かなと

いうふうに思っています。 

 障がいのお子さんには加配という形でつけさせ

ていただいておりますので、その分臨時職員がふ

えたということで、お子さんの数が昨年の70に対

して、ことしは87名、公立保育園になりますが、

いるということで、17名増加というのに対応する

ような形で、一番大きな理由としては、ここで臨

時職員を充てさせていただくというような形で増

加したというのが一番大きな原因かと思っており

ます。 

○中島委員 

 臨時職員を不足すればこういう形で次々と配置

をするということで、障がいの方が多くて加配を

予定よりもふやさなければならなかったと、こう

いうことですね。 

 上段のところでは、民間の委託料がふえたり、

ちょっと減ったところもありますけども、こうい

うものもあります。園児数というものが、年間の

園児数が当初見込みと今の段階ですね、どのぐら

い差があるのか。 

○子ども課長 

 平成21年度４月１日、平成22年度４月１日のデ

ータでよろしいでしょうか。今わかってる範囲で

お答えさせていただきますけども、平成21年４月

ですが、公立保育園の園児数が1,097、平成22年
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４月１日でございますが、1.083でございます。 

○中島委員 

 委託料も含めて聞いてるので、当然民間の園児

数も言っていただかなければ答えになりませんが。 

○子ども課長 

 すみません。ちょっと整理してないものですか

ら、各園のばらばらということ。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後２時54分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後３時05分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○環境課長 

 先ほどの質問に関しまして、２点報告させてい

ただきます。 

 まず、環境組合の紙の蘇生率ですけども、平成

18年が38.4％、平成19年が45.8％、平成20年が

47.3％、平成21年が先ほど言いました40％という

のが39.6％。 

 この数値ですけども、これは年６回抜き取り調

査をやりまして、その平均値で算出しております。

ですから、年６回の平均値ということで、平成18

年が38.4で平成19年、平成20年上がってますけど

も、平成21年は40％近くに39.6ということでお願

いいたします。 

 それから、プラスチック容器包装ごみとペット

ボトルの最終的な処分方法というのか、行き先で

すけども、豊明にある梱包した形で持って行った

業者のところで、今は材料リサイクルということ

で、まずプラスチック容器包装ごみはプラスチッ

クの原材料になって再生樹脂とか日用雑貨という

形で変わっております。これがプラスチック容器

包装ごみの最終的な今の。 

 それから、ペットボトルのほうは、繊維とかシ

ート、そういうようなものに最終的になっており

ます。ですから、これを燃やしているということ

はありません。 

 以上です。 

○子ども課長 

 ばたばたして申しわけございませんでした。 

 中島委員の今御質問では、当初予算を組んだと

きの子供の数、それから、補正予算組んだときの

子供の数ですね。ちょっと今、資料を手元に持っ

ておりませんので。 

○福祉子ども部長 

 実際子供の数については、ちょっと資料を取り

寄せますけど、当初予算組んだときの積算という

のは、確かに子供の人数ですべきですが、課長が

言いましたように、昨年度の実績をもとにした中

での決算額をもとにした金額の中をもとに財政当

局とも話をしまして、どれだけの子供の数が見込

まれるということが明確には把握は当然つかない

わけですので、人数で当初予算を積算したのでは

なくて、やはり前年度実績に基づいて総額から若

干控え目にということは財政との話し合いもした

上での平成22年度の当初予算額ですので、必ずし

も当初予算のときに人数掛ける幾らということで

は積算はしておりませんので、その辺ちょっと御

承知ください。 

○中島委員 

 予算組みときはそうかもわからないけど、こと

しの４月に現実に何人入ったのか。そして今、何

人になったのか、この数字が知りたいんですよね。 

○子ども課長 

 ４月１日に入園した子供の数でございますが、

公立が1,083人、私立が427人です。直近で公立保

育園が1,117人、私立は467人です。 

 以上です。 

○中島委員 

 せっかくですから平成21年度４月さっき公立だ

け言われた分について、私立も述べてください。 

○子ども課長 

 平成21年度４月１日の私立の子供の数ですけど

も、412人です。 

○中島委員 

 この数字が出てくるにも大分時間がかかったわ

けですけども、今年度当初よりも直近の数字とい

うのは12月なのか、11月かわかりませんけれども、
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11月の数字というふうに見ていいのでしょうか。

34人公立でふえ、私立は40人ふえと、こういう実

態ということが明らかになって、当市としては尐

子化の中でもやっぱり保育事業というものが途中

入所という形でもこういうふうにあらわれてくる

なということを感じます。 

 こうやって途中で入ってきた方たちが34、40と

こうあるわけですけども、待機児童って途中で入

ろうとして入れないという待機ですね、こういう

方たちの実態はどのように認識をしていらっしゃ

るのか。 

○子ども課長 

 まず、先ほどの11月、さっき子供の数は11月1

日現在ということでお願いします。 

 それから、待機児の問題ですけども、今待機児

というのは、毎度繰り返しの返事というのか、答

弁になってしまうんですけども、現時点、知立市

においては国へ報告する意味での待機児というの

はありません。 

 ただ、今後どうかという分では、他市と同じよ

うに未満児の待機児というのがふえてくるのかな

と。今現在そのあいてる園で精いっぱい受けさせ

ていただいているのが現状です。また受けていく

必要があるかなと思っています。 

○中島委員 

 待機児ゼロという形でずっと私たちいろいろ離

すときも言われるわけです。国のほうが待機児と

は何だというこういう中で、認可外に行っている

子供たちで、それなりの援助をしている認可外へ

入っている子供たちは待機児扱いとしないと。国

のほう、ちょっと水準を下げてきたんですけど、

ほんというとね。本来なら公立の保育園なり認可

保育園に入れない子供の数ということでは認可外

の子供の数もカウントでしたけども、何らかの援

助をしている認可外施設に入っている子供は待機

児扱いをしなくてもよろしいという、こんな国の

ほうの方針になったわけですね。そういうことで

いいですか。 

○子ども課長 

 確かに委員の言われるように、認可外の保育園

であっても保育園に入ってるということで待機児

扱いになってないのは事実でございます。 

 その部分で、これも以前に答弁させていただい

たかと思うんですけども、そういう意味でいえば

待機児なのかというふうには思いますけども、市

としては国の基準ですか、方針、考え方に沿って

いくと待機児はなしということであります。 

○中島委員 

 認可外保育園が今４園になっていると思います。

認可外施設ですよ。秋田病院にある院内施設、あ

そこにも保育園があります。それからハレルヤで

すね、教会がやってる認可外施設。市から援助を

いただいているのは、さくらんぼと華の子ランド、

一つはことしの途中で閉鎖してしまったと。もう

やっていけないと。お金的にもやっていけないの

で閉鎖しますといって途中でやめられてしまった

ので、二つ補助外、こういう４園が認可外施設と

してあります。 

 国がいう補助対象としているさくらんぼと華の

子はそうではないという、あえて言ったとしても、

他のところについては何の援助もしていないとい

うことで、認可外じゃなくて待機児童に本来働い

ているであれば、親が、保育に欠ける子供がそこ

にいるならば待機児童というふうにカウントしな

ければならないんじゃないですか。 

○子ども課長 

 秋田病院にあるまこと、それからキリスト教が

やってるところですね、ハレルヤについて、ハレ

ルヤ、まことについて確かに監査等行っておるわ

けですので、今、中島委員の言われるように、待

機児としてのカウント云々ということになるかも

しれないですけど、ちょっと私の勉強不足で、そ

もそもその２園がどういう経過をたどったかとい

うのは私も勉強不足で申しわけございませんが、

その辺を確認した結果、返事させていただくとい

うことでお願いします。 

○中島委員 

 待機児は我が市はゼロだ、ゼロだとおっしゃる

んだったら、何の援助もしていない施設について

も援助を本来すべきだと思うんですよ。保育料補
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助、今、親に対して保育料の補助をしてますよね。

委託料として園に尐々入ります。これ二本立ての

援助で行っており、よって待機児童じゃないとい

う方法をとっているということで、やはりこれを

ハレルヤは教会のほうでほんとに働いている方が

来ているかどうか、それちょっとわかりません。

それは保育の欠ける子じゃなければね、今でいう、

対象にはもちろんその子についてはならないとい

うことですけども、秋田病院はみんな看護師の子

供です。病院の先生もいるかもしれません。その

他の職員もいるかもしれない。働いている人たち

の子供が来ているので、みんな保育に欠ける子供

と思われます。 

 そういった点では、待機児ゼロと胸を張って言

うんだったら、そこに対してもしかるべき措置を

すべきではないかというのが私のまずは見解です。

いかがですか。もちろん要求がないからやってな

いよということ言われるかもしれませんけれども、

その辺は市としてどういうふうに考えるかですね。

待機児ゼロというならば。 

○福祉子ども部長 

 待機児童の考え方だと思うんですが、確かに民

間の秋田病院、キリストとか等あるわけですけど

も、その保護者の方の勤務体系というのか、その

辺は大きな違いがあろうかと思います。多分看護

師であれば深夜勤務もあろうかと、そういったと

ころでの当然公立等では保育というのは不可能で

あるわけでありまして、だからといってそういっ

た認可外のところに市がそれを待機児童という形

をとって何らかの支援というのは、ちょっと今の

ところ考えられないのかなというふうに私は思っ

ております。 

○中島委員 

 24時間保育をやってないからこそね、24時間保

育院内でやってる。それに対しての援助をする。

もうこれが考え方じゃないかと思うんですね。市

の中でやれない、受けれないことをやってるから

委託して、そこでやっていただく、こういう考え

方に立つべきだと思います。 

 そこの代表の方ともちょっとお話をしましたけ

れども、援助があったらありがたいなということ

をおっしゃってみえました。すごく大変ですとい

うことで言ってみえました。教会の方とは話はし

てありませんけど、私は。教会のほうは、まだ信

者たちが集まって来たり、いろんな段階でという

ちょっとニュアンスが違うのかもしれませんけど

ね、看護師たちの子供、もちろん市内でなければ

それは補助対象にはならないということではある

んですけども、市がやれないことを委託してやっ

てもらうと。向こうは市が24時間やってないから

預けれないですよ。だから市のメニューにないも

のを積極的にやっているんだから、それは委託と

いう形を、いろんな条件考えなきゃいけないとは

思いますけども、そういう立場ではないかという

ふうに思いますよ。その点、今後の私は向こうか

らお話があった場合にどうするのかという心構え

持たなきゃいけないと思いますよ。そんな制度が

あるって知らなかったっておっしゃってましたの

で。 

○福祉子ども部長 

 中島委員のおっしゃる例にとってそういうふう

に言われますと、それも一つあるかなとは私思い

ますけども、やはりそういった職業につかれて、

それなりの報酬をいただいて知立市にそういった

施設をという題というのが現実あるわけですけど

も、だからということでそれをそういった看護師

の方のためでの待機児童対策というような形での

補助というのは、やはり今のところ考え、おみえ

になったときはそのときの対応はさせてはいただ

きますけども、今の段階では知立市としては認可

外保育のところには他市に比べれば手厚くさせて

いただいているところありますが、それ以上踏み

込んだ支援は今のところ考えてないという考えで

す。 

○中島委員 

 具体的に私が当事者ではありませんので、ここ

でがんがんやるということもあれですけども、た

だ、そういう助成制度があることも御存じなかっ

たし、そこにいらっしゃる子供たちは、ほんとに

目いっぱい働いているお母さんの子供ということ
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であれば保育に欠ける子供であることだけは確実

ですよね。保育園、市に来て入れてくださいと。

24時間保育お願いしますというふうに言ってきた

場合、24時間保育は交代で昼勤、夜勤という形の

ものですけども、そういった場合に、うちはやっ

てませんからはいっていうわけにはいかないのが

児童福祉法の第24条ですよね。何らかの方法をと

らなければいけないと。市の保育園でやってない

場合には、それにかわる何らかの方法をとらなけ

ればならない。その何らかのかわる方法が院内保

育所でやっていただけるならば、それに対して支

援をすると、こういうのが市の責任のとり方とい

うふうに私は明確に言っておきたいと思います。 

 それから一つだけ、認可外保育に対する援助と

いうことで、他市より手厚くというこういうこと

を今言われました。ことしから初めて保育料補助

という形の新しい支援の仕方をしていただいてお

ります。所得に応じて補助金の金額に差をつけて、

ちょっと市の保育園のあれよりも大ざっぱにかば

っと、所得の割合が大ざっぱではあるんですけれ

どもね、一応ランクでいただくという方式になり

まして、例えば今、生活保護の方がみえますけど

も、母子家庭で一生懸命働いているんですけども

足らないということで、最高で４万5,000円の保

育料補助をいただいていらっしゃいます。 

 ただ、窓口でも何回も言いましたけども、支給

日がその翌月の20日ということになるわけです。

その月には一銭も入らない方式。しかも翌月の20

日まで待たなければいただけないという、こうい

う方式でありまして、当然保育料の支払いも延び

延び、当然なんですね。あえていただけないんで

すね。入らないから。補助が入ってからしか払え

ないと、こういう話でしてね、延び延びと、こう

なる。せめてその月の中でいただけるような補助

金の制度じゃないと大変当事者は困るという、こ

ういう問題を何とか解決してもらいたいというの

が大きな今、課題になっておりますけれども、あ

えてこの場で言わせていただきます。待機児ゼロ

ということの貢献をしているそういった認可外の

保育園のお母さんたちが、大変困っていらっしゃ

るというこの点は、せっかく出していただくなら

早目に出していただかなければその月の援助にな

らない、こういうことですが、いかがですか。 

○子ども課長 

 以前に中島委員からお話を聞いている問題です

けども、確かに市からお金を援助するのが翌月に

なってしまうということで、中島委員の言われる

のは、当該月に出せないかというお話だと思うん

ですけども、実際現状としては、その保育を何日

行ったかという見定める必要性から翌月というよ

うな形になってるかと思います。 

 翌月の例えば20日をできるだけ前倒しでお支払

いするということはやればできるのかなと思うん

ですけども、当該月に出すというのはなかなか現

時点難しいのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 改善策を言ってください。 

○子ども課長 

 例えば20日にお支払いするものをですね、まだ

担当者とこれから詰めなければいけないと思うん

ですけども、20日にお支払いしていたものを10日

にお支払いするとかいうような前倒し、できるだ

け翌月の早い段階でお支払いするという方法かな

というふうには思うわけですけども。 

○中島委員 

 生活保護は５日に支払いというのが基準になっ

てますけどね、せめてその基準に合わせたぐらい

の５日。だから前月分の事務的精算をして、すぐ

に振り込むという形をとれば、お母さんの口座に

振り込むわけですね。そういう形でやれば、遅く

とも５日までには入るんじゃないかと。そうじゃ

ないとね、援助してる、援助してるというけど、

ほんとにまだまだ苦しいんですよね、皆さん。毎

回１カ月おくれの保育料しか入らんという、こう

いう運営している側も厳しいですよ。１カ月後の

20日しか入らないですからね。約２カ月おくれる

んですよ。そういう実態にならざるを得ないんで

す。ならざるを得ないからお母さん責めれないと

いうことの環境も整備していただきたいなという
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ふうに思いますが、再度お答えいただけますか。 

○子ども課長 

 委員の言われることも理解できる部分がありま

すが、一度検討してみたいと思います。よろしく

お願いします。 

○中島委員 

 ぜひ、大至急検討していただきたいというふう

に思います。できるならば年度ということでなく、

一刻も早くやっていただきたい。残りの月で今年

度中も対応していただきたいというふうに思いま

す。 

 園児数が今ふえているという中で、中央保育園

の問題が廃園問題がこのまま突き進んでいくのか

どうかということが大問題になっているわけです。

皆さんの計画で言いますと、平成23年度の申し込

みは何も親には言わないで入園受付を行うという

ことでね、なくなるけどいいですかということを

前提に受け付けをしたいといった話は１年延伸さ

れましたので、来年３歳児で入るお子さんは、最

後まで年長までいけるということでね、そういう

形をとらなかったんですが、来年の３歳児の入園

申し込みというのはどのようになったのかなとい

うことをちょっと今、気がかりになっているんで

すね。もういろんなうわさも出ている中で、３歳

児がどの程度来年の４月から中央保育園に入園す

るよというふうに思って申し込みをされたかです

ね、数を出していただきたい。 

○子ども課長 

 現在中央保育園に来年３歳児で入園を申し込ま

れた方は２人という報告を受けております。 

○中島委員 

 ２人ですか。現在の３歳児は何人ですか。来年

４歳児になる子供ですね。 

○子ども課長 

 現在３歳児、11月１日時点ということで、10人

でございます。 

○中島委員 

 ちなみに、４歳、５歳、これは継続になるわけ

ですけども、そのお子さん方は、引き続き中央保

育園に希望されたかですね。現在の４歳、５歳の

人数、来年の３、４、５とちょっと比較をして、

どういう傾向に今動いているのか明らかにしてく

ださい。 

○子ども課長 

 ４歳、５歳児については、現時点で転園という

話は聞いておりません。 

 今現在の４歳児の数が18名、５歳児の数が23名

でございます。 

 先ほどの傾向という話がありましたが、傾向と

しては、正直な話、廃園にするということで子供

が減るのかなという、そういう意味でよその園に

行かれるのかなというちょっと思いがあったんで

すけども、他園を希望をされた方が、山屋敷、中

山、山町、内幸町の中で、ちょうど中央保育園に

関係する地域だと思うんですが、他園を希望され

た方が15名おみえになりました。 

 直接電話がありましたけども、どうでしょうか

ということをお聞きしたら、そのうちの母親の勤

務時間が長時間でという方が５名おりましたとい

うことで、あとそのほかに、中央保育園がもとも

と第一希望でなかったという方が９名おみえにな

ったということで、電話の通じなかった方も１名

おったんですけども、重複する部分があるんです

が、電話でお聞きした範囲では、必ずしもほんと

は中央保育園に行きたかったんだけれどもという

お答えはありませんでした。 

○中島委員 

 現在は３歳児10人、４歳児18人、５歳児23人で

すね、今言われたのはね。来年になりますと３歳

児は今言われた２人が希望されたと。そうすると

４歳児はことしの３歳児10人が移行します。４歳

児が５歳児に移行します。２人、10人、18人とい

う30人ということになると、こういう見込みでよ

ろしいんですね。30人と。 

○子ども課長 

 現時点そういうことでございます。 

 一つ、今の段階では実施の数ですので、私的を

これから受け付けしますので、その私的の方が度

の程度入るかということは若干ありますけども、

先ほどの私のお答えした数字は、すべて実施、私



- 46 - 

的合わせた数字になりますので。 

○中島委員 

 10、18、23という現在の数字というのは、これ

は合算ですか。であるならば、また。３歳児の来

年受け付け２人というのは実施の子供と。私的は

これからまだどうなるかわからないというこうい

うことでね。現在の来年の４歳、５歳は合算でこ

の数字と。だからふえるかもしれないのは３歳児

の私的契約子供がふえるかもしれない。２人プラ

スアルファということですね、３歳児が。全体で

は30人プラスアルファと、こういう見込みという

ことですね。 

○子ども課長 

 委員の言われるとおり、30人プラス私的がどれ

だけ入るかということになるかと思います。 

○中島委員 

 この計画の中ででは、児童数によっては異年齢

合同保育となりますと、こういうような地域説明

会のときの資料ですね。入っても尐なかったら異

年齢の合同保育になりますというふうに書いてあ

ります。今の時点で言いますと、どのような運営

が見込まれるんでしょうか。 

○子ども課長 

 現時点説明会では異年齢児保育ということを説

明させていただいておりますけども、まだ私的を

これから受け付けした段階でどうするかというこ

とを考えていこうと思っておりますので、現時点

まだ今までどおりの保育という考え方でおります。 

○中島委員 

 それは３歳児においてということになるわけで

すが、４歳児10名、これは１クラスでいこうと。

５歳児18名は当然１クラスでいこうと。もし３歳

児がうんと尐なかったら、３、４歳児合同にしよ

うと、こういうことですか。 

○子ども課長 

 委員の言われるとおりでございます。 

○中島委員 

 障がい児はこの中で年齢別にいうと何人いらっ

しゃいますか。 

○子ども課長 

 障がい児の数は、中央保育園年長で６人、４月

１日時点ですね。それから４歳児で６人、現在の

３歳児で２人ということで、14人おみえになりま

す。 

 大変申しわけありません。ことし受け付けした

２名については、障がい児かどうか確認をしてお

りませんので、お願いします。 

○中島委員 

 こういう状況の中で、どうやって子供たちの保

育するかということについては、現場の園長、保

育士皆さん話し合いと言いますか、議論していら

っしゃるかどうか。廃園ということを打ち出して

いて、こういうような状況がやっぱり生まれてい

るのかなというふうに思うんですけど、子供たち

を守るということでね、どういう話し合い、取り

組みをされるのかということを大変心配なんです

ね。このままいづらい保育園にして、いづらくし

て、みんなやめていっちゃって、ほら廃園ですよ、

そうでしょうと、こういうふうにもっていかれる

というのは大変残念だと思うんですね。その辺は

どういうふうにお考えになっているのか、現場の

先生たちの意見を率直に聞きたいなと思うんです

が、いかがです。 

○子ども課長 

 現場には時々のぞかさせていただきますけども、

廃園という話は確かにさせていただいてます。 

 今後人数がどうなるかという部分で、じゃあど

うしようというような話はまだ現場の保育士と話

してません。 

 ただ、今、委員の言われるように、尐なくなっ

たときに、いずらくなるような保育園にするつも

りは、説明会のときも保護者からよく意見が出て

ましたけども、大きい園であろうと、小さい園で

あろうと、保育士は精いっぱい保育をしていくと

いうつもりでおりますので、何らおりにくいよう

な園にしてしまうというようなことは考えており

ません。 

○中島委員 

 そのためには私は、最低でも合同保育はやめて

ほしいんですよ。何か行事とか合同でやりましょ
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うという場面があるのは当たり前なんですが、基

本的には年齢児別の保育を保障すると。時には異

年齢合同保育になりますといってばんとやったら

ね、やっぱり不安になると思うんですね。絶対そ

れはやめてほしい。 

 まだまだ３歳児の希望がどうなるかわからない

わけですけども、その辺、合同保育というふうに

なるというのは、過疎地の小原とか藤岡とかあっ

ちの保育園では合同保育というの豊田でもね、今

豊田でも学校でもそうですがありますけども、こ

の知立市のど真ん中で合同保育なんて、そんな情

けないことは私はやめていただきたい。しっかり

まだまだ今お母さんたち来ていらっしゃるお母さ

ん方の意見をあれして、廃止ありきなんだと。だ

からこうなんだというような態度は絶対やめてほ

しい、このことをお願いしたいと思いますが、い

かがですか。 

○福祉子ども部長 

 合同保育の件ですが、今の現在３歳児が実施で

２名と。今後中央保育園に私的のお子さんが何人

入るかによっては大きくなるわけですが、現実例

えば３歳児が５名で、１クラス正規１という問題

というのは、やはり尐し考える必要があると思い

ます。 

 ただ、その正規になるかどうかということも含

めて、それは今後の私的の受け入れ人数にもよる

かと思いますけれども、３歳児で５名以内の中で

の正規職員が配置できるかというのは、私どもの

ほうとしては、ちょっと考えるかなと。 

 ただ、人数で何人ということをここでははっき

り言えませんけども、先ほど課長が言いました２

名は障がいのお子さんではないということがもし

わかったり、私的の中で障がいということももし

あれば、その辺は加味しながら園長、職員と、そ

の辺は十分話し合いをもった中で決めていきたい

なというふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員 

 この保育園が乳児長時間やっていないというこ

とで、先ほど５人の方が長時間保育を望む方で、

ここには地域的には該当するけども来なかったと。

よそへ行きましたという話もありまして、市の本

来の大きな目標は、全保育園で乳児長時間だとい

うのが次世代育成の計画です。計画は全園で乳児

長時間を実施するというのが計画で、この保育整

備計画がびよびよと出てきたことによって、次世

代育成で全園でという話はずっと後に押しやられ

てしまって、いまだに乳児長時間やらない保育園

が残っていると。ここのところは策略だとしか思

えない、私からしたらね。乳児長時間があれば来

年度でももう尐し保育園の機能としてしっかりし

た機能として発揮できる人数が集まったんではな

いかというふうに私は、とても残念に思います。 

 まだまだこれは皆さんは３月議会で何とかした

いと。撤廃条例ですね、施設を廃止するというこ

とを出したいと、こんなふうにおっしゃったんで

すけれども、私は、ほんとにこの廃止というのは

重大な問題でありましてね、今、来年１年間とっ

てもこうなんですが、じゃあ平成24年度はどうな

るのか。３歳、４歳が２人とか３人とかになって、

５歳児だけが残って10人だと。ほとんど仮死状態

というかね、保育園としては。平成25年度なんか

はほんとにもうやめるやめるの前提で、だれが入

ってくるのということで、完全に未来がないと、

こういう保育園にこの二、三年間の園児たちにと

っては映るでしょう。そういう形でやめていくと

いうことは、ほんとにお母さん方にはつらいこと

だというふうに思いますし、子供たちにとっても

そうですし、保育園子供を大事に育てるというこ

こでも非常にゆがんだ形になって、ここの３年間

は非常にゆがんだ保育になってしまう。ここのと

ころを私は残念でしょうがないんですね。そんな

んでいいのかと、子供たちのためにですよ。ずっ

と細い糸になって、最後は終園するときには卒園

児は５人でしたと。想像してみたら、ほんと恐ろ

しいですよね。そんな保育園にほんとにしなきゃ

いけないかどうか、いま一度子供たちの立場で見

てほしいんですねというのを私は強く訴えたい。 

 そこで聞きたい。皆さんが望んでいらっしゃる

保育園の規模、一般質問等で出たのは、３歳、４
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歳、５歳児全部２クラスこうやると、あと乳児、

３歳未満児入れると200名の定員になりますよと、

こういう構想が示されました。来迎寺保育園はど

うですか。 

○子ども課長 

 来迎寺保育園としては、現在定員が140人にな

っております。０歳が５人、１歳が17人、２歳が

18人、３歳が26人、４歳が22人、５歳が36人、こ

れは私的から準実施、それから実施私的全部含め

た人数で、合計145人になります。 

○中島委員 

 そういうことを聞いているんじゃないですよ。

３歳児、４歳児、５歳児２クラスずつありますか

ということ。建物としてですよ、部屋ですよ。部

長は本会議で二つずつもっていきたいんだと。だ

から200人なんだと言ったでしょう。だから一番

新しい来迎寺は二つ、二つ、二つという枠をつく

ったんですか。 

○子ども課長 

 来迎寺はそうではないと思います。現時点です

けども、乳児、０、１、２歳、３歳、４歳、５歳、

各１クラスということです。 

○中島委員 

 私は、大変人気のある来迎寺保育園が１クラス

ずつこういうふうにして確保して、０、１、２、

３、４、５と部屋を持っていると、この状況は望

ましいと思うんですよね。３、４、５全部２クラ

ス、教室を二つずつつくっていかなきゃいけない

という大規模化と私はかつて言いましたけども、

まさにそういう大規模化を目指しているという言

葉からしたらそういうことになりますけども、こ

の来迎寺方式でやっても定員が140人ということ

であれば、私はこの規模で十分ではないかと。規

模を200にしなきゃならないというこの考え方を

ありきでいくと中央保育園は狭くて建てかえられ

ないと、こういう話になっちゃうんですが、１ク

ラス、１クラス、今もそうだと思うんですけども、

乳児が今なくて子育て支援のほうの部屋になって

ますけども、その辺はちょっと上に積んだりすれ

ばこの規模ならできるんじゃないかと。200規模

というのは難しい。この200規模という２クラス

ずつ、これを今後前提とした整備をしていくとい

うのを決めたんですか。 

○子ども課長 

 200人としたまず根拠から説明させていただき

ますと、保育士と子供、園児の数の比率ですけど

も、０歳児３対１、１歳児が４人に１人、２歳児

が６人に１人、３歳児20人に１人、４歳児、５歳

児が30人に１人ということで、これは御存じだと

思うんですが、例えば２歳児が６対１ですので、

２歳児の数を６人にするのか、12人にするのかと

いうことで、12人受ければ保育士が２人。数字だ

けの単純な話なんですけども、12人した場合に、

その２歳児が３歳児に上ったときに、３歳児が20

対１になりますので、12人２歳児から上がってき

ますと８人しか３歳児が入れないということにな

ります。これではまずいということで、３歳児が

20人に１人ならば40人に２人という形で40人とい

う定員にさせていただきました。40人の３歳児が

そのまま４歳児に上がるとという計算でいきます

と、４歳児も30人に１人ですので、結果的に30に

１人では足らないものですから、２クラスの60人

というような形。同じような考え方で、５歳児も

２クラスの60人という考え方をさせていただきま

した。４歳、５歳の60、それから３歳の40を足し

て160人、それに２歳の12人、それから１歳、６

歳を含めると200人という計算をさせていただき

ました。南保育園は200人定員という形をつくら

せていただきました。 

 ただ、今、中島委員から言われましたように、

今後はこの200人定員という規模で全部いくのか

というお話でしたけども、当然200人定員をつく

るためにはそれなりの面積等が必要になりますの

で、土地とかいろんな問題がありますので、必ず

しも現時点ではそこまで考えておりません。 

 以上です。 

○中島委員 

 今度は踏襲するものではないということですね。

先ほどの積み木的な数字を聞きましたけども、３

歳児を20人受け入れるということになって、今度
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４歳児はどうなるかという順番に順番に膨れ上が

る計算をされましたけども、３歳児から４歳児、

５歳児は新たな入園というのは多分ほとんどない

ですよ、もうこれにプラスしたら、これにプラス

したらって、どんどんプラスがふえていってしま

うという形をとられましたけれども、私は、何か

過剰見積もりをするような計算だなということを

思いました。 

 もし200の定員の保育園になってしまうとなれ

ば保育園の数はずばっと減らしてもいいというね、

今度逆算になってくると。園児数がこれだけばん

ばんふえるということはないと思うんですよ。今

回40人、私的入れて70人ぐらい途中でふえました

けどね、だけども４歳児、５歳児が途中入園がど

んどん来るということはないので、３歳児の枠が

20人で４歳になったときにプラス10人であったっ

て１クラスでいいわけですよ。今の計算でいって

もね。どういう計算してるのかって私はびっくり

しましたけど、そんなにどんどん子供が集まると

いうことは、よほど市は赤ちゃんが多いかなとい

う計算になるわけですけども、やはり保育園は身

近なところで、ある程度安定した規模で保育を受

けるということが一番大事なことで、150を超え

ちゃ駄目ですよ、やっぱり全体として。一番私は

100までが一番いいと思っているんですけどね。

何回も言うけど園長先生が全員の子供の名前を言

えますか。200人になったらとても大変ですよと

いうようなことからしても、より小規模の保育園

のほうが望ましいということを私は申し上げてお

きたいと思います。200人ということで南はつく

られるという計算でありますけれども、そこのと

ころはよほど他地域からかき集めないと埋まらな

いという、こういうことになるだろうと思います

よ。 

 私は、そういう大規模化しないならば中央保育

園もあそこの場所で、もちろん建てかえるときは

どうするのという課題もまたありますけども、だ

けど、あそこの地域で100名程度の定員の保育園

だったら十分にできると思うんです。２階、３階

というふうな構想もありましたけど、子育て、発

達そういうことも合体して、保育園は小規模だけ

ども全体としては結構人数が集まる場所なんだと

いうね、こういう構想で私は十分いけるというふ

うに思うんです。 

 建てかえのときのどうする、これは一つ問題出

てきますけどね、あるんだけど、長い目で見たら、

そういった形の規模で子育て支援も発達センター

もみんな一緒で中央の保育園があるというこれが

一番望ましいと私、思いますけども、そういうふ

うな私の考えについては、どのような御意見をい

ただけますか。 

○子ども課長 

 定員という面では一番ネックになるのが、この

２歳児を何人受け入れるかということだと思いま

す。２歳児が６に対して保育士１人というこの数

字で、２歳児が６人受け入れ、６人でいいのかど

うかという問題が一番ネックになって、この６人

が３歳児に６人そのまま上がれば３歳児が20対１

になりますので、20人に対して６人ですので14人

と余裕ができるわけですね。その計算からいくと、

３歳が20対１、４歳が30対１、５歳が30対１、３

歳以上でこの時点でもう既に80人という人数にな

るということがありまして、先ほどの繰り返しで

申しわけありませんが、一応南は200ということ

にさせていただいたということであります。 

 中央保育園を残しつつ支援センターというお話

ですけども、そういったことから、なかなか面積

の中で私どもとしては駐車場も用意し、それから

保育室だとかいろんなものを用意してあそこにつ

くるのは非常に無理があるのかなという思いでお

ります。 

 したがって、あそこを有効に使うために、ぜひ

とも支援センター、中央保育園を予定にあります

廃園させていただいて支援センターを建てさせて

いただきたいというのが私どもの思いであります。 

 以上です。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後４時00分休憩 

――――――――――――――――――――――― 
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午後４時09分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○環境課長 

 先ほどの三浦委員の太陽光発電施設設置補助の

新設、既設の件数を説明させていただきます。 

 平成21年度実績は127件ありました。そのうち

新築家屋の設置は21件、既設家屋の設置が106件、

この平成21年度は新たに補助金を始めましたので、

既設住宅に設置される方が非常に多い状況でした。

今、平成22年度の実績、今申請があります135件

ですけども、新設家屋が47件、既存の家屋が88件、

率としては新築家屋がやはりふえてきとる状況で、

これからもこの傾向が続いていくと思います。 

 ですから、この135件は新築家屋47、既存が88

ということでお答えさせていただきます。 

 以上です。 

○中島委員 

 私の提案というものを一応させていただきまし

た。駐車場がないのは困るというお話もありまし

て、駐車場だけは今の園庭の中につくることは、

私の提案では困難です。駐車場だけはどこかで借

りるようなことにするのか、前の農地を貸しても

らうのか、それは今すぐ具体的にここというふう

には言えませんが、基本的には子供たちが継続し

て安定した保育を受けられるような環境づくりに

責任を持っていただく、このことが私は一番大事

だということで提案をさせていただきました。 

 中央保育園を来迎寺程度の部屋の数ということ

でやっていくならば、２階も活用し、そして３階、

エレベーターもきちっとつけるならば２階、３階

と活用できるということで、合体方式でやれると

いうふうに私は考えます。もう尐し時間がありま

すので、ぜひこういったことについては検討して

もらいたいというふうに思います。いいですか、

検討してください。ただ突っ走るという答弁では

困るんですね。今の子供の状況を踏まえて、いか

がですか。 

○福祉子ども部長 

 中央保育園廃園問題ですが、市としましては、

いろんな要素を総合的にですね、廃園の理由は本

会議でもいろいろな項目あげて説明させていただ

きましたが、市としては、総合的に判断しますと、

やはり中央保育園廃園をしていかざるを得ないと

いうか、いくべきだろうという判断のもとで市と

して決定させていただいているんです。 

 ただ、一部の方、保護者の方にはそれではとい

う御意見も当然伺っているわけですが、そういっ

た方への障がいをお持ちのそのお子さんを持って

みえるお母さんについては、この中央保育園、今

在園してみえれば卒園ということになってしまう

んですが、今後のことも踏まえての御意見だと思

いますけど、そういったことについては、ほんと

に本会議でも申しましたけども、万全でどこの保

育園行っても障がいのお子さんが十分保育をでき

るように保育士も一緒になってやっていきますの

で、御理解いただけるようにしていきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員 

 総合的、総合的ということで言われております

けども、私は、総合的に見ても存続が必要だと、

可能だというふうに思います。 

 ただただ財政的ということですか、これは。財

政的に切っていくということを考えているのか。

先ほど私が言ったような形態にすれば、十分効率

的な運用ができると。小さな保育園をそのまま小

さい保育園として50人もないような保育園をずっ

といくということじゃなくて、総合的な施設とし

ていくんであれば、それは効率性は担保できると、

こういうふうに考えますし、総合的に見てやっぱ

り駄目という説得力のないお話というふうに私は

言わざるを得ないというふうに思います。総合的

な判断が、多すぎる効率が悪い、狭いというふう

に言われてきたし、私は、今の状況の子供たちに

とってみれば悲惨な環境になってしまうような保

育環境、手厚いからいいじゃないかじゃなくて、

やはり一定の子供たちをちゃんと受け入れられる

ような未来がない保育園は悲惨だというふうに思

いますけどね。もう一度私は、考えるべきだと。
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考えるべき点をもう一回整理してやらなきゃ駄目

と。このままで、ただただ突っ走るんでは、全く

今後も認められないので、何をもう尐し納得して

もらいたいというなら何を精査して、どういうふ

うに説明するのか、そこのところをはっきりさせ

てもらわなきゃいけないですよ。そこの検討を私

はなしに上から切っていくというやり方について

は断固認められないということを言っておきます。 

 次に、一つ聞いておきたいんですが、農林水産

費ということであるここは具体的にないですけど、

世の中の動きでＴＰＰ反対の声が大変強いし、愛

知ＪＡも何らかの表明をしたんではないかと思い

ますが、いかがですか。 

○経済課長 

 ＴＰＰの質問ということでございます。私ども

直接という部分ではございませんが、農家の対す

る非難と申しますか、反対のことは農業新聞等Ｊ

Ａ通じて聞いているところでございます。 

 農協が今の質問で、ＪＡが反対表明あるいはそ

ういったところを出されているんではないかとい

うことですが、ちょっと私ども確認はしておりま

せんが、そのような行動をしているというふうに

は聞いておりますので、そうではなかろうかとい

うふうにはちょっと推測ではございますがと思い

ます。 

○中島委員 

 このＴＰＰ、環太平洋パートナーシップ協定交

渉ね、これをやるんだということで発表されてか

ら全国の農業関係者が特に声を上げていらっしゃ

るということで、米の国内生産額というのが約２

兆円減尐するんではないかと。全国で２兆円。お

米を扱っている関連の会社は、もう大量に解雇し

なきゃならんような状況になっちゃうんじゃない

かというようなことも言われているわけですが、

食料自給率、この方向も議論されておりますけど

も、この辺の影響についての認識はどのようにお

持ちですか。 

○経済課長 

 食料自給率現在40％前後というふうには思って

おります。それが20％を切るんではないかという

ようなことで、ＴＰＰ発行の後のはなるんではな

いかということが当然懸念されております。 

 そうした中での農家への打撃、そういうものは

明らかでございまして、より一層農業を続ける意

欲をなくす、また、我々農家を守ると申しますか、

農家の支援に対してのことが薄れていく、そうい

ったことの懸念の中で、政府のほうが出しておる

部分では経済効果というものをねらう中でのとい

う返しの言葉になっておりますが、我々農政の立

場から考えるでは全く違ったものであるというふ

うには私の立場からは思っております。 

 当地域は、知立がそうではないかもしれません

が、碧海大地というところで安城を中心とした米

作等の農業ではかなり発展の部分がございますの

で、そういったところを守る意味でもＪＡ愛知中

央管内としても守らなければならないものかとい

うふうには認識しております。 

○中島委員 

 そのとおりですね。もっと数字でいえば自給率

14％に落ちるんじゃないかというところまで言わ

れている。40を50にしようというマニフェストは

どうなるんだということの怒りですよね。 

 経済効果という一般的な全般的な経済効果、関

税が全部ゼロになれば他の貿易の関係ではプラス

になるというような言い方ですよね。そういう計

算はできるのかもしれませんけれども、食料自給

率というものについては、独立した国家としての

譲れない線があるというふうに私は強く思うんで

すね。消費者の立場から言っても。農業をやって

いらっしゃる方が頑張ってもらう。そのためにも

これをやってしまったら、私たちの目標とする自

給率50％以上ということも駄目になっちゃうだろ

うし、農家も壊滅的になっちゃうんじゃないかと。 

 安城が大変だという話出てますけどもね、ほん

とにこの地域の経済がこれでよくなるのかどうか

ということと等含めてね、大問題であって、北海

道も大反対ですよね。食料自給率あそこは200％、

必要な２倍以上つくってるところですからね、大

打撃。産業としても大打撃だということで北海道

言ってますし、やはりＪＡ愛知、ここの私たちの
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予算では直接ＪＡ愛知がうんぬんかんぬんはあり

ませんけども、共同体として農業振興ということ

でパートナーとしてやっているＪＡ愛知に対して、

やはりきちっとお話もし、市としてもバックアッ

プすると。やはり農業を守るという声は上げてい

くということをどこかで歯どめをかけるというこ

とをやっていかないと、ほんとに今の農業が瀕死

状態になってしまう、こういうふうに思いますの

でね、ぜひＪＡとも話し合いをしてもらいたい。

尐しでも見直しということでの意見をあげていっ

てほしいと、こんなふうに思いますけども、ＪＡ

との話し合いやら、市長、その辺での国への働き

かけ、国の動きに対する意見しなきゃいけない事

案ばっかりだというふうに思いますけども、この

辺について、やはり市長としても考え方をしっか

り持っていただかなきゃならんじゃないかという

ふうに思いますけれども、いかがですか。 

○林市長 

 この問題については、やはり経済を守ると申し

ますか、国際競争力を高めるという視点からいう

と、やはり一般論で恐縮なんですけれども、一定

効果と申しますか、かなり効果が出るという論調

もあるわけであります。翻ってそれが雇用を守る

ということにもつながっていくわけでありまして、

一概にこれは駄目だよということは私はなかなか

言えないのかな。 

 一方で、自給率が今40％であります。食料自給

率が40％。やはりこれがどんどんと下がっていく

というのは危険なのかなという思いがございまし

て、この問題も拙速にＴＰＰに乗っかっていくと

かというんじゃなくて、そのあたりをしっかりと

話し合っていきながら進めていくことなのかなと

いうふうに今は考えております。 

○中島委員 

 そこまでしかどうしようもない答弁だろうとい

うふうに思いますけどもね、ただ、認識として国

際競争力に勝つということで、ほんとにこれが大

きな役割を果たすかどうかはいろんな意見があり

ます、現在ね。こういうことも含めて、ＪＡとの

話し合いというのも一度やってみなければならん

と思うんですが、これは担当のほうですかね、ど

んな御意見ですか。 

○経済課長 

 今、ＪＡとの話し合いという中でございますが、

管内の市町村でございますが、ＪＡとの話し合い

も定期的にもっておりますが、このような話でと

いう議題はあがったことはございません。当然要

請があれば、そのような考え方等はお示ししてい

かなければというふうには考えております。 

○中島委員 

 ちょっと積極的に人ごとじゃないよということ

でね、国民の自給率の問題も大きいわけですから、

積極的にどんなふうなことかということの議論を

提起していくぐらいの意気込みがほしいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、生活保護の関係では、ちょっと数字

のことは先ほど来からありますのでいいんですが、

前議会アンケートをやっていただいた結果につい

て御報告いただきたいと。来年に向けてどうなる

のかなということですね。 

○福祉課長 

 前回の９月議会のときに中島委員より、今回の

前長妻昭厚生大臣ですかね、今はもうかわられた

んですが、発言から生活保護費の夏季加算を今回

の猛暑ということで、熱中症もかなり出たという

ことで、そういったのを検討したらどうだという

ことで話がありまして、今回うちのほうも11月１

日現在の生活保護世帯、入院等施設にいる方はの

ぞかさせていただきまして、400世帯の方に郵送

でアンケートをとらさせていただきました。 

 アンケートの内容は、あまり難しい内容ですと

なかなか答えていただけないということで、設問

２問ということでやらさせていただきました。 

 まず、１問目の設問についてなんですが、現在

お持ちの冷房機器についてはどういったものを持

ってみえるでしょうかという設問と、その冷房機

器をどのように使っていますかという形のこの２

問をアンケートとして出させていただきました。 

 それで、今現在回答が246世帯、率にしますと

回答率61.5％という形のものが返ってきておりま
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す。 

 その内容なんですが、まず設問１の現在お持ち

の冷房機器は何でしょうかということで、これに

ついては複数回答でやらさせていただいてます。

基本的にはエアコン、それから扇風機、それとあ

と、全然そういう冷房機を持っていないという方、

あと、その他何か関係のものを持ってますかとい

うこの四つで複数回答していただいてます。 

 その結果なんですが、まず１番エアコン、これ

については184世帯74.8％、扇風機159世帯64.4％、

全く冷房機器を持っていないという世帯について

は９世帯3.7％、あとその他なんですが、保冷パ

ックとか、冷蔵庫で涼んでるという方もみえるん

ですが、そういった方も１世帯あったということ

で、その他の関係で一応６世帯2.4％ですね。こ

れについては、エアコンなり扇風機がどうしても

全部足していくと240を超えていくということで、

複数回答ということなんですが、大体その他を含

めなくてエアコン、扇風機を見て、あとなしの世

帯が９世帯ありますので見ていくと、両方持って

みえる世帯は大体計算でいくと112世帯ぐらいが

ダブってくるんじゃないかという計算になってき

ます。 

 それと、もう一つの設問ですね。今の言った冷

房機器をどのように使っていますかということで

すね。今回の夏季加算というのは、物じゃなくて

電気代という形をいってるものですから、どのよ

うに使っているかというのが一番大事だと思いま

す。 

 それで、まずこれについてもすべて６問丸を打

っていただくような形で、これについては複数回

答じゃなくて一つ選んでいただくということにな

っています。 

 まず１番、エアコンの電気代等気にせずに必要

に応じて暑かったら使っているよというもの、そ

れと２番、エアコンは電気代が高くなってしまう

ため、最低限ほんとに暑いときだけは使わさせて

いただくという形、それと３番、エアコンも部屋

にはついているんですが、我慢して扇風機だけで

済ませているという世帯、それとエアコン自体が

部屋になくて扇風機だけで過ごしましたという世

帯ですね、それとあと、何もそういう冷房機器を

使っていないという世帯、あとはその他というこ

とで、基本的にはここではちょっと窓用エアコン

といってウインドファンみたいな形のものを使っ

ているという形が回答でありました。 

 それで今の選んでいただく中の回答一つずつ言

っていきますと、まず１番のエアコンの電気代を

気にせずに必要に応じて使っているよという世帯

が11世帯4.5％ですね。それから２番のエアコン

は電気代が高騰になるため尐し制限しましたと、

最低限使いましたというのは155世帯63％、それ

とエアコンは部屋についているんだが使わなくて

扇風機で我慢しましたという世帯が18世帯7.3％、

エアコン自体がなくて扇風機だけ使ったよという

のが47世帯、これで19.1％、あと何も使わなかっ

たというのが13世帯という形ですね、これが

5.3％で、先ほどのウインドファン等でやってる

という方が２世帯ということで0.8％、これすべ

て足すと合計246世帯になってきます。 

 やはりこの今の言った２番のエアコンはついて

るが高額になるため最低限に使っているという方

と、あっても使わないという方これ合わせると

155と18ということで173世帯、率でいきますと

70.3％、７割の方はどうしても電気代等高いとい

うことで、やはり使うのを抑えているという状態

というのが出てきていると思います。 

 今後につきましてなんですが、やはりこれにつ

いては、国の意向という形を受ける形になってし

まいますので、当然それはいろんな場面で県なり

国のほうへという話なんですが、ただ、今のとこ

ろ具体的にこれをもって国のほうへ要望していく

というものがちょっと今ないものですから、以前

は国のほうの負担率については市長会等通じてあ

げさせていただいてということでやらさせていた

だいたんですが、そういったことがあればそうい

う形に乗っかってやらさせていただくことになる

かと思うんですが、今のところまだどういう形で

いくかというのははっきりはしていませんので、

今のところ今、数字だけ発表させていただきまし
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た。 

 以上です。 

○中島委員 

 ありがとうございました。 

 私の聞いた方はこれ以外にないので、友達のう

ちへ行って涼んだとかね、そういうような涼を求

めて公共施設へ行ったとかね、使ってないほうに

入っていくんだと思いますけども、実態としてや

はり明らかな状況が出てきたんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 夏季手当、電気代が手当でくるのか、でも壊れ

たら買えないねっていう、それが一番気になると

いうふうに言われてる方もたくさんおみになりま

す。最初からついてたので今あるけど、もしこれ

が壊れたら、もう駄目だねと。これは冷蔵庫等で

も同じなんですけど、今壊れちゃったらもう買い

かえるお金はないというような実態というのは全

般的に言われています。これは機会があったらと

いうことで、ぜひ夏季手当等が見込まれるように

ということでお願いしたいと思います。 

 皆さんがとても心配していらっしゃるのが、働

けるのに働いていないというそういうことがある

んじゃないかという一番心配。私どもも派遣村の

ほうでずっと今も毎月定例的に集まっているんで

すが、そういったことを話題にしております。 

 それから、もう一つ話題なのは、そういった状

況のなる人の弱さといいますか、もともとギャン

ブル依存症であったと。パチンコにはまっちゃっ

て身を滅ぼしてきたというような感じの方もあり

ます。それから、アルコール依存症で、どうしよ

うもないというような感じも人も現にいます。で

も死んでもいいというわけにもいかないので生活

保護に来てるわけですけども、そういった方たち

について、今全県下の半貧困ネットワークでテー

マにしているんですね。どうやってそれらの依存

症から脱却させることができるのかということを

話し合っておりますし、プロの方たちの話を聞い

て勉強会もしていると。知立団地での話し合いも

そういったこともしている。あの人もそうじゃな

い。あの人はやっぱりそうじゃないかな。パチン

コ依存症じゃないかなというようなこともリアル

に話し合っているんです。これは非常に勉強会へ

出ていくと、ほんとにプロの支援、病院にかから

ないと駄目だと。この依存症はいずれもね。特に

パチンコ等のギャンブル依存症こそ病院にかなら

ないと、説教しただけでは絶対に治らないという

ことが言われておりまして、そういった心療内科

のようなところなんですけども、そこらじゅうに

あるのとは違った専門の分野の病院があるんです

ね。この辺にはなくて、名古屋にあるとかいろい

ろなんですけども、そういったところで相談して

もらわないと、これはもう治らないよというよう

な問題があって、頭が痛いんですね、実を言いま

すと。担当のほうも頭が痛いと思います。 

 国のほうがどうやってこれを根本的に指導する

のか。働け、働けと言ったって、全然ぬかに釘に

なっちゃってるね、そういった状況になった人が。

そこを脱却させていくということがとても大きな

課題になっているということで、この辺は、それ

こそ担当のほうとしては、県とか国とかこういっ

た人たちの立ち上がり、自立をどう復活させるの

か、これは十分に研究して指導してもらいたいな

というふうに思います。私たちも限界がありまし

てね、もう無理やり病院に連れていくということ

もなかなかできなくて、そこのところがあるので、

やはりそういった人たちに対しては、振り込みじ

ゃなくて毎回来てもらって、病院へ行こうねとか

いう話ができるように振り込み方式というのが手

がかからないのでどんどん推奨されてきたんです

けども、本来は振り込みはよくないと私は感じて

おります。そういった方たちのポイント指導とい

うものがしっかりできるような体制、国の指導を

仰ぐ、こういったことをこれが今大きな課題では

ないかなと、こんなふうに思いますけども、いか

がですか。 

○福祉課長 

 今の話で、やはりそういう方かなりみえるとい

うことで、本来、生活の基盤がしっかりしていな

いという状況もあって、保護費を支給させていた

だいても計画的に使えない。お金をもらってしま



- 55 - 

うと、要は、１週間ぐらいでもう使い切ってしま

う。そのあとお金がなくて、そこからきちきちの

生活をしていくような状態でというかなりみえま

す。 

 それと、今言ったように、アルコール依存症的

な方もみえます。アルコールが入ると市役所の窓

口に来て話をすると。アルコールが入ってなけれ

ばかなりおとなしくて、家でじっとしてるという

状態になっているんでしょうが、そういった方も、

うちも何回も続くと、かなりきつい調子で言って

しまいます。どうしても病院に行くのか、廃止を

するのかとかですね、極端なことを言うと、廃止

というのは、ほんとに廃止してしまうわけじゃな

いんですが、言葉的にそういったある程度のとこ

ろを選んでいただいて、病院に行っていただいて

治していただかないと、とても今の状態では同じ

ことの繰り返しとなってしまいます。当然ギャン

ブルでもそういうことですね。お金があれば使っ

てしまう。なければ、またお金がないと言って市

役所のほうへ窓口へ来られるという方がみえます。 

 それについて、やはり自立が一番大事というこ

とで、すべての方がそういうわけじゃないもので

すから、一応就労支援ということで、かなりうち

のケースワーカーのほうから就労についてやって

いただいてるし、皆さんも働きたいという方もか

なりみえます。ですが、今のところなかなか就労

に結びつくという方が尐ないです。どうしても今

の状況であると、なかなか面接に行ってもはじか

れてしまう。先ほど年齢別にやらせていただいた

んですが、やっぱり50代とか多いものですから、

50代とか45を超えてくると極端に就労というか、

求人が尐なくなってしまいます。ハローワーク等

求人を見ると年齢制限ないものですからいいのか

なという話でいきますと、実際は45歳超えてくる

とはじかれしまうというのが現状です。 

 それでその中で、皆さんも、うちのケースワー

カーも一生懸命就労をということでやらせていた

だいてますので、その辺で、とにかく自立をとい

うことで、尐しのアルバイト的なことでもいいも

のですから、尐しでも働いていただくという形で

習慣づけるような形をとりたいということでそう

いう紹介もさせていただいてますので、今後いろ

んな訪問を兼ねてやらさせていただく。 

 それと、先ほど中島委員の言われた口座振替で

はなくて窓口という話で、実は、以前窓口が多か

った時期があって、そうすると５日に保護の方が

早くほしいということで、うちが大体９時に金融

機関から出して10時にお配りするんですが、窓口

に並んでしまうということで、ほかの市民の方が

通るのにも通れないという状態が一時ありまして、

急遽口座振替をふやした時期がありました。やは

り指導をかけないといけないという人については

口座振替をやめて窓口支給という形にとらさせて

いただいている方もみえます。そういう方も話を

したいという方については、お金を取りに来てく

ださいとか、通常の連絡がとれない方については、

そういう形でやらさせていただいております。 

 県のほうの保護担当に言わせますと、本来ケー

スワーカーというのはお金をいじってはいけない

というのがあるんです。いろんな事件がありまし

て、そういったこともあって、ケースワーカー自

体はお金をいじってはいけませんよということで、

ただ、うちのほうで今のところ人員はふえたにし

ても足りないということもあって、全体でやらさ

せていただいているものですから、そこまでちょ

っと徹底できてないですが、本来は現金等いじら

なくて、そのためにも口座振替というのを推奨し

た時期があったものですからそういったこともあ

って、今、中島委員の言われたような形のことに

ついては、今も問題のある人は呼び出しをかけて

取りに来ていただくような形でやってますので、

それについては間違いないと思います。 

 それとあと、国とか県のほうで、またこれから

いろんな会ですね、担当者会等でも各県の保護グ

ループの方もみえますので、そういった中でそう

いった相談をしながら進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員 

 大変これは難題なんですけども、ほんとに自立

を目指した指導というのを私どもやっていかなく
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ちゃいけないなということを大変痛感をしており

ます。 

 働かない時期が長くなると、また健全な人も心

が不健全になっちゃうんですね。だからほんとに

就労支援というところも力を入れて、あきらめの

境地で、もういいやということになっちゃうので、

就労支援のほうも力を入れていただきたいと思い

ます。 

 それから最後で、地域活性化交付金のことを本

会議でも申し上げまして、住宅リフォームなんか

にも使えるんじゃないかということも言いました。

補正予算というのはいろんなあるんですね。生活

保護の生活支援という生活保護等生活支援という

のも補正予算で組まれておりますし、生活困窮者

対策ということでね、こういうのも補正予算があ

るんですね。ちょっと返っちゃって申しわけない

けど、生活保護の担当として使えるような何か補

正予算ということなんでしょうか。わかりません

かね。 

 生活保護等生活支援ということで、20兆円とい

う予算が国のほうで組まれております。こういっ

たのも何か使えるものがあるならば役立てていた

だきたいなと思いますしね。いろんな交付金が、

きめ細かなとか住宅生活に光を注ぐとかね、いろ

んな分野での補正予算が組まれております。子宮

頸がん等ワクチン、これはこっちで出てきますけ

ど、これは同じ舞台で出てきている補正予算なん

ですね。これは知立市でも懸案になっておりまし

たので、ぱくっと食いついてやろうということに

なりましたけども、ほかにそういった使えそうな

予算というものが結構あるなというふうに私は見

ているんですけども、これいかがですか。その辺

の関係するところというのは。生活保護のところ

ではどうですか。 

○福祉課長 

 申しわけありません。尐し勉強不足で申しわけ

ありませんが、基本的には国等が言われているの

は、先ほど言った就労の関係ですね。特に専門的

な就労相談員を設置するという形のものを今後や

っていくという形で、そういったので多分そうい

う形の交付金なり等をつけていただくという話だ

と思うんです。 

 本来支給額の問題ではなくて、こちらの体制の

関係だと思いますので、今まであったセーフティ

ネットの補助金関係も同じなんですが、いろんな

人員を追加した場合に、その部分については

100％で見てくれるよというようなことで結構あ

りましたので、そういったのが今言われているの

は先ほど言った就労支援の相談員の関係が一番今

力を入れている形だと思いますので、その辺の形

だと思いますが、まだちょっと詳しいことまで勉

強してないので、申しわけありません。 

 以上です。 

○中島委員 

 それこそ就労をしっかり支援してほしいという

段階では、支援員の事業ということで、100％使

えるお金ということで一つ枠があるならばやって

いくべきではないかというふうに思います。 

 それから、地域活性化のところで、副市長も住

宅リフォーム助成制度については経済効果が認め

られるということを繰り返し言っていただきまし

た。この点では、具体的にどんな効果があるとい

うふうにお感じになっていらっしゃるのか。副市

長どんな思いで言われたのか、担当はどういうふ

うに考えているのか、ちょっとお聞かせをいただ

きたいと思います。 

○清水副市長 

 やはり今いろいろ仕事がなかなかないという環

境の中で、それぞれの世帯、それぞれの個人が住

宅のリニューアルなり修繕、そういったものをそ

ういう制度を使ってやりやすくするという部分で

は、そういう関係の業者への需要がふえる、そう

いうことでの雇用等々にもつながっていくんだろ

うというふうには理解をしております。 

○中島委員 

 担当のほうはあまり、以下同文ですか。もう尐

しいろいろ調べていただいたという成果を発表し

てもらいたいないつも思うんだけども、遠慮ぎみ

に言われておりまして、効果がどこにあるのか見

えてこないというこんな感じですけども、ちょっ
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と御披露してください。 

○経済課長 

 経済効果の担当ということでございまして、今

おっしゃったことももちろんということでござい

ます。私ども経済効果という中で、広く業種もあ

るわけでございます。本会議にほうでも出たかと

思いますが、一つのプレミアム商品券のそういっ

た部分での交付も一つの経済効果であると思って

おります。そういった意味での商工業に対する従

事者へのお金の流れ、そういったものでの経済効

果というふうには思っております。 

○中島委員 

 プレミアムのものについて、私、お米というふ

うに単純に言いましたけど、お米だけじゃなく商

工会に入っていらっしゃる業者は全部だよという

ふうに言っていますね。今までの実績でいうと、

あれはどのように使われたのか、どういう業種に

回ったのかということもわかっていますか。非常

に幅広い業種があるんだというふうにおっしゃる

けども、大きくどんなところにそのお金が流れた

のか御披瀝をいただきたい。 

○経済課長 

 今実施中の平成22年度については集計が出てお

りませんが、昨年実施したものについては、一応

業種別には出ております。 

 御存じのように、大型店が前回より実施店の中

に入っておりますので、大型店に約45％、食品ス

ーパー29％、そういった中で今二つ合わせますと

70％余でございます。あとは生活雑貨、電化小売

そういったもので、いずれも10％未満というよう

な状況でございます。 

○中島委員 

 ありがとうございます。 

 やはり全体的には、日ごろ買っているようなも

のを１割引きで買おうかなという傾向になったん

ではないかなという感じがするんですね。食料品

とかね、特別にこれがなかったら買わないという

こういうものではないような気がしました。ちょ

っと種類が住宅リフォームのほうとは違った感じ

がいたします。 

 住宅リフォームは、大工だけじゃなく瓦屋や壁、

畳、障子、水周り、ほんとに下水道関係も含めて

幅広い業種に影響するわけで、今多分プレミアム

では出てこなかった業種になるんじゃないかなと

いう感じもいたしました。 

 こちらのほうは特にまた違うのは、いつも買い

物をするのを安い１割引きで買おうというのがプ

レミアムの傾向だと思うんですが、リフォーム助

成の場合は、もう尐しお金がたまったらやろうか

なとか、ちょっと様子を見てからねとか、ちょっ

と二の足を踏んでいた人たちが思い切ってリフォ

ームするということでは新たな景気刺激というも

のが出てくるというね、新たに広がるというここ

の部分がちょっと性格が違う。また違った効果が

期待できる、こういうふうに考える新たに広げて

いくというふうに思うんですけども、そのように

お考えにはなりませんか。 

○経済課長 

 住宅リフォームということで、主には建設会社

あるいは建具屋、畳屋という部分での特定といっ

ては何かもしれませんが、そういった業種事業者

になるのかなということで思いはあります。 

 そうした中で、その方々への経済効果というも

のがどのようなものか、また、従来あります耐震

あるいは高齢者など他の制度の関係、そういった

ものの考え方、精査が必要なのかなというふうに

は思います。 

○中島委員 

 あまり他を研究していらっしゃらないなという

ことをつくづく今思いました。リフォームするの

は、ほんとにその下にまたいろんなものをね、材

料を集めるとか、建具屋が一人で何でもかんでも

やっちゃうわけじゃなくて材料を集めてくる。そ

れからブロックを買ってくる。いろんなところの

材料を買い集めて大工が最後のやるとか、屋根を

乗っけるとか、いろんな形で、すごいすそ野が広

いんですよ、これは。電気工事がひかかってくる

とかね、そこで、水道管もかかわってくるとかね、

幅広いんです。特定のリフォーム業者だけじゃな

いかというのを前、市長も答弁の中で言ってみえ
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た議事録がありました。リフォーム業者だけがも

うかるんだというふうな感じでとらえないで、実

態としては、もっと幅広い業種の皆さんがかかわ

るよということを他の事例が伝えてくれているわ

けですよね。そこのところが全く担当者からは実

感としては出てこないな、もっと勉強してもらい

たいなって、ほかのところをねというふうに思い

ます。 

 勉強してもらったのは蒲郡だけですか。私、資

料お渡ししましたけどね、電話もしてもらったと

か。もっと幅広い勉強必要なんじゃないですか。

ぜひその辺ちょっと聞かせてください。 

○経済課長 

 蒲郡、10月から始めたということで情報等はお

聞きして承知はしております。 

 それと話にでも出ておる中ではございますが、

秋田県宮古市の例も内容等は、ごくありきたりの

情報かもしれませんが、そういった中での理解は、

その紙面の中で理解はしたつもりでございます。 

○中島委員 

 今回の交付金の中のきめ細かなというほうの対

象に私は、これはやろうと思えばできると。もう

一回これ認識をお聞かせください。 

○経済課長 

 先日お示しをいただきました地域活性化交付金

の中のきめ細やかな交付金というところでござい

ます。知立市への配分の交付金額、そういった枠

もございます。また、中身においての概要も見さ

せていただいておりますが、今この中でこの部分

が該当してどうかということはちょっとお答はで

きかねますが、中身においての概要あるいは緊急

総合経済対策に掲げられたというようなテーマの

中でございますので、そういったところを総合的

に含め、今後どのようにということは考えていき

たいと思います。 

○中島委員 

 ぜひ考えてください。暮らしや雇用などの対策

に自治体で活用できる、そんな内容であるという

ことも書いてありますので、ぜひ研究して、これ

は遅くなっちゃうかもわかりませんけど、次補正

となったら３月と。でキープしといて次にやると、

来年度やると、そういうことも含めて研究してい

ただきたいというふうに思います。研究きちっと

していただけるかどうか、市長いかがですか。 

○林市長 

 今のところ研究課題ということでさせていただ

きたいというふうに思っております。 

○中島委員 

 ちょっとニュアンスが違うと全然やらないとい

うふうになっちゃうんだなという。私が研究して

もらいますかと言うと、今のところ研究課題とい

うと、やる気はないけど研究しますという、こう

いうふうな感じに受け取れました。 

 この活性化交付金を使えるということであるな

らば、これを補助金として15倍、どこの自治体で

も15倍の効果が出るよということを言っておりま

すので、ぜひこれはやる方向で検討してもらいた

いというふうに思いますが、そのつもりで担当の

ほうはしっかりもう一度この補助金の使い方とい

うことも含めてね、検討してもらいたい。いいで

すか。 

○経済課長 

 活性化交付金の部分を利用してということでご

ざいます。まだ中身について、今言った３月で繰

り越しができるかとか枠の部分もございますので、

総合的に研究、検討をしてまいります。 

○中島委員 

 以上です。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第61号について、挙手により採決します。 

 議案第61号は原案のとおり可決することに賛成
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の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第61号 平成

22年度知立市一般会計補正予算（第２号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第62号 平成22年度知立市国民健康保険補

正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 よろしくお願いします。 

 60ページ、国民健康保険税が２億2,424万7,000

円が減ったということで先ほどもお聞きしました。 

 基金繰入金が２億1,778万4,000円ということで、

９月の補正予算のところを見ましたところ、２億

177万8,000円ということで、この金額がどこから

繰り入れてくるのか教えてください。 

○国保医療課長 

 基金繰入金の２億1,778万4,000円についてとい

うことでございますが、平成21年度３月末で

3,712万3,855円の基金がございました。それを９

月補正で追加で積み立てさせていただいて、９月

補正後の残高ということで２億3,890万855円の残

高になっております。そのうちの２億1,778万

4,000円を今回繰り入れさせていただきました。 

 以上です。 

○高木委員 

 最初当初は積立金は４万円ということで、そん

なに尐ないところはどうするんだろうと思ったら

９月のときに補正でということでこれだけのお金

で、また12月になってまたこちらへということで、

市のほうはこんなふうになっているんだなという

ことでちょっと驚きながらですけども、だんだん

と基金のほうは減っていくのでしょうか。 

○国保医療課長 

 基金の残高は減っていくのかというお問い合わ

せでございますが、今回の補正で繰り入れさせて

いただいた後の残高の見込みとしましては、約

2,100万円ほどということでございます。 

 今後の見通しということでございますが、医療

費の伸び、税収の伸び等が絡んできますので、平

成22年度の９月補正で積み立てさせていただいた

ほどまではいかないと。今回そこまでいかないと

いうふうには思っております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 行政経営改革プランの中に支払いが尐しでも滞

らないようにということでコンビニ、クレジット

ということで努力されてみえると思うんですけれ

ども、効果は上がっているんでしょうか。 

○国保医療課長 

 コンビニ収納等の平成21年度から始めさせてい

ただきましたが、申しわけありません。平成21年

度の実績についてはちょっと持っておりませんが、

今回補正にあげさせていただきました手数料、歳

入システムの処理費用の補正等を見てみますと、

コンビニ収納の件数等、あとクレジットの件数等

伸びておりますので、税金の納めやすさ等税収の

確保については効果があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 それとはちょっと別件ですけれども、市の職員

の方が使われている保険証と国民保険証では大分

厚みが違うのではないでしょうか。薄いんです、

高齢者の保険証は。どうお考えですか。 

○国保医療課長 

 確かに私ども共済組合の組合員証と国民健康保

険の被保険者証、後期高齢者の被保険者証の厚さ

は、確かに違います。これは共済組合はあれでご

ざいますが、国民保険証、後期高齢者医療の保険

証でございますが、確かに厚さは違います。失礼

しました。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後５時06分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後５時15分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○国保医療課長 
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 先ほどの国保の保険証のその件で補足させてい

ただきます。 

 国保の被保険者証は、有効期限が２年で発行さ

せていただいております。最長２年で。 

 あと、国保の加入等の届け出の際には、窓口で

即日発行をさせていただいております。窓口での

即日発行はコンピューターへつないだプリンター

で保険証を印刷をして被保険者の方にお渡しして

おるのが現状でございます。 

 私どもの共済組合の保険証の厚さと同じように

するということでありましたら即日発行等ができ

ない。それと２年に１回の更新等がありますので、

重さ等も変わってきますので、コストの面も考え

て今の厚さになっております。 

 以上です。 

○高木委員 

 よく説明ありがとうございます。 

 しかし、高齢者になりますと指の感覚等見にく

いということとか、探しにくい。紛失も多々ある

と私は聞いておりますが、その辺はいかがなので

しょうか。 

○国保医療課長 

 紛失等の届け出による再交付の件数につきまし

ては把握はしておりませんが、私のところに決裁

等で回ってまいります再交付の申請書が週に二、

三件ありますので、かなりの数にのぼるのではな

いかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 他市を見ますと、知立市は４枚、健康保険証の

入るものと診察券が３枚入るような形のものがい

ただけるんですけれども、他市は、もう尐し厚み

の薄いカードが入れる。それをそのまま持って行

って、小さなカードですので。２年後にまたそれ

を何年間か使える。私たちが免許証を入れるのに

カードが別に何年かで交換しなくてもいいような

感じがしますので、ちょっとまた予算のないとこ

ろでけちけち大作戦ですけれども、再発行するよ

りもひょっとしたら例えば80歳以上とか希望され

る方にはそんなようなことをしていただけたらあ

りがたいなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○国保医療課長 

 保険証のケースにつきましては、今の形は保険

証等、あと福祉医療の受給者証等、あと食事等の

限度額認定証の大きさが保険証と違っております

ので、それもあわせて保管をしていただくという

意味合いも込めまして今の大きさになっていると

いうふうに考えております。 

 また、80歳以上の方等の保険証につきましては、

今現在75歳以上の方につきましては後期高齢者広

域連合のほうで被保険者等の発行等の費用等賄っ

ておりますので、私どもの判断ではちょっとでき

かねる部分がありますので、よろしくお願いいた

します。 

○高木委員 

 これは知立市が高齢者にやさしいということで

私は申し上げました。今80歳と言いましたけれど

も、75歳以上後期高齢者、保険証の厚みは同じで

す、国民年金の方も。この点は、市長どんなふう

にお考えでしょうか。 

○林市長 

 保険証の関係、私、他市の例とかちょっと見て

なくて恐縮であります。 

 今、高木委員の高齢者にとってやさしいという

視点で、できるものならやはりそうした視点で一

回検討をしてみたいなと思っております。 

○中島委員 

 一昨日相談の方がみえました。仕事がなかった

方が仕事についたわけなんですけども、その前に

納税相談にみえまして、市税と国保税合わせて滞

納、払えなかった時期の呼び出したありまして、

市役所にみえたそうです。 

 それでその後、仕事を見つけて、まだ給料がよ

うやく入るところというところにきたんですけど

も、その相談から２カ月たって、もう既に今月の

20日出さなければ差し押さえますよという通知が

来ましたということで、納税相談をやっていて、

何でこんなふうに突然差し押さえ通知のような予

告通知、それが来てしまうんだろうかと言って相
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談がありました。 

 国保税のこれも税務課のほうで一緒にやってい

るので、直接課長がそのことを具体的に多分わか

らないと思うんですけども、滞納者に対する対応、

相談に行っていてもそういう形をとられる。大至

急もちろん払おうと思うけども、何でこんな脅迫

的な手紙が来るんだろうかということで、ちょっ

と怒ってみえました。多分きょうの朝もその方は

市役所に早速相談に行くと言ってましたけども、

そんなに２カ月の間、納税相談をおいてですよ、

事情も話していうことでやってるのに、滞納とい

うことでこんな通知が来るというのは、とても納

得できないといってみえましたけれども、連携プ

レーでやってほしいと思うんですね。あまりそう

いうひどい扱いは滞納者に対して制裁行政という

ような形にもとれるようなことはいかがなものか

と、こういうふうに思いまして、滞納者の対応を

私はどういうふうに考えているのか。毎回私は差

し押さえ件数等も聞きましたけども、具体的な事

例でこのように、きのうの朝相談にみえた方の話

なんですけどね、そんなことが起こっているとい

うこと自体を認識しておみえになるかどうか、い

かがですか。 

○国保医療課長 

 差し押さえの予告通知のような通知が納税相談

後２カ月足らずの間に来たということでございま

すが、申しわけありません。その通知を私ちょっ

と見ておりませんので何とも申し上げられません

が、滞納者の方に対しては公平性の確保等を含め

て、納税者の方の事情等もお聞きしながら相談を

させていただいているというふうに認識はしてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○中島委員 

 基本はそういうふうなことだし、確かにその相

談の折にもね、今回２億円も保険税が減額補正な

んだよと。みんな収入が減っちゃって所得割等が

減ったのかなと、こういうことで、必死で集めな

きゃやっていけないんだわねというそんな雑談も

しておりました。それも理解できるというふうな

話でしたけれども、そういう事態というのは、あ

まりにもそれこそ拙速なやり方でね、いかがなも

のかと思いますけれども、今回の、今想像で言い

ましたけども、２億円以上の税収減補正、これの

もう尐し具体的な内容についてお聞かせをいただ

けますか。 

○国保医療課長 

 今回の国民健康保険税２億2,400万円余りの減

額補正につきましては、平成21年度中の被保険者

の方の所得が平成20年度中の所得に比べまして大

幅に減尐したことによりましてこういう減額補正

となっております。 

 具体的に申しますと、課税所得が約23％ほど減

額して減尐しておるのが原因でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 課税所得が23％も尐なくなってしまった。国保

という会計そのものをここに国保に入ってくる皆

さんは、若い方でいえば会社に保険がないと。派

遣で、アルバイトでというような方たちが多いた

めにがくんと減ってくるというこういうことも予

想されるわけですね。 

 これは課税所得というわけですけども、年金者

というのは比較的安定しているわけでしょうか。

そういうのはわからないですか。働いていらっし

ゃる方の所得が、ごんと減ってるなというふうに

思います。年金者の所得というのはどのように見

てらっしゃいますか。 

○国保医療課長 

 年金者の所得ということではちょっと把握して

おりませんが、退職被保険者、一般被保険者とい

うくくりで申し上げますと、主に年金の収入のあ

る方ということのくくりで申し上げますと、それ

でも大体20％ぐらい減尐しておりますので、ちょ

っと申しわけありませんが、そこのところで御勘

弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○中島委員 

 そちらも20％ぐらいは減尐してるじゃないかと。

年金の尐ない方が多い。新しく年金もらう方たち

は低い人が多いというような感じがするわけです
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けども、こういう実態が被保険者の実態だという

こういうことを前提に収納率を上げていかない限

り財政確保できない。収納率上げる、それはすご

い命題ですよね、やっぱりね。それこそ、きのう

見えた方は、会社に勤めてたけども、会社のほう

はずっと会社の保険があるというふうにずっと言

ってたと。日勤の方ですよ。よくよく聞いてみた

ら、それは雇用保険だけだったというようなこと

でね、全然知らなかったというような感じで、ど

っと国保の滞納がふえてしまったというこういう

ことがわかったという話もあります。だけど、や

はり国民皆保険ということですので、そういうこ

とも含めてよくよく説明してあげるというか、わ

かりやすく保険についての説明をして滞納者に対

してもわかりやすく、ほんとに丁寧に話をして、

どうしたら納めていただけますかというような姿

勢ね、これがないといけないなというふうに思う

んです。その辺での市の職員の努力、対応、めち

ゃめちゃに机たたいて取ればいいというこういう

やり方でなく、かみ砕いて協力してもらうという

ことが必要じゃないかなというふうに思います。 

 それは税務との関係で切り離されているという

こと、現年はそちらということでいいですかね。

全部向こうでしたかね。そうすると税務との対話、

これについても税務課の人は国保の内容について

詳しくこういう議会で聞くわけでもないですし、

その辺ではきちっと連携をとっていかないとわか

らないということがあるんじゃないかと思うんで

すね。その辺は何か工夫されますでしょうか。 

○国保医療課長 

 税務課との連携ということでございますが、納

税相談におきましては、資格とか国保の仕組み、

税の計算方法等につきましては国民健康保険の係

の者が対応して説明をします。あと、納付の相談

とかその方法、金額等の相談につきましては税務

課の者でやるという形で分けてやらせていただい

ております。 

 １人の方に対して２人の職員が対応するという

形になりますけども、一緒に対応する場合が多い

ですので、事務の都合で別々になる場合もありま

すけども、そういうふうな形の連携はちゃんとと

っているというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 でしたらさっきのような差し押さえ通知のこと

についても基本的な方針というのは認識してるわ

けじゃないですか。全く知らないということでは

済まされないんじゃないですか。こういう方針で

いこうということで確認してることがあるんじゃ

ないですか。 

○国保医療課長 

 個別と言いますか、納付の通知、督促状、催告

状等の発送につきましては、税務課のほうでやら

させていただいております。事務処理が機械的と

言うんですかね、そういう形になってしまった部

分があるかもしれませんが、そういう形でやらさ

せていただいておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○中島委員 

 どういう場合にそういう催告状的なものがね、

差し押さえ予告というものがいくのか、ちょっと

ここではわからないというわけですよね。どうい

う場合にそれが出たのかということがわからない

ということですけれども、そういうことも基本的

な問題としてルール化されているんだとしたら、

こちらも承知してないとおかしいし、そういうこ

とですよということも承知の上で納税のお願いを

しっかりするということでないとまずいんじゃな

いか。ちぐはぐしちゃっててということ。これは

税務との調整でやっていただきたいということを

再度お願いしたいなと思いますが、部長いかがで

すか。 

○保険健康部長 

 国保の事務につきまして資格管理あるいは国保

税の課税給付、それが国保の担当がやり、それか

ら税の徴収が税務課のほうでやるという、言って

みれば二つの窓口でやっておるというそういう実

態の中で、先ほどから指摘のありました滞納者の

方々への対応ですが、窓口で資格あるいは給付に

おいでになったときは国保の者と、それから、そ
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の方が滞納である場合には税の者も来てもらって、

そこで納税相談をし、それから国保の仕組みの話

をしというのが今実態なわけですけども、税はそ

の後に督促、催告状と、そういったものを税のス

ケジュールの中で処理をしておりますので、御指

摘のありましたように、国保と税がそのときに同

じテーブルで話をするという機会が現状ないのか

なというふうに思っておりますので、税のほうに、

きょう御指摘のありましたお話も含めまして話を

させていただいて、今後どういうふうになるかと

いうのは税と相談しながらやらせていただきたい

と思います。 

○中島委員 

 ぜひお願いします。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第62号について、挙手により採決します。 

 議案第62号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第62号 平成

22年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第65号 平成22年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 131ページ、お願いします。 

 ここで保険給付費ですね、居宅介護費1,000万

円のマイナス、その下は700万円、居宅介護サー

ビス計画費というところでは700万円の増と、こ

ういうふうになっておりますが、この内容をお知

らせください。 

○長寿介護課長 

 補正予算書131ページの1,000万円のマイナスの

部分につきましては、通所介護、いわゆるデイサ

ービスの利用者の部分を1,000万円減額するもの

でございます。 

 それから、700万円の増額につきましては、ケ

アプランの作成事業の増額が700万円というもの

でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 デイサービスのほうはこれだけ利用見込みを尐

し減額補正するというこういうことですね。 

 減額補正するんだけど、一方では、ケアマネジ

ャーがやる計画ですね、これは700万円ふえると、

ほかのサービスをたくさん使うだろうということ

なのかもわかりませんが、ちょっと相反するよう

な気がいたしまして伺ってるんですけども、この

700万円のプラスということについての見通し教

えてください。 

○長寿介護課長 

 この介護給付費のサービスなんですが、いろい

ろサービスの種類がありまして、通所介護と訪問

介護、この二つのサービスが全体のおおむね５割

を占めてまして、その中でも通所介護、これが割

合が高く、利用者の方が多いサービスでございま

す。 

 こういったサービスを利用するに当たりまして

は、ケアマネジャーがケアプランを作成しまして、

このサービスの提供を受けることになっておりま

す。このサービスの提供を受けている中で、この

サービスの提供を受けようとする者が変更になっ

たりする場合、そのときにはまたケアプランを作

成しなければなりません。そんなことがありまし

て、ことしの９月までの実績を見ましたところ、

このケアプランの作成費用がかなりふえておりま

す。昨年と比較しましても、１カ月当たり100万

円ぐらいふえておるということがありまして、こ
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の９月までの実績を考慮しまして、残り７カ月分

のケアプラン作成費用がこのままの状態だと尐し

足りなくなってくるだろうという見込みの中で、

この介護給付費の通所介護、これが９月までの実

績を見ましたところ、先ほど言いましたように、

利用率としては高いものですから、当初予算を尐

し多めに見込んであります。それが実際に平成22

年度を見ましたところ、９月までの実績を見まし

たら1,000万円ぐらいは余ってくるだろうという

決算見込みのもとで1,000万円を減額はしてはご

ざいます。ケアプランのほうが700万円の増額が

してございます。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 利用者の需要と供給のバランスということがあ

りますのでね、こういう調整をなさったと、こう

いうことであります。 

 介護サービスということについては全国でサー

ビスの基準というのの地方版みたいなものを運用

しているような例が幾つかあるというようなこと

で、今回もちょっと陳情がたくさん出ている中で、

訪問介護サービスにおける院内介助制限というよ

うなことが出ております。こういう厚生労働省通

知に反する制限をやっちゃいけないよというよう

なことが陳情の中で項目としてあがっております

が、当市ではこの院内介助ということについては

どのような扱いになっておりますか。 

○長寿介護課長 

 この件につきましては、私ども知立市では、厚

生労働省の指示のとおりの運用をさせていただい

ております。 

○中島委員 

 具体的実績というのはどうなんでしょう。 

○長寿介護課長 

 院内介助の件について、その実績まで把握して

ございませんので、申しわけありません。 

○中島委員 

 具体的にはヘルパーのような形を、家庭でなく

入院しちゃった場合には、入院先に行ってちょっ

とお手伝いをすると、こういうことが認められる

わけですね。これは非常に高齢者の皆さんにとっ

てみると必要なサービスだと思うんですよ。どの

ぐらいケアマネジャーの皆さんがこういった点を

紹介していらっしゃるのかね、その辺がないと院

内介助というのに使えると思ってない人がいて要

望しなかったらそのままになってしまいますよね。

その辺は、せっかく厚労省がいいよと言っている

わけですので、周知してもらいたいなと思うんで

すが、どんなふうでしょうか。 

○長寿介護課長 

 介護認定を受けていただく際に、そういった説

明等々も含めて行っていきたいと思います。 

○中島委員 

 何か書いたものを、説明書きになっているよう

なものでこれが書いてあるというものもあるんで

すか。 

○長寿介護課長 

 申しわけありません。今はそこまでの説明書き

のようなものは申請時にお渡ししてございません。 

○中島委員 

 なかなか院内介助というのについては、あまり

まだ認識が広がってないと思うんですね。ここで

も問題になったことがなかったし、私自身も認識

をあまり持ってなかったわけですね。こうやって

キャラバンの皆さんがいろんな情報を提供してい

ただいて、そうかというふうに勉強させてもらう

ことが逆に多いんですけども、一般の市民の方だ

ったらなおさらのこと御存じないという。入院し

ちゃったら入院なんだと。居宅介護という認識は

もうここで離れてしまうという感じがするのでね、

病院のほうでつき添い頼みますよと言われたとき

も困っちゃうというようなことがあるかと思うん

です。ですから、その辺は十分に、せっかく制限

しておりませんと胸を張って言っていただいたの

でね、使えるようにＰＲ、どういうサービスが使

えるという中のＰＲの中にこういったものもあり

ますというこういう書面でみんなが認識できるよ

うなもので出していただきたいと。ケアマネジャ

ーの皆さんにもしっかりその辺は周知していただ

くというふうに思いますが、どうですか。 
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○長寿介護課長 

 認定申請におみえになったとき、また、介護保

険制度について相談におみえになったときに、そ

ういった形で説明ができるようなものを用意させ

ていただいて周知を図っていきたいと思います。 

○中島委員 

 ケアマネジャーが一堂に会するような機会とか

何かあるんですか。ケアマネに徹底する方法です

ね、そういったものって何かあるんですか。 

○長寿介護課長 

 今、地域包括支援センターのほうにおきまして、

毎月木曜日にですね、４週あるわけですが、１週、

３週、高齢者福祉行政に携わってみえる在宅介護

支援センター等々のケアマネジャー、居宅介護支

援事業所等々に携わってみえるケアマネジャーの

グループに分かれまして、１週おきにそういった

会議を開いています。 

 ちょっとその第１週、第３週が在宅介護支援セ

ンターのほうだったか、第２週、第４週が居宅介

護支援事業所だったかちょっと、また後で確認し

ますけども。 

○中島委員 

 そういった折にもね、こういったことが今問題

になりましたよということで一応皆さんにお知ら

せしていただいて、利用者の皆さんの選択の一つ

としてこういうものがあるということをしっかり

周知していただきたいというふうに思います。 

 次の介護予防サービス費、こちらも500万円の

減額ということで、なかなかいつもここの辺が十

分に使われていないのかなという感じがいたしま

すけれども、ここの辺の御説明もあわせてお願い

します。 

○長寿介護課長 

 予算書の133ページでございますが、この介護

予防サービス給付費負担金、これは介護予防、訪

問介護、いわゆるホームヘルプサービス、介護予

防、通所介護、これもいわゆるデイサービス、こ

れは介護予防ですので、いわゆる要支援１、２の

方が利用されるサービス、これは予算上区分要介

護１から５の方と要支援１から２の方の区分がし

てございますので、こういった名称で科目が予算

が計上してございます。 

 その下の高額介護サービス費負担金500万円、

高額医療合算介護サービス負担金300万円、これ

につきましては、高額介護サービス費負担金です

が、今利用者の方は、それぞれサービスを利用し

ますと１割負担をしてございます。この１割の負

担分が１カ月当たり限度額を超えたものにつきま

しては後ほど支給されます。この１カ月のうちに

限度額を超えない分、これが平成21年度から新し

く創設されました医療保険との合算の部分でござ

いまして、これは平成21年の８月から平成22年の

７月までの１年間、高額介護サービスを除いた部

分につきまして、年間で１割の負担が介護保険の

ほうと医療保険のほうの限度額が超えた方につき

ましては、後ほどその超えた分について支給され

るというものでございます。その制度が平成21年

度に新たに創設されまして、当初予算を尐な目に

計上してありましたが、実際に高額合算の方が大

変多ございまして補正をさせていただくものでご

ざいます。 

 以上です。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第65号について、挙手により採決します。 

 議案第65号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第65号 平成

22年度知立市介護保険特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定



- 66 - 

しました。 

 議案第66号 平成22年度知立市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第66号について、挙手により採決します。 

 議案第66号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第66号 平成

22年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第68号 平成22年度知立市一般会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 補正予算の追加分ですね、これについて子宮頸

がん、ヒブワクチン、肺炎球菌と、こういう今の

非常に期待される部分、子育て支援と合致すると

ころですが、これも補正のほうで国のほうがつけ

てまいりまして、国はちょっと景気対策的な雰囲

気も、子育て支援と景気対策的なものも含めた形

の緊急的な提起と、こういうような感じがしてお

りますけれども、これについて、どのように議論

してこうなってきたか。突然で大変だなというこ

ういう話もしていたわけですけれども、当市は来

年の４月からと、ちょっと遠慮ぎみにやろうと、

こういう計画をしておりまして、頭出しという意

味ではね、近隣と比べても非常に早くそれを表明

したという点では、私は高く評価をしているわけ

ですけれども、今回は国の補正というようなこと

で戸惑いもありながらいろいろ検討していただい

たその中身についてお話をいただきたいなと思い

ます。 

○健康増進課長 

 当初、中島委員がおっしゃるように、子宮頸が

んワクチンとヒブワクチン平成23年度から半額と

いう補助率で考えていたところでありまして、急

遽国のほうがこのような補助事業を始めるという

ところで、非常に戸惑いが実際あったわけであり

ます。 

 確かに国が無料化、国が２分の１の補助をする

という状況の中で、とはいっても２分の１は市町

村がもたなければいけないという財政的な面とい

ろいろ総合的に考えまして、なおかつ、この12月

３日にその補正予算が通るか通らないかのまだは

っきりしない部分もありましたし、そういう点か

ら、実はこういうことはほんとは年度が変わった

ときからやってほしいなとほんとは思っているん

ですけれども、市民の皆様方の要望も高いところ

から、国に合わせたほうが一番いいんではないか

なというところで今回この補正を出させていただ

いて、来年１月から実施をしていきたいというふ

うに考えております。 

○中島委員 

 来年１月からということで、内部的にはいろい

ろ研究をしていただいたし、医師会ともいろんな

話が事前にあったそういう環境のもとでこれなの

で、まだ準備に取りかかる体制としてはあったの

かなと、こんなふうに思うわけですけども、１月

からということでありますけども、１月中旪から

というか、頭からは大変厳しい。今これ議会が正

式に通って、そして準備するといったって年末年

始に入ってということですのでね、いつからこれ

を受けることができるというふうに周知していく

のか。そして、その周知の方法、医師会との連携、

この辺、総トータルでちょっと答弁してください

ますか。 

○健康増進課長 

 まず、医師会とは国の詳細が決まってから協議

をするということを決めておりまして、国が12月
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９日に都道府県の課長会議を開きまして、そこで

詳細な部分が出てきました。それを受けまして、

今度15日に医師会のほうと協議をさせていただき

たいなというふうに思っております。 

 この点につきましては、協議の内容につきまし

ては、接種委託単価を幾らにするかというところ

でのありますし、また、実施についてもいつから

実施が可能かどうかをこの15日に最終的に決めて

いきたいというふうに思っております。うちとし

ては、来年の１月早々から始めの時期からやって

いきたいというふうに思っております。 

 そういう点で、対象者への周知につきましては、

１月１日号に広報には掲載をし、対象者、中学生

の方については学校を通して学校のほうから生徒

に配っていただき、それを保護者の方に渡してい

ただくという段取りで今進めております。 

 あと、ヒブワクチン、肺炎球菌の対象者、生後

２カ月から５歳未満のお子様と高校１年生の生徒

につきましては、個別で議会が通ったらすぐに個

別通知を発送していきたいなというふうに考えて

おります。 

○中島委員 

 そうすると、子宮頸がん高１を除いては学校で

周知していただくと。中学校ですね。高１はそれ

ぞれの、いろんなところへ行ってますよね、高校

生は。市内ばかりじゃなくね。いろんなところに

行ってるので、これは個別で郵送してお知らせを

すると。 

 もう一つは、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン

は個別通知をすると。お手紙をこれはいつ発送し

ていくということになるんですか。 

○健康増進課長 

 今の健康増進課としては、12月24火に発送をし

ていきたいというふうに思っております。 

○中島委員 

 議会が終わったらすぐにもう発送して、準備し

て封筒に詰めて待っとると、こういう感じかな。

あと発送するだけというところまで準備をしてい

ただいているということでね、順調に滑り出して

いただきたいなと、こんなふうに思います。 

 ここ教育委員会いないので中学生は学校でとい

うここの部分、何か具体的なテキストみたいなも

のを学校にお渡しして先生方にやっていただくと

いうことですかね。女子だけ集めた形で教室、ど

ういう形でやるかわかりませんが、何かの時間帯、

今は男女一緒ですもんね、いろんな家庭科もね。

でも男子も一緒に聞くのかな、これはね。当然相

手がないと成立しないので、それでどんなふうに

というのは御説明いただければ。お願いします。 

○健康増進課長 

 中学生の子宮頸がんについては、男女とも一緒

の中で、女子の生徒については漫画でかかれたリ

ーフレットみたいなものを配らさせていただいて、

その子宮頸がんの原因はどんなことであって、防

ぐためにはこのワクチンが必要ですよというよう

な漫画でかかれたものを配らさせていただく。先

生のほうからその辺の授業の中で周知をさせてい

ただくということになっております。 

○中島委員 

 これはワクチンと、あとは検診を組み合わせれ

ば、ほぼ100％防ぐことができるがんだと。ワク

チンで予防できるがんは、これしかないという高

い位置づけでワクチンが今度接種無料化されるわ

けなので、その辺の検討ですね。これもワクチン

を受けた世代の子供たちに、それも含めてしっか

りとやっていただく。また、その親にも検診の意

義というのが十分に知っていただくことは必要か

と思うんですね。その辺の手はずはどうなってい

ますか。 

○健康増進課長 

 保護者への通知の中に、あわせて母親の部分に

ついて子宮頸がん検診を受けてもらうような形で

通知を出していきたいなというふうに考えており

ます。 

○中島委員 

 大体対象者がほとんどみんなが受けてもらえる

といいなと思いますけれど、どの程度の接種率を

見込んで目標でやっていかれるのか。無料接種で

すからね、ぜひと思うんですね。その辺はどうで

すか。 
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○健康増進課長 

 接種率につきましては、期間が１、２、３の３

カ月という点もありまして、単純に４分の１の期

間であるというところで、この補正につきまして

は25％を見込みましてつけさせていただきました。 

○中島委員 

 それは３カ月だからということですが、結局こ

の予算の金額というのは３カ月という範囲なので

対象者の４分の１の方しか受けないだろうという

それが積算根拠であると。みんな受けたらまた３

月補正と。だっていくら３カ月間でも医療機関の

ほうがオーケーですよといって受けてくれればね、

みんな行くわけでしょう。みんな一斉にばっとい

ったら、これの４倍お金がかかってしまう。そこ

まではいろんな都合で行かれないかもしれません

けれども、25％というのがちょっと尐ないかなと

いう感じもいたしますね。もしこれが実績に合わ

せて３月補正すると、こういうことですね。 

○健康増進課長 

 医療機関のほうにもワクチンの備蓄というんで

すかね、申し込みはあって、これまた多分一斉に

申し込まれるというのが予想されまして、ある医

療機関にもお聞きしたんですけども、一時はパニ

ックになってるんじゃないかと。供給が一時スト

ップになるかもわからないという状況も考えられ

るというお話も聞きまして、だからといって25％

でおさまるかどうかというのはわからないところ

でありますけども、最終的に３月までこの25％を

超えるようであれば補正も追加補正をしていかな

ければいけないかなというふうに考えております。 

○中島委員 

 ワクチンは一応担保されるんですかね、みんな

いっちゃった場合。予約制でありますか、これは

大体。医師会との話はこれからということですけ

れども、予約制でやって順番に整理していくとい

うことでしょうけども、ワクチンがどのぐらい用

意されるのか、この点は、ある程度わかってるん

ですか。 

○健康増進課長 

 製造元にお聞きしますと、５月までは備蓄分で

何とかできるんではないかなという話も一方では

聞いておりまして、ワクチンが申し込んで足らな

くなるようなことはないじゃないかなと。申し込

んだ方が、一応接種できるような状況にはあると

思っておりますけども。 

○中島委員 

 それならば安心してみんなが申し込むというこ

とになろうかと思いますが、予約しようと思った

ら品切れですということにならないようにという

ことは期待したいと思いますが、これは皆さんが

いろんな形で協力しないとできないことだなとい

うことで、製造元のほうも商売ですから一生懸命

つくってもらうと。やられるだろうと思いますけ

どね、一応準備は万端ですよというふうにもって

いくということですね。 

 具体的にはこれも平成23年度でおしまいという

ような国のほうの方針ですね。期限つきのものと

いうことで、このようにこれはだから定期接種と

いうふうにはなってないんだという認識でよろし

いですね。今後どういうふうになっていくのかと

いうことも、当市はどうするのかということも検

討されていることがあればお聞かせください。 

○健康増進課長 

 委員がおっしゃるように、この３ワクチンにつ

きましては任意接種、定期接種にはまだいってお

りません。国のほうも定期接種化に向けて検討を

始めておりまして、近い将来には定期接種化にな

ろうかというふうには思いますけども、とりあえ

ず平成23年度でこの任意接種の状態で補助が切れ

ますので、市としても平成24年度以降どうしてい

くかというところで、平成23年で補助が切られる

からそこでおしまいというわけにはできないかな

と。何とか継続はしていきたいというふうには考

えております。 

○中島委員 

 何とか継続していきたいということで、これは

市長、そういう立場でよろしいですね。 

○林市長 

 検討課題としては、方向としては継続をさせて

いただきたいという思いはありますが、あと、対
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象者をどのような形にしていくとかは具体的な枠

組みとか内容については、費用面のこともありま

すので、そうしたことを検討しながら、基本的に

は何らかの形で継続はしていきたいなという思い

は今のところ持っております。 

○中島委員 

 費用面があるから対象者を狭めるかもしれない

ということですね。ちょっとした時差でがくっと

変わってしまうというのもおかしいですし、中学

校で学校の先生が、この授業やったけど、この時

期になったら対象外、やらないよという教育的な

配慮もおかしいし、できる限り全面継続できるよ

うにね、これもがんがんと国へ言っていくと。定

期接種化を求めるような形も含めて国へ言ってい

くということは、多分どこの自治体でも課題にな

るんじゃないですかね。 

 ちなみに、国が予算化しても市がやらなければ

実施できないわけですけども、この地域では全自

治体が実施ということで足並みがそろったかどう

かお聞かせください。 

○健康増進課長 

 県のほうは、県下の実施状況を調査しまして、

これが12月１日現在の報告でそれを集計しました

のがあります。今年度実施、57の市町村の回答で

11、12月補正で実施を予定しているのが25カ所、

25市町村、２月補正が３カ所、未定が４カ所、実

施しないが25カ所。この調査の中で、西尾と碧南

も実施をしないという印になっておりますんです

が、実際に西尾も12月補正で実施しまう予定にな

っておりますし、碧南も実施予定になっておりま

すので、そういう点からすると、この25の中にま

だ実施する部分もあるのではないかなというふう

に思っております。平成23年度実施予定は51カ所、

未定が６カ所、平成23年度も未定というところも

まだあります。 

 実施市町村の本人負担、これ無料についての問

いかけがありまして、無料のところが17カ所で有

料のところが18カ所、まだ未定のところが22カ所

というところで、この辺についても、ここの西三

河については有料というところがほとんどないわ

けでありますけども、尾張部のほうで一部負担金

を取る予定というのが尐しありました。 

 そういう状況でありまして、なかなか知立市財

政が厳しい中、先頭切って無料ということを打ち

立ててこの補正をさせていただきましたけども、

なかなか厳しいかなというふうに思っております。 

○中島委員 

 今年度途中から実施するところと平成23年度か

ら実施するところと二つに分かれて今おっしゃっ

て、ちょっとトータルで今年度実施は25と３を足

すんですかね、28ですか、今年度補正で実施する

というところ。数がちょっと不明確だったので。 

○健康増進課長 

 今年度実施につきましては、11月に12月補正で

25カ所が予定しておりまして、２月補正が３カ所

で合わせて28カ所が。未定が４で実施しないが25、

それも加えました。実施しないほうを除いて、調

査では実施しないほうに入っておりましたけども、

実際27であったんですけども25に減らして、実施

するほうに二つつけ加えさせていただいてという

ことで。 

 次年度が実施するが51で未定が６という今のと

ころそういう状況であります。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後６時15分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後６時24分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 最後に、子宮頸がん等ということで３種類です

が、それぞれのこの委託料の分類、金額の分類で

すね。３種類のワクチンの委託料、これ合算で書

いてありますので、それぞれの金額をお示しくだ

さい。 

○健康増進課長 

 ３種類のそれぞれの単価と予算につきまして報

告させていただきます。 

 この単価につきましては、まだ15日の医師会と
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の協議が終わらないと正式には決まらないという

ふうに考えております。 

 ただ、国のほうの補助基準単価がこれより尐し

高く見積もっておりますので、ちょっとその辺が

心配なところにあります。 

 ヒブワクチンにつきましては8,662円の接種見

込み者数が全部合わせて918人、２回も１回もそ

の中にありますので難しいところですけども、ヒ

ブワクチンとして総費用額としましては946万

8,000円で、その２分の１の473万4,000円が市の

負担になるんではないかなと。 

 子宮頸がんにつきましては、単価基準が１万

5,781円で、これにつきましては２回この３カ月

のうちに打てるという予測のもとに336人の方に

接種するということで、総費用額が1,060万5,000

円、端数はちょっとありますけども、市の負担が

530万2,500円という状況ですね。 

 小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、単価

が１万1,077円で、これまたヒブと同じように918

名の対象者に２回と１回、２歳以上は１回になり

ますけども、そのトータルが1,412万3,000円かか

るのではないかなと。市の負担としては706万

2,000円というふうに見込んでおります。 

○中島委員 

 ３種のワクチンがこのように実施をされること

は大変な期待しております。今後はいろんな方向

性、議論がありまして、国がぷっつんと切ってし

まうという方向になるのか、尐しでも継続しても

らえるようになるのか、これはまた市の声を上げ

なきゃいけない課題になろうかというふうに思い

ます。 

 それから、その他ですね、高齢者の肺炎球菌も

し打つとしたら、単価わかりますか。 

○健康増進課長 

 ちょっと言い忘れたんですけど、その前に先ほ

ど中島委員のほうから、この３ワクチンの定期接

種化を進めてほしいような市としてもそういう意

向があるようなお話でしたけども、一言言わせて

いただきますと、この定期接種化については、実

際市が全額負担という形になりまして、今現在定

期接種化でＢＣＧほか３種混合や２種混合、ポリ

オ等行って１億円以上の市の負担が出ております。

これがさらに定期接種化されますと、市の負担が

大幅にアップされるんではないかなと。この高い

単価の状況の中、定期接種化も市民にとっては非

常にありがたいことだというふうに思いますけど

も、市としては非常に財政を圧迫するものになろ

うかというふうに思います。 

 国は多分地方交付税の算出基準の中に入れてあ

るからいいではないかというふうにお答えがくる

かもわからんですけども、それも交付税の中です

からね、どういう形になるかわからないというと

ころで、市としても困ったなというところにあり

ます。 

 高齢者の肺炎球菌につきましては、１万円前後

という話を聞いておりますけども、改めて市内の

医療機関が大体どの程度で単価で実施をされてお

るのか、また調査をしていきたいというふうに考

えております。 

○中島委員 

 定期接種化の問題点はおっしゃるとおりだとい

うふうに私も認識をしております。 

 ただ、国民が必要なワクチンだよということを

国が定めるという点では前向きな問題ではあると。

財政的には全く手を出してくれないという大変皮

肉な制度になっているこの矛盾というものが大き

いので定期接種化というのは国のせめて２分の１

を出してくださいと、こういうものにほんとはし

ていくべきだというふうに思いますね。 

 必ずやらなきゃいけないということになるわけ

ですので、どんな小さな自治体であってもこれは

やらなきゃいけない。本人負担はゼロでやらなき

ゃいけない、こういう制度になるわけで、だった

ら国もちゃんと負担をしてくださいよという気持

ちは私も一緒です。ワクチンの接種化そのものが

大事だという意味での定期接種化という位置づけ、

認識に私はとどめたいと思いますけどね、どんど

んやれやれといってもそういう問題がついてきま

すので、かといって補助金が２分の１来年度終わ

っちゃうわけなので、それもくるかどうかまたわ
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からないと。ひょっとしたら定期接種化にしてど

うぞやってくださいとくるかもしれない。これも

またアンテナ高く見ていかなきゃいけない問題と

いうふうにちょっとがんじがらめかなという感じ

もするんですけどね、ちょっと難しい問題だなと

いうふうに私も感じております。 

 高齢者の問題では8,700円かかったよとか、市

内で１万円弱でやっていただいたよというような

話あります。インフルエンザと大体セットでもや

っていただけるのかな。どうなんでしょう、接種

そのもの。一緒に受けてきたよというふうに聞い

たような気がするんですけども、そういうことわ

かりますか。 

○健康増進課長 

 確かにいろいろな臨床検査の状況からしても単

独で打つよりはインフルエンザと併用してやった

ほうが効果が出るという結果も出ておりますので、

その辺についても実際どのように市内の医療機関

で肺炎球菌を接種される方があわせて打っている

のかどうかについてはちょっとわかっておりませ

ん。 

○中島委員 

 インフルエンザと一緒に打ったよという友人が

いまして、そうかと思ったんですけども、インフ

ルエンザを無料で市が援助をしている高齢者の皆

さんという点ではどのぐらいみえるのか。そうい

う方のみでも肺炎球菌というワクチンを接種して

いただくというこれを進めていただけないかと、

こんな感じします。お金のかかることですけどね、

無料接種でやっていらっしゃる所得の低い方、高

齢者ということ。肺炎球菌は高齢者中心にという

ことでいえばね、所得の低い高齢者ということで

やるとすればね、どの程度お金がかかるんだろう

かと、こんなことも試算していただいてね、何も

かも全部というふうにはなかなかいかないわけで

すけども、一度ぜひその辺お願いしたと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○健康増進課長 

 その点につきましては、本会議の一般質問の中

で佐藤議員からもありましたように、うちのほう

で接種率20％でやりますと八百数十万円かかると

いう状況があります。県下においてもまだまだ９

カ所にとどまっている状況にありますし、この３

ワクチンを今年度から実施というところで、なか

なかすぐにというふうにはいかないかなというふ

うに思っております。 

○中島委員 

 高齢者の死亡の４番目ぐらいが肺炎ということ

で、高齢者というか全体ですけどね、４番目ぐら

いが肺炎で亡くなるというその前の医療費という

ことの問題も考えればね、決して出るばかりじゃ

ない面があるだろうというふうに思いますので、

ぜひこれは今すぐというふうにはなかなかいかな

いかもわからないけど、近い将来の課題というこ

とでね、ぜひ検討していただきたいというふうに

お願いをして質問を閉じます。 

○水野委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第68号について、挙手により採決します。 

 議案第68号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第68号 平成

22年度知立市一般会計補正予算（第３号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ここでしばらく休憩します。 

午後６時37分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後６時38分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 陳情第15号 介護・福祉・医療など社会保障の

施策の拡充についての陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 陳情第15号に対する私は不採択の立場で御意見

を申し上げます。 

 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充につ

いての陳情書ということであります。この題名か

らはそう異論はないわけでありますけれども、趣

旨を読まさせていただく中で、各市町村が医療や

福祉の切り捨てや民間委託など自治体リストラを

進めることなくという部分がございますが、私は

思いますのは、確かに福祉等の切り捨てはいけま

せんが、民間委託とか、あるいはそういうことに

取り組みながら今、福祉の費用も随分膨らんでお

りますので、非常に効率的にやっていくべきでは

ないかなと思いますし、また、陳情項目の中で、

税滞納世帯等への行政サービスの制限は行わない

でくださいというところもございますが、それは

それぞれのまた理由によってはそういう制限も加

えなければならないのではないかと思いますので、

そのほかいろいろとたくさんの項目がございます

が、私は、そのところから不採択でお願いしたい

と思います。 

○中島委員 

 私は、賛成の立場で意見を述べさせていただき

ます。 

 このキャラバンの陳情全体として10本あるわけ

ですけれども、この陳情第15号は市に対してこう

った取り組みをぜひこういう姿勢でやっていただ

きたいというちょっと総花的な要望書というふう

になっております。もう率先して知立市がやって

いる問題も幾つかありますので、これは当然他の

自治体も含めて、全部そこら辺をやっていただき

たいという要望が載せられていて、知立市はやっ

てるというこういうことであります。 

 先ほども介護サービスの問題では、今ローカル

ルールというふうに言われまして、地方で勝手に

ルールをつくって、これは受けさせないサービス

だといってサービスを圧縮するという制限をやっ

ているところが幾つかあるというようなことが指

摘されて、これも院内介助制限というのもあちこ

ちであるんだということでこの要望書に載ってお

りますが、これも知立市は制限はしないで頑張っ

てやってますよと、こういうことが先ほどは質疑

で明らかになりました。 

 ただ、特養ホームなどの基盤整備早急にやって

いただきたいと。これは積極的に受けとめなきゃ

ならないテーマとして私は受けとめました。 

 それから、後期高齢者の問題についても国のほ

うが制度を見直しをするというような一応廃止す

るということを前提でありましたけども、見直し

というような形で出てきております。これはここ

では深く議論する内容のところではありませんけ

れども、そういった後期高齢者の制度がうば捨て

山だよというような差別的なものが非常に言われ

てきた問題でありまして、そういった中でも高齢

者の医療費負担を尐なくする。尐なくとも住民税

非課税の方は無料にという私どもは一般質問等で

も述べさせていただきました。福祉給付金の制度

拡大、これが第１に高齢者の問題としては載って

いるわけであります。 

 子育て支援については、①で18歳までの医療費

無料制度をということで載っております。知立市

は中学校３年生まで。高校３年生までと、こうい

うことでありますけども、考えてみれば、ＥＵ先

進諸国はみんなこれが医療費無料がもっと幅広く

当たり前になっている中で知立市は児童福祉法で

いう児童の対象18歳と、こういうことでありまし

て、これはすぐということにはもちろんいかない

わけですけども、一つの提起としては大事な点で

はないかというふうに思います。 

 国保の点では、国民健康保険制度の広域化に反

対してくださいとあります。これは国保が大変だ

という中で、全県で一つの国保にしてしまえば地

方の負担も減るんではないか。かかった分は保険

料で全部というシステムが確立していくんではな

いか、受益者負担というようなね、応益負担とい

うこと、より一層濃くなっていって地方自治体の

会計は軽くなっていくと、こういうことに客観的
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になるわけでありますけれども、国民の立場から

しますと、やはり今まで非常に減免制度等も自治

体が市民に前向きに向き合っていただいて取り組

んできていただいた制度であります。それを壊し

てしまうものということで、私は広域化には反対

しなければならないというふうに思っております。 

 障がい者の施設についても自立支援法がまた継

続というようなことで、一番懸案であった問題、

１割負担という言葉そのものが残ったことやらい

ろいろあります。そういった中で、これは市に向

けてということで、より充実した支援をというこ

とがずっと項目で挙げられております。これも重

要な課題だと思います。 

 それから、予防接種は今議論があった三つにつ

いては助成が始まるけれども、高齢者ですね、こ

れも研究課題にしてもらいたいとお願いしたとお

りでございます。 

 生活保護については、より丁寧な個別指導とい

うものをしっかりやっていただいて、就労支援自

立に向けて専門職を含む正規職員をふやしてくだ

さいと。知立市にとっても重要課題ということで

私は受けとめさせていただきました。 

 すべての項目という受けとめではなく、やはり

積極的に受けとめるべく項目について、私は、市

当局にもしっかりと向き合ってこれを受けていた

だきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○高木委員 

 内容的に実施しなければならないことだと思う

ところもありますが、年金者とか、先ほども出ま

した院内介助に限りましては、これはちょっと詳

しいところは医療保険との兼ね合いがありますも

のですから、ちょっとこの辺の解釈はというとこ

ろもありますけれども、内容的にはすべて賛成と

は言えませんが、やはり考えていかなければなら

ないことだと思いますので、この陳情書には認め

るところもあります。一応は賛成ということで。 

○杉山委員 

 弱者の方に対して介護・福祉・医療すべての拡

充ということについては、ここにみえる委員みん

な反対の面はないと思うんですけども、個々の趣

旨も先ほど石川委員がおっしゃられましたように、

ちょっと画一的な言い方の部分もあり、また、今

までの政策に対しての改善等もあるとは思います

けれども、全体を通して特に保険料の滞納者に対

するこういった弱者の立場からするという問題の

提起の書き方では納得できるように書かれている

ところもあるんですが、税の公平という部分から

とかいろんな点で、ここの部分でどうしても賛成

できない部分もありまして、反対の立場とさせて

いただきます。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第15号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第15号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第15号 介

護・福祉・医療など社会保障の施策拡充について

の陳情書の件は不採択とすべきものと決定しまし

た。 

 陳情第16号 安心して暮らせる年金制度の確立

を求める意見書の提出を求める陳情書の件を議題

とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○三浦委員 

 それでは、陳情第16号につきまして、安心して

暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提出を

求める陳情書でありますが、反対の立場で意見の

ほうを述べさせていただきます。 

 年金制度はやはり一番関心がありますし、また、

保障の確立ということはしっかりやっていただか

ないといけないと思っております。 

 この陳情書におきまして要望書がございます。

その要望の中の１、国の責任で宙に浮いた年金の
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問題を早期に解決する。これは当然のことであり

まして、これはやっていただきたいことでありま

すが、ほかの２番、３番、４番、例えば２番の全

額国庫負担による最低年金保障制度を創設し、現

在の無年金者や低年金者をなくす。この分につき

ましては、やはり財源の面、また、不平等が増す

ということで、これはちょっと納得はできません。 

 それから、当面の受給資格の年限ですね、これ

10年ということで短縮しようということでありま

すが、やはり現行の25年ということができており

ます。これについてもやはり不公平が出てきます。

とりあえず現行の25年でということでやっていた

だきたいと思っております。 

 それから、社会保険庁の解体ということであり

ますが、これは解体して年金機構でやっておるわ

けであります。やはりこの件は年金をしっかりと

保障の確保をしていただき、この年金を尐しでも

保障の確立をしていただきたいと思っております

ので、この陳情書につきましては不採択でお願い

いたします。 

○中島委員 

 賛成の立場から意見を申し述べます。 

 ここにもありますように、高齢化率というもの

が日本全体で22.7というふうに達していると、こ

う指摘されておりまして、しかしながら、無年金

者が100万人と。平均受給者が月４万8,000円とい

うことで、これだけであればみんな生活保護にな

ってしまうという状況ですね。そういうことが実

態だというふうに思います。 

 今、厚生年金の未加入という事業所がほんとに

多くなっておりまして、給料は尐ないけど厚生年

金が払えないというこういうことで無年金者がま

た今増大させているという状況がある、このこと

は本当に直視しないと、将来の生活保護者がどん

どんふえちゃうという、こういうことにもなりか

ねない。とても私は深刻な問題であるというふう

に思います。 

 既にここにもありますように、政令指定都市の

市長会や全国市長会も最低保障年金制度を含む、

こういう要望書を提出していると、こうあります

ね。やはり世界の流れもそうですけれども、受給

資格年限を10年というようなことでここに書いて

ありますけれども、世界ではそのような流れが今

できております。10年でたくさんもらえるかとい

えばそうじゃない。10年あれば最低の受給者には

なれると、こういうことですね。だから途中から

でも掛けることが意味がある。今でいうと掛けて

も25年は担保できないから、もう掛けるのをやめ

るということで、ますます年金を支えるその財政

が乏しくなってきているわけであります。ですか

ら、最低保障年金制度10年の受給資格年限、この

辺にもっていかない限り、逆に今の年金制度が破

綻してしまうんではないかということを思います

ので、ぜひこれは進めるべきというふうに思いま

す。 

 年金機構については、宙に浮いた年金がさっと

解決するかと思ったらますますのろのろしちゃっ

たという実態もありますし、私も年金の問題で年

金の事務所のほうに電話しましたけども、年金機

構に聞いてみますから待ってくださいとかってな

かなかすっとはいかない対応でした。シンプルじ

ゃないんだなと思って対応の遅さにいらいらとし

た経験が相談者の問題でございましたけれども、

言われたほどこの年金機構が速やかな対応だとか、

速やかないろんな保障をちゃんとしてるんだとい

うものではないということを私は実感しておりま

すので、やはり国が責任を持った制度にしてもら

いたいということで、この陳情に対して国にぜひ

あげるべきだと賛成をいたします。 

○高木委員 

 安心して暮らせる年金制度の確立ということで、

趣旨としては賛同できますが、陳情内容につきま

しては私の言葉でいうと過激すぎるような気がし

まして、やはり10年ということもありますけれど

も、10年働いてもらえるというのも今の時代これ

はちょっと極端なことなのかなというふうに思い

ますので、私としては反対です。 

○杉山委員 

 安心して暮らせる年金制度の確立を求める意見

書の提出を求める陳情書ということで、今、中島
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委員がおっしゃられました、私、受給資格の年限

10年短縮とかそういった点は見直す点でもあろう

かと思いますが、この陳情事項の中の４点目の社

会保険庁を解体し、設立された年金機構は国民の

期待に反して公的な責任を弱め、事務を停滞させ

ている。解体をもとに戻すことということで、停

滞している部分とかいろんな問題点は多々あると

思います。 

 ただ、また元に戻してまた一からいろんな意見、

またどういう形になるかという、またそれで遅々

として進まない状況になるかと思いますので、こ

の１点をもって不採択ということでお願いいたし

ます。 

○水野委員長 

 ほかに御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 これより採決します。 

 陳情第16号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第16号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第16号 安心

して暮らせる年金制度の確立を求める意見書の提

出を求める陳情書の件は不採択とすべきものと決

定しました。 

 陳情第17号 後期高齢者医療制度の廃止および

国民健康保険制度への財政措置などを求める意見

書の提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第17号の陳情書について、不採択の立場で

意見を述べさせていただきます。 

 この陳情書については、従来より同じような形

で内容が伴って出されておりますが、民主党政権

にかわって現在の政治不安の中、陳情項目の中の

１、後期高齢者医療制度を直ちに廃止し、もとの

老人保健制度に戻すことについて特に議論が深ま

ってない感じがいたします。あわせて私どもが議

論する中、確かにこの制度について多くの問題が

あり、今のところまだ確定するものではないとい

う立場で不採択でお願いしたいと思います。 

○中島委員 

 後期高齢医療制度、これの矛盾は爆発的にマス

コミ等でも取り上げられた経緯は皆さんも御承知

のとおりで、その中で廃止というこういうことが

要求として出たし、マニフェスト等でもうたわれ

ました。 

 ところが厚労省、政府は、８日ですね、ついこ

の間、高齢者医療制度改革会議最終案というもの

を発表したわけですね。示したわけですね。これ

は75歳以上の高齢者を差別するいろんな仕組みを

温存しているもので、マニフェストとは違うんじ

ゃないかという批判がすぐにあがっております。

低取得者の保険料の軽減する追加的な措置という

ものも段階的に縮小するということでね、軽減策

もなくしていくよということもうたわれておりま

す。 

 具体的にこれは今2013年度創設ということで今

まとめられたわけでありますけれども、75歳以上

の高齢者、サラリーマンの皆さんの扶養家族であ

る方たちは、そちらの被用者保険に入れましょう

と。残りの大多数は国保に入ると、こういう大枠

を示したわけですね。75歳以上というものは、し

かしながら国保といっても都道府県が財税運営を

して現役時代の国保とは別勘定にしようと。結局

何が変わるのという感じの中身が出されているわ

けですね。 

 それから、70から74歳の患者負担は2013年度に

は70歳に到達した人から順次１割負担から２割負

担に引き上げると、これも盛り込まれました。 

 そして、第２段階としては、75歳未満の国保、

これを広域化すると。時期は2018年度と法案に目

標を明記して、全国一律に移行する方針。2018年

度から県下の単一国保にしなさいと、こういうよ
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うなことをばばっと今出されてきております。広

域医療制度の改正をするかのごとくに見えました

動きも中身を見たら、また改悪されてしまうとい

うような方向であり、私は、大変この直ちに廃止

というこれを再度言いたいなというふうに思いま

す。 

 国民健康保険への支出、国の支出を大幅にふや

してくださいということが書いてあります。とり

わけ収納率によって国の医療費の負担の算定をペ

ナルティを設けると。収納率が悪かったら国のお

金を出すのも減らすよということやら、福祉医療、

子供の医療費、障がい者の医療費の無料化、これ

らをやっているところは市単独でやっているとこ

ろについては国の負担金を減らすよというペナル

ティが、この１番に書いてあることはそういうこ

とです。これをやめてくださいという、これはぜ

ひ声を上げなきゃいけないなというふうに思いま

す。 

 それから葬祭費、今５万円になりましたね。亡

くなったら葬祭費５万円。これはかつては国の支

援もあったんですが、ゼロになっているというこ

とで、財政措置をとってほしい。10万円から５万

円に減らされましてね、これも最後の支払いにな

る。死亡者に方に、家族の方に支払われるお金で

すけれども、国の支援はゼロということになる。

これも措置をとってもらいたいと。非常にこれは

切実な控え目な要求がここの面では書いてあるな

ということが伺えます。ぜひこれを実現していた

だきたいということで、ぜひ国に意見書をあげた

いと思います。 

○杉山委員 

 多々問題点のある現行の制度だという部分であ

りますけれども、陳情事項の一つに対しての部分

が言葉じりとかそういった部分ではないですけれ

ども、記の後期高齢者医療制度を直ちに廃止し、

もとの老人保健制度に戻すこと。問題点あるとい

うことで、国の方向転換の部分もまた問題点ある

という点を言われましたけれども、やはり意見と

して求めるには、すぐにこの現状を前の制度に戻

すこと云々という部分について、ここの語尾を含

めて、この部分については採択しかねます。不採

択。 

○高木委員 

 後期高齢者医療制度廃止ということで書いてあ

りますけれども、現実後期高齢者の直ちに廃止と

なってますけども、どの部分が本当に悪いのかと

いうことは後期高齢者医療制度におきましても独

居老人に対しては措置がされており、今すぐにこ

れを賛成ということは、私はまだ変えなくてもい

いと思いますので、不採択でお願いします。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第17号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第17号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第17号 後期

高齢者医療制度の廃止および国民健康保険制度へ

の財政措置などを求める意見書の提出を求める陳

情書の件は不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第18号 介護保険制度の抜本的改善と介護

労働者の処遇改善を求める意見書の提出を求める

陳情書の件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○川合委員 

 陳情第18号につきましては、不採択の立場で意

見を申し上げます。 

 高齢者医療費の負担増、国民健康保険税、介護

保険料の引き上げ、また部屋代、食費の徴収、家

事援助の制限、入所なかなかままならないなど、

介護に関しては多くの問題が山積する中、自助・

共助・公助の組み合わせにより地域包括ケア構想

が打ち出されたわけでありますが、その中で低所

得者や高齢者の方々に対して、制度から外される

んではないかというような今後の介護の行方が懸
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念されるところであります。 

 また、介護を支えるヘルパー、マネジャーの

方々に対して労働環境はいまだに慢性的な人手不

足であり、陳情にありますような抜本的な体制改

善が求められるというところは理解するところで

あります。 

 しかし、介護を求められる方々に対して必要な

サービスを保障すること。これは当然必要であり

ますが、介護認定制度をやめよという要望につき

ましては、やはり認定を受け介護を受けることが

できるという今の体制についての必要性もあり、

この制度は今後も維持されるべきではないかとい

う考えに立ちまして、この採択には同意できず、

不採択でお願いしたいと思います。 

○高木委員 

 不採択でお願いします。 

 介護保険の現状からいきますと、この陳情事項

はあまりにも無謀なように思いますので、不採択

でお願いします。 

○杉山委員 

 陳情事項の中の国に以下の趣旨に意見書、要望

書を提出くださいという中身でございますが、介

護保険の国庫負担を大幅にふやし、保険料や利用

料を引き下げてください。この点はいいと思いま

す。 

 先ほど川合委員からの話もありましたが、介護

認定制度をやめ、必要なときに必要な介護サービ

スが受けられるようにしてください。当然必要な

ときに必要な介護サービスというのは受けたいわ

けですけども、認定制度という中での必要という

部分も含めて、この制度を早速取りやめるという

意見に対してはちょっと認められませんので、不

採択でお願いいたします。 

○中島委員 

 介護保険10年ということで新しく今見直しがさ

れようとしておりますけれども、結局のところ見

直しの中心は、お金がないためにサービスを縮小

する、縮減するという、こういう仕組みづくりと

いうものに私は今その特徴があるというふうに言

っております。 

 一般質問でも取り上げましたけれども、介護予

防的なところについては地域支援事業にしようと

いうような取り組みで予防給付、先ほど質問しま

した予防給付というのがありましたね。要支援の

方の予防給付については介護保険から切ってしま

おうというような動きも大変今出てる。まとめて

出されたということなわけで、軽度者、要支援の

人たちのサービスは保険外というようなこと、こ

れで本当にいいのかどうか、皆さんの意見は私は

はっきり聞きたかったなという感じがいたします。 

 認定制度、これは前回もこの提起がされました。

目からうろこということありますけども、お医者

さんにかかる人は認定を受けてから医者にかかる

のかと、医療保険でというような考え方からこれ

が今急に出てきている急浮上した問題であります。

もちろん必要のない介護は受けなくていいわけで

ありますけれども、今の問題、認定そのものもだ

んだん本人の状態を無視して低くなってみたり、

サービスに制限があったりという事態がある中で

この要求が出ているという背景をしっかり押さえ

た中での受けとめをしなければならないと、こん

なふうに思いまして賛成の討論といたします。 

 そのほかのところも１つ１つこの知立市議会の

中でも要望しているような内容が他にちりばめら

れております。ぜひ私は、国に意見書をあげるべ

きだと思います。これやっていかないと介護保険

の大義が失われてしまうという方向を私は今、危

惧をしておりますので、ぜひと訴えたいと思いま

す。 

○水野委員長 

 ほかに御意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第18号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第18号について、不採択することに



- 78 - 

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第18号 介護

保険制度の抜本的改善と介護労働者の処遇改善を

求める意見書の提出を求める陳情書の件は不採択

とすべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩します。 

午後７時12分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後７時20分再開 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 陳情第19号 安心して子育てできる制度の確立

を求める意見書の提出を求める陳情書の件を議題

とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 この陳情第19号につきましては、不採択でお願

いいたします。 

 安心して子育てできる制度の確立を求める意見

書の提出を求める陳情書ということであります。 

 もうここしばらく安心して子育てができるとこ

とが必要だということで、いろいろな施策がある

中で、この趣旨の中で、务悪な労働環境とともに

なんてここにちょっと言葉がすごいですね。子供

を育てるのにお金がかかりすぎることがあるとい

うようなことで、今国のほうでは子ども手当まで

支給して何とかというような子育て支援もやって

いるところでありますし、その中で、国を揺るが

すほどに今大変な財政難の中であります。その中

で、さらに子供を対象とした国の医療無料制度を

早急にということでありますが、これはそれこそ

日本は沈没してもいけません。そんなこともあり

ますし、また、妊産婦の検診については、もうこ

れは一応の形はできているのではないかなと思い

ますので、特別に意見書を出す必要もないと思わ

れますので、不採択でお願いします。 

○杉山委員 

 女性として、また子育てをしてきた観点からも、

ほんとに安心して子供を子育てできる制度という

ものに対しての意見というのは本当に同感できる

部分はたくさんあります。 

 ただ、この趣旨の中の今、石川委員がおっしゃ

られましたが、その要因として务悪な労働環境と

ともに子供を産み育てることにお金がかかりすぎ

るということがあげられますと。当然お金をかか

る部分がありまして、これについてもあれなんで

すけども、環境というのは労働環境は务悪という

部分も含めて、いろんな環境がある中で育ててい

く、そういったものもまた改善していくという部

分では大事な部分かと思いますけれども、個々の

部分を一つとって、この辺は趣旨の言葉に変えれ

ば賛成なんですけど、このまますべてという点で

は不採択でお願いいたします。 

○中島委員 

 賛成の立場ですが、趣旨はそうであっても陳情

事項は１から４、これが陳情事項であります。文

言が云々ということであるならば意見書を変えれ

ばいいんです。その辺はね。そういった点では私

は、もう一度今の杉山委員の発言もその前もあり

ましたけども、ここのところだけをひっかけて反

対するというのはちょっと陳情の趣旨にどうかと

いう感じがいたします。 

 ただ、この务悪な労働環境ということについて

いうならば、私のところも保育園やっております

のでね、お母さん方の状況もわかります。パート

の方でも残業で帰りが７時過ぎてしまうというよ

うな、これを断ったら首切られちゃうからやって

こなきゃならないといって保育時間の延長をして

おられるというような状況もあります。ほんとに

子供を育てる間は、時間は残業しなくてもいいよ

というようなことだとか、また、夜勤という問題

もあります、具体的に。夜勤をしていた方がうち

にいたら昼間見れるじゃないかというようなこと

でね、ちょっと担当とけんかしたこともあるんで

すけども、そういった労働で保育園は夜やってく

れるのといったらそうではないというようなこと

も現実にはあるんですね。24時間保育園に預けっ

ぱなしというようなちょっと悲惨な保育状況も出
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てくるほどに労働環境が务悪というのは、決して

これはうそではありません。現実にあります。で

すから書いてあるわけです。 

 ただこれが気に入らないというなら陳情項目に

着眼していただいて、私は、ぜひ議論をしていた

だきたいなと思います。18歳までというのはね、

唐突な感じがするという意味から反対の声が出て

きたかなと思いますけれども、国は今でも一つも

医療費助成制度の無料化に対して一円のお金も出

していないんです。そこのところを私は声を上げ

るべきだと思います。中学校３年間でなら援助し

てくれということで一致するのか、国が一銭も出

してないことが問題であります。 

 ２番目は先ほども言いましたとおりですね、ペ

ナルティをかけてくると、医療費助成に対してね。

こんなのはとんでもないということであります。 

 それから４番目、ここは教育のあれじゃないで

すけども、あえてここで一緒にやりましょうとい

うことで入っている就学援助、国の予算措置を復

活し、増額することということになっております

が、準要保護、就学援助、国の支援が全くありま

せん。給食費等無料にするとかいろんな制度があ

りますけども、国は出さない。生活保護の方につ

いてはどうかといえば、修学旅行費の２分の１だ

けを出して、あとの給食費や教材費等の就学援助

の中身については一銭もお金を国は出しておりま

せん。こういう状況であります。 

 ですから、ここのところで国に対してというこ

とがあがるのは、多分当局者の願いでもあります。

当局の皆さんも、ぜひ国に出してもらいたい、こ

ういうふうに１番も含めて思っている。財政が大

変だからこそ市も声を上げると、こういうことで

はないかと思いますので、その意味では積極的に

採択をしていくべき陳情だと考えます。 

○高木委員 

 陳情事項の内容につきましては最もだというこ

とで思っておりますが、务悪な労働環境という言

葉にいささか困惑します。 

 18歳年度末までの子供の無料制度ということは、

ちょっとこんなことができるんだろうかという、

お願いしてできるんでしょうかね、国はというよ

うな私の感じですので、この二つを取り上げて賛

成しようか、反対しようかというふうに私自身が

申しわけありませんけども、とても悩むところで

す。私は、この部分で反対したいと思います。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第19号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第19号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第19号 安心

して子育てできる制度の確立を求める意見書の提

出を求める陳情書の件は不採択とすべきものと決

定しました。 

 陳情第20号 医師・看護師不足を解消し、地域

医療の充実を求める意見書の提出を求める陳情書

の件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○三浦委員 

 それでは、陳情第20号でございますが、これは

賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 

 医師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を

求める意見書の提出を求める陳情書につきまして

は、ここに陳情事項がありますが、地域医療の確

保、診療報酬の抜本的な改定、また、医師・看護

師などの従事者の養成、確保に向けた施策、これ

は賛成しますので、ぜひ進めていただきたい。深

刻な医師不足の問題を解決していただきたいと思

いまして、採択でお願いいたします。 

○杉山委員 

 今回趣旨、また陳情事項ともに私自身も、また

党としても地域医療の確保に向け、また診療報酬

を抜本的に解決すること、そして医師・看護師な

どの医療従事者の養成、確保に向けた施策の充実
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を図ることに対して賛成とさせていただきます。 

○中島委員 

 賛成の立場であります。 

 この点については、何度目かの陳情かなという

ふうに思います。毎回皆さん全員で一致して意見

書をあげてきたという経緯がある、そういう内容

の陳情であります。 

 特に今、医師不足、看護師不足というようなこ

とから、ほんとに必要な医療が受けられない。特

に小児の関係では足らないというような深刻な事

態がありまして、子育て支援と言いながら小児科

のお医者さんがいないと、こういうような現実も

あちこちで聞くわけであります。十分な私は対策

をとらなければいけないというふうに思います。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第20号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第20号 医

師・看護師不足を解消し、地域医療の充実を求め

る意見書の提出を求める陳情書の件は採択すべき

ものと決定しました。 

 陳情第21号 障害児・者の福祉・医療制度の緊

急改善を求める意見書の提出を求める陳情書の件

を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第21号の件につきましては、不採択の立場

で意見を述べさせていただきたいと思います。 

 この陳情内容についても従来と同じような形で

内容が出されておりますけども、先ほどと同じく

現在の政治が不安定な中で、この問題についてま

だ議論が深まってないと私も感じております。 

 特に、私どもが今議論する中で、陳情事項の１

項、２項、３項において、この制度は地方自治の

財政負担など、まだ定義が確定されていないとい

う点において、地方負担がふえるんじゃないかと

いうことにおいて不採択の立場で意見を述べさせ

ていただきました。 

 以上です。 

○杉山委員 

 障がい者、また障がい児の福祉・医療制度の緊

急改善を求めるということで、弱者の立場からこ

この１、２、３、４、１つ１つ要望として出され

る部分では、ちょっと先ほど言われたみたいに、

個々の言葉の部分ではなく、内容の部分では賛成

の立場とさせていただきます。 

○中島委員 

 障害者自立支援法ができて障がい者の皆さんが

生きるということ自体に負担をかけるのかと。１

割負担ね。もうこの支援なしには息もつけないん

だというような方があったとしても、その息をす

るその支援のために１割負担というようなことか

ら人権問題だといって裁判が起きたわけでありま

す。 

 そして、この裁判を行った皆さんと和解する形

で見直しをしましょうということに合意をされて、

見直しの作業が進められてきたわけであります。

これも改正案そのものが12月３日正午過ぎ、参議

院本会議で民主、自民、公明各党の賛成多数で可

決されるという内容で見直しが一定されたという

状況にあります。ちょっとここの陳情に時差があ

りますけれども、そういった面では時差があるわ

けですね。ですから大筋の話という意味でいうと、

この継続期間をいかに長く支えてほしいという項

目がずっとあるわけです。 

 今回の改正についても2013年８月までのつなぎ

ということでの位置づけということで出されたも

のではありますけれども、例えばけやき作業所が

訴えられた日割計算で施設に対する支援が出ると。

月極めの方式でやってほしいと、この点も何も変

わらないまま継続ということになりましたし、１

割負担というこの問題についても仕組みはそのま

ま残ったと。多尐の軽減措置を入れるということ

はありましたけれども、文章的には１割負担とい

う仕組みということでね、結局言葉としては残り、

ほんとに抜本的に解決されるのかという期待が裏

切られたということで関係者の方が泣いているわ
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けですね。これはですからこの内容そのものにつ

いて、これが全部解決したのかというと解決して

いないというようなことから、さまざまにプラス

された面もありますけれども、一番根底にある問

題点というものが解決されないそういう改正案が

今通ってしまったということについては残念に思

いますし、今後2013年８月までのこの同法案は廃

止するという方向が出されているわけですけども、

その後の新制度をつくるという方向ですけれども、

新制度をつくるに当たって、きっちりとした意見

書をあげていくということが特に大事ではないか

なというふうに思いまして、賛成といたします。 

○高木委員 

 陳情事項の内容につきましては、障害者自立支

援法はやはりちょっと不備な点が多いような気が

しますので、この陳情に関しましては不採択にし

たいと思います。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第21号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第21号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第21号 障害

児・者の福祉・医療制度の緊急改善を求める意見

書の提出を求める陳情書の件は不採択とすべきも

のと決定しました。 

 陳情第22号 任意の予防接種の定期接種化を求

める意見書の提出を求める陳情書の件を議題とし

ます。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○川合委員 

 それでは、陳情第22号につきまして意見を述べ

させていただきます。 

 大枠につきましては非常にいい内容なので認め

るところではありますが、やっぱり財政措置とい

うような面から反対の立場で意見を述べさせてい

ただきます。 

 市民の方々、そして被接種者の立場からは、こ

れから定期接種が充実することが求められており

ます。定期接種とは定期接種法により市町村が保

健所の指導を受けて期間が期日を定め、自治体の

負担によって行われ、被接種者の負担がない状態

で行われるものであります。 

 今現在そういったことで多くの定期接種が当市

でも行われておるわけでございますが、先ほどの

話にもありましたように、その費用負担が１億円

強ということであります。財政とその人間の健康

というバランスを考えると、明らかに健康面のフ

ォローは重要かと思います。 

 今回も厚労省のほうの緊急財政措置で３種のワ

クチンが時限つきではありますが補助されて実施

されるわけでございます。つきましても、またそ

の平成24年からの予定と言いますか、計画がちょ

っと不透明なところがやはり気になるように、や

っぱりその財政措置を伴う定期接種化が一番重要

でありまして、そのために市の負担増これもある

ものでは必要ではありましょうが、やはりその辺

の財政とのバランスを考えてみて、これから国の

ほうに対してしっかりとした要望をあげるべきで

あると思いますので、今回につきましては不採択

の立場で意見を述べさせていただきました。 

○杉山委員 

 賛成の立場からさせていただきます。 

 やはり今回の一般質問、また、きょうの委員会

等でもこの予防接種に関しましてお話がございま

したけれども、今回も平成23年度までの期間限定

のワクチンの接種でございます。 

 そういった意味では、人の命にかかわるこうい

ったワクチンの接種に関しましては、どこまでも

財政的な部分は当然でございますが、定期接種化

に向けてずっと言い続けていくという部分では、

今回のこの陳情書に対しましては賛成の意見とさ

せていただきます。 

○中島委員 
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 私は、賛成の立場から一言言わせていただきま

す。 

 知立市も今回３種類のワクチンを無料化して接

種するということになったわけであります。ＷＨ

Ｏの勧告というものがありまして、これらのワク

チンの有用性、効果の高さというようなことが非

常に強く打ち出されて、世界各国にこれを定期接

種化するようにということで求めたものでありま

す。 

 この中で１番、予防接種法による定期予防接種

対象疾患に位置づけること、このことは重要なこ

とであるというふうに思うんですね。まずは位置

づけなさいと。そして、具体的な任意の予防接種

を定期接種化することと、こういう順番に出てい

るわけです。 

 財政問題があるとはいえ、まずはこれが非常に

重要な予防接種、また、この病気そのものが細菌

性髄膜炎、それから子宮頸がん等が大変予防接種

対象としての疾患だということの位置づけをする

ことが大事だということ、まずこれは必要なこと

だと思うんですね。これがなければ今回の予算措

置もなかったと思うんですね。これがまずは大事

だ。ただ、法律にまだそうなっていないですけど

も、位置づけだけは大事だと。位置づけだけは現

に国も行ったし、知立市もそれに基づいて実施す

るという、こういう今段階に来ていると。そして

定期接種化ということで全額国が見てもらえない

定期接種ということで問題でありますけれども、

現在も広報でたくさん予防接種出てきますけども、

定期接種全額市負担でやってるんですね。これが

制度そのもの全体を見直せということで声を上げ

るべき問題であって、これが今回のワクチンの定

期接種化を反対するというものではないと、これ

をあわせて考えなければならないと、こんなふう

に思います。予算措置をしっかりと要望しつつ、

これは定期接種を進めると、これが筋ではないか

と考えます。 

○高木委員 

 陳情事項の第３番ですけども、定期予防接種に

位置づけられるまでの間はということで、やはり

公費ということで、全額ではなく一部負担にして

も実施されればいいかというふうに表明して一応

賛成というふうに考えています。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第22号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第22号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第22号 任意

の予防接種の定期予防接種化を求める意見書の提

出を求める陳情書の件は不採択とすべきものと決

定しました。 

 陳情第23号 医療・介護・福祉などの充実を求

める意見書の提出を求める陳情書の件を議題とし

ます。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 先ほどから同じような項目がいっぱい出てきま

して、ちょっと何かわからんようになってしまう

んではないかと思いますけれども、その中で、県

のほうへ社会保障連続改革と増税によりというこ

とでありますが、もちろんいろいろと福祉の関係

そういう問題につきましては改善されるべきだろ

うというのはよくわかりますが、後期高齢者医療

制度についても、これももうしっかりと根づいて

いかなくてはならないと思いますし、今、愛知県

におきましては、大変な歳入不足になっておりま

して、いろいろ要求したいところでありますが、

そういう一般的情勢からいっても、今そう無理に

要望をすることは不必要かなと、そんなふうにも

思いますし、健康保険へ県の補助金を増額してく

ださいといっても、もうこれはとても聞けるとこ

ろじゃありません。ちょっと県の推移を見ながら、

また必要なときには要求していくべきだと思いま
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す。したがいまして、不採択でお願いします。 

○杉山委員 

 先ほどの部分と重なる部分で陳情ということで、

陳情事項の内容一つずつ伺い知れるわけでありま

すけれども、後期高齢者医療制度を選択しない65

歳から74歳の障がい者にも障害者医療費助成制度

を適用してくださいといういろんなこの制度の部

分での要望という形でありますけれども、先ほど

石川委員からもお話ありましたけれども、全体を

通して、全体という言い方申しわけないんですけ

ど、無理の部分と、１つ１つが対象にならない部

分もあるかなということで不採択でお願いします。 

○中島委員 

 今までにいろいろ触れられてきた問題でありま

すが、制度的には、これは愛知県に要望しようと

いうこういうことでありますね。 

 この障がい者の方たち、後期高齢のほうから言

いますね。後期高齢を選択しない障がい者という

のが医療制度が対象にならなくて無料制度が対象

にならないというこういう矛盾を今も抱えたまま

でありまして、必ず後期高齢を選ばなければなら

ないということになっております。これを拒否し

たら、あなたは有料ですよと。障がい者であって

も有料ですよというね、これは見直してほしいと

いうのは障がい者からの強い要望となっているも

のですので、ぜひというふうに思います。 

 福祉給付金の制度、これについてももっと拡大

をしてほしいということは一般質問等でも出した

とおり、また健康診査、これについては75歳以上

の方たちも受けられます。現実には受けられます

が、県としては出さないと。市がお金を出してい

るという後期高齢のほうへ出している。県がちゃ

んと県の広域でやっている以上、県として補助金

を出してもらいたい。いろんな矛盾点をずっと並

べてあるわけでありまして、ぜひ私は、１つ１つ

県のほうに吟味していただくという意味で出さな

ければならないというふうに思います。 

○高木委員 

 陳情事項の中で賛成できる部分と後期高齢者２

番、医療費負担が無料となるようにというところ

は賛成できますが、特に７番の施設への食費、水

光熱費などの実費負担、これをなくしてください

というのもいかがなものかなと思います。 

 全体的には内容としては賛成していきたいと思

います。納得はいかないですけど、一部分賛成し

て採択していきたいと思います。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第23号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第23号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第23号 医

療・介護・福祉などの充実を求める意見書の提出

を求める陳情書の件は不採択とすべきものと決定

しました。 

 陳情第24号 後期高齢者医療制度の改善を求め

る意見書の提出を求める陳情書の件を議題としま

す。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○三浦委員 

 それでは、陳情の24号について反対の立場で意

見を述べさせていただきます。 

 後期高齢者医療制度の改善を求める意見書の提

出を求める陳情書でございますが、後期高齢者医

療制度に対するいろんな問題でございます。 

 陳情内容の１番、愛知県に対し健康診査事業へ

の補助を行うように要求する。これは結構だと思

います。要求したいと思っています。 

 それからまた、４番の愛知県の後期高齢者医療

制度に関する懇談会に公募委員を加える。これも

いいのではないかと思っています。 

 しかし、２番と３番、低所得者に対する独自の

保険料及び一部負担金の減免制度を設けること、

この件に関しましては、やはり現行とは違いまし
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て不平等をもたらすということであります。 

 また、３番の保険料の滞納者への保険証の取り

上げ、また、資格証明書の発行するということで

あります。これ当市では行ってないと思いますが、

まだこういった現実はないと思いますが、これも

一定のルールとして、やはり滞納者をなくす、い

ろんなことがありますが、ルールとしてやはり位

置づけなければいけないと思っています。そんな

ことを踏まえまして、この全体を見まして不採択

でお願いいたします。 

○杉山委員 

 反対の立場から述べさせていただきます。 

 今、陳情事項の中の３番、保険料滞納者への保

険証取り上げ、資格証明書の発行を行わないこと

ということで、保険滞納に関するお話は、きょう

もお話がありましたとおり、いろんな問題も含ん

でおります。そういった意味では、相談事業とい

うか市役所等でのいろんな問題も相談しながら１

つ１つまた解決していく部分もあるかと思います

ので、このままの内容のままでの陳情という形で

は反対とさせていただきます。 

○高木委員 

 私も陳情事項の３番、滞納者への保険証取り上

げ、取り上げということもちょっとすごく極端な

物言いではありますけれども、資格証明書の発行

を行わないこととか、いろいろ問題はありますけ

れども、この陳情に関しましては反対とさせてい

ただきたいと思います。 

○中島委員 

 賛成の立場であります。 

 今、特に３番の問題が反対の理由に挙げられて

いるので、私は特にそこの点について強調したい

と思います。 

 子供の医療費の無料化もそうですが、あれも保

険証がない方には無料化ならないというようなこ

とから、子供がいる場合には取ってはならないと

いうルールを当市は持ってます。そして高齢者も

年代的に命にかかわるということから取り上げは

禁止というのが従来の老人保健法であった場合の

鉄則でした。命を直接かかわるようなことを想定

してはならないということでね、これは鉄則とし

て資格証明書の発行は75歳以上行わないと、これ

がずっと続いてきた鉄則でした。子供がいる家庭

もそうです。子供がいても不平等だから要らない

んじゃないかということがほんとにいいのかどう

か、そういう問題だということを私は認識しても

らいたい。 

 ここの問題については、後期高齢医療制度がで

きて初めてこういう問題になったんです。それを

いとも簡単に不平等だとかいう議論で片づけられ

ては、大変私は命を守るという保険制度の根幹に

抵触する発言であると私は特に警鐘を鳴らしたい

と思います。 

 低所得者の独自の保険料だとか一部負担金の減

免制度、国民健康保険では当たり前にやってるの

に、なぜ後期高齢はできないんですか。後期高齢

医療制度になったらこれがなくなっちゃったんで

すよ。国民健康保険制度にはあるじゃないですか、

現に。これを全県的な一つのものにしてしまうと

こういうことになってしまったんですよ。一番大

きな矛盾がここにあらわれてきたということを私

は認識しなければならないと、こういうふうに思

います。 

 今後、国民健康保険が広域化されれば、当然こ

ういうような問題がすぐ出てきます。一生懸命市

がやっている制度が全部台なしになってしまうい

うことで、まさに75歳以上の方たちは、そこを奪

い取られてしまった。ここのところを私は、まだ

まだ認識が足らないんではないかなということを

申し述べなければなりません。 

 議員もこの碧海５市から１人出るだけというこ

とで、後期連合議会の議員ですね、出ていけない

わけですよ、たくさんの議員が。そういう中で、

懇談会というものに対する公募委員を加えて、も

っともっと高齢者の県民の意見を反映させるよう

な制度をつくってほしいと。大変これはどれもこ

れも切実な要望である、大事な要望であるという

ことを私は申し述べまして賛成といたします。ぜ

ひ考え直してほしいと思います。 

○水野委員長 
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 それでは、これより採決します。 

 陳情第24号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手尐数です。 

 次に、陳情第24号について、不採択することに

賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手多数です。したがって、陳情第24号 後期

高齢者医療制度の改善を求める意見書の提出を求

める陳情書の件は不採択とすべきものと決定しま

した。 

 陳情第26号 保育制度改革に関する意見書提出

を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○杉原委員 

 陳情第26号について、採択の立場で意見を述べ

させていただきます。 

 今回の保育制度改革は、保育園をサービス産業

化することを前提とするとともに、国の責任を市

町村にゆだね、保育実施の責任を大幅に後退させ

えるものと私も感じます。これが実施されると保

育地域格差が生じるだけでなく、家庭の経済状況

における保育レベルの格差が生じることになりか

ねません。 

 よって、この陳情は採択でお願いしたいと思い

ます。 

○中島委員 

 市政会の皆さんにも賛成していただけるという

ことで、私は、ほんとに保育制度を何とかと思っ

てる一人の人間として、大変今うれしく思ったと

ころでございます。ぜひ採択をしていただきたい

というふうに思います。 

 私も一般質問で言いましたように、介護保険制

度になぞられた保育制度にしようということで、

今、子ども・子育て新システムが検討をされてお

ります。これまで大事にしてきた地域の保育の体

制、子育ての体制、そういったものを崩して介護

保険制度的にする介護サービスのように保育サー

ビスを時間切りで売るみたいなそういうことにし

てしまうということは、子供の人格形成、こうい

うことにとっても最悪の事態だというふうに私は

考えます。幼保一体化の問題、これも関係者の中

での十分な議論を踏まえないままで国のほうがぼ

んと出してきたという、こういう強引性について

も私は抗議したい気持ちでいっぱいであります。 

 そして、保育園等の最低基準、その後もいろい

ろ社会福祉制度の基準の問題出てきますけども、

同じですが、最低基準というものを地方で決めて

もいいよと。国のシビルミニマムというものは取

っ払ってしまって、どうぞ地方でというような形

になってくるということも含めて、そして、それ

をてこに民間もたくさん参入できるじゃないです

かと。株式会社の皆さんも利益が上がるようなや

えってくださいというような参入も誘導する。ほ

んとに子供を育てるということをサービス業にし

てもらっては困るというそんな思いであります。

これからも児童福祉法第24条に基づいて保育の実

施責任というものを市がしっかりと果たしていけ

るように、私は、ぜひこの意見書を提出すること

を望みます。 

○杉山委員 

 教育は、やはりサービスでは当然ないわけであ

りまして、この問題に対しては、私自身がもい一

回勉強の部分もあるかと思いますけれども、この

意見書の対しての中の憲法25条、児童福祉法22条

の理念に基づき、すべての子供の健やかな育ちを

保障するために現行保育制度を堅持、拡充するこ

と、これは当然児童福祉法に基づいて、すべての

人がまた健やかに育つということは当然になって

おります。 

 そして、保育所、幼稚園、学童保育及び子育て

支援管理予算を大幅にふやし、子育てにかかわる

経済的負担の軽減を図ること、これもこのとおり

かと思います。 

 ただ、幼保一体化について拙速な結論を避け、

慎重に検討することということで、これはほんと

にこの幼保一体化については、いろんな意味での
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部分でもっともっと意見も出していく部分かとも

思います。 

 ただ、意見書としての部分では賛成させていた

だきますが、内容についての部分の細かいところ

では、まだ尐し勉強の余地もありますので、ちょ

っと意見としては控えさせていただきますが、こ

の部分の意見書としては賛成させていただきます。 

○高木委員 

 幼稚園と保育園の違いが先日の一般質問でも言

わせていただいたと思うんですけれども、私もこ

の意見書には賛成します。 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第26号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第26号 保育

制度改革に関する意見書提出を求める陳情書の件

は採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第27号 国に「社会福祉施設に係る最低基

準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求め

る意見書」提出を求める陳情書の件を議題としま

す。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○川合委員 

 この陳情第27号につきましては、ぜひ採択の立

場で意見を申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

 現在、児童福祉法により定められている基準は、

保育所など施設運営が児童の精神的、肉体的、社

会的な発達のために必要な生活水準を確保するも

のではならないとされており、児童福祉の水準の

維持向上のため、重要な役割を担っているもので

あり、そのための国の予算措置も規定されており

ます。 

 今回の法案におきましては、児童福祉の最低基

準にかわって都道府県が条例を制定することによ

り、その水準が財源に何ら具体的なものが示され

ておらず、国の財源責任を解除すれば利用者、児

童の処遇の悪化、自治体間の格差の拡大が大きな

懸念材料となり、福祉の大きな後退が心配される

わけであります。 

 このような基本的重要な福祉行政におきまして

は、最低基準を地方に任せるのではなく、国の責

任において基準を保障し、財政措置もしっかり行

うべきと考えます。そこで、この陳情に対しまし

ては、ぜひ採択でお願いしたいと思います。 

○高木委員 

 障害施設、福祉施設の最低基準をなくすという

ことは歯どめがきかなくなる可能性もあると思い

ますので、この陳情書に賛成します。 

○杉山委員 

 私も賛成の立場での意見でございますが、社会

福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、抜本的

に改善すること、特に法案では都道府県の条例を

策定するということにしていますけれども、その

点についても格差が生まれてくる部分が強く懸念

されるというふうに思います。この件に関しまし

て賛成とさせていただきます。 

○中島委員 

 賛成の立場から一言申し上げたいと思います。 

 今皆さんが言われたとおりでありますが、本当

に施設の水準を決めるというのは、その施設のサ

ービスの水準を決めるものだということで、国が

基本を決めたもの、これ以上でなければなりませ

んよといって最低の基準を決めている。最低基準

なんですね。これも今取り払ってということ。特

に待機児解消ということから、この基準を取り払

えばたくさんの子供、同じ施設でもたくさんの子

供を詰め込むことが可能になるではないかという

こういうところから特に具体的には当局などがこ

れに対応していこうというような動きであります

が、しかし、地域格差というものがそこには生ま

れてくるという点で、やはり最低の保障は、やっ

ぱり最低の保障なんですから外してはならないと、

こういうふうに感じます。 

 また、地方交付税などもこの最低基準というも

のをもとにして積算して計算されると。保育士が

何人、面積がこれだけだからこの施設をつくるに
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はいくらの基準なんだというこの最低基準という

ものが地方交付税などの計算の根底にもあるわけ

ですね。それを崩してしまったら、また交付金等

もくちゃくちゃになって縮小されるということも

懸念されるものだというふうに思います。 

 ですから、これは決して廃止してはならない。

むしろもう尐し今日的には引き上げなければなら

ないというふうに思うものであります。抜本的改

善という形で書いてありますが、ぜひこれをあげ

ていっていただきたいと思います。 

○水野委員長 

 ほかに御意見よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第27号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第27号 国に

「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、

抜本的に改善することを求める意見書」提出を求

める陳情書の件は採択とすべきものと決定しまし

た。 

 陳情第28号 国に「国の責任による社会福祉施

設の充実を求める意見書」提出を求める陳情書の

件を議題とします。 

 御意見などがありましたら発言をお願いします。 

○石川委員 

 たくさんありましたが、これでちょっと一番最

後ということで、国の責任による社会福祉施設の

充実を求める意見書ということで、これをずっと

読んでいきますと、今、国においても三位一体と

かいろんなことが言われて、そしてまた、地方に

任せようというような言葉がいいことがいっぱい

言っておられるわけでありますが、まだまだそこ

には議論がしっかりと行われていない。いま一度

まだしっかりと議論をすべきであると思っており

ます。 

 その中において、やっぱり社会保険庁を初めと

した社会福祉施設にかかわる国庫負担の一括交付

金化というのは、まだまだ地方も未熟であるし、

また国のほうもまだしっかりした基本方針が行わ

れないところであり、最低基準はまだしっかりと

守っていくべきであろうと、そのように思います

ので、この件に関しましては採択でお願いしたい

と思います。 

○杉山委員 

 賛成の立場からします。 

 保育所を初めとした社会福祉施設にかかわる国

庫負担金の一括交付金化を行わず、財源保障を抜

本的に改善することを求める。先ほど石川委員が

おっしゃいましたけれども、国としての方向もま

だはっきりしておりませんし、そういった意味で

は、地方負担も含めて、もう一回改善することを

求めながら意見としては陳情していただいても結

構だと思います。 

○中島委員 

 陳情第28号は、27号といわゆるセットのもので

あります。基準をなくしてしまえば、どうやって

国がその制度に対する支援をするのかというその

基準もなくなってしまうということであります。 

 交付金化という形で行って、その根拠があいま

いになる。都合によって、さじかげんで交付金は

ふえたり減ったり、減ったり減ったり、こういう

ことになりかねません。そうすると、ここでもや

はり地方での格差拡大、利用者の処遇の务悪化と

いうものが生まれることが危惧されるわけであり

ます。ですから私は、この一括交付金化というこ

とで社会保障のいろんな施設を全部あいまいな 

やみの中にほうむり込むようなやり方については

反対ですし、財源保障を抜本的に改善することを

求めたいと思います。 

 以上です。 

○高木委員 

 社会福祉施設の充実を求める意見書につきまし

ては、何とか国のほうで一括してしていただけた

らありがたいなと思っておりますので、賛成した

いと思います。 

○水野委員長 
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 ほかに御意見ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 それでは、これより採決します。 

 陳情第28号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第28号 国に

「国の責任による社会福祉施設の充実を求める意

見書」提出を求める陳情書の件は採択とすべきも

のと決定しました。 

 ただいま意見書が採択されたものに伴い、意見

書の案文について御協議お願いします。 

 陳情第20号 医師・看護師不足を解消し、地域

医療の充実を求める意見書の提出を求める陳情書

の意見書案文につきまして、添付されている案文

でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 陳情第26号 保育制度改革に関する意見書提出

を求める陳情書の意見書案文につきましては、添

付されている案文でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 陳情第27号 国に「社会福祉施設に係る最低基

準の廃止を行わず、抜本的に改善することを求め

る意見書」提出を求める陳情書の意見書案文につ

きましては、添付されている案文でよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 陳情第28号 国に「国の責任による社会福祉施

設の充実を求める意見書」提出を求める陳情書の

意見書案文につきましては、添付されている案文

でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長を除く賛成委員として最終日に議

員提出議案として上程します。 

 以上で、委員会に付託された案件の審査は終了

しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 
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 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。ありが

とうございました。 

午後８時16分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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